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はじめに

「公共性Jをめぐる発言が活発となっている。本研究は、こうした近年の動向を踏ま

えつつも、一つの学問として「公共性」を考察しようというものである。学問史を見た

場合、そもそも「社会Jを問うとき「公共性」の観点はまさしく核心を構成するもので

あった。特に「政治Jを語る場合、学はほとんど「公共性の学」であったとすら言って

いい。抽象的に言うなら、人がよく生きるということが学問にとっても基底的原理であ

るとして、「よく生きる」ためにはなんらかの公共性の存在が不可欠だからである。

「公共性j については広く社会諸科学全般がこれを問うているところである。そうし

たなかで本研究は、倫理学として、「公共'性」を、それを支える人の在り方の側面から問

う。人々の相互関係態である「社会」が、それがいわば「よきもの」であるための要件

として「公共性Jをもっているとして、それは、人のどのような在り方によって支えら

れているのか。

「公的Jを英語で言うなら "public"であるが、斎藤純一によるなら "public"には

1.official， 2. common， 3.openの三義が在る。通常は、このうち1.の officialの意で

了解し、その officialな関係態としての「国家Jに即して、もっぱら「政治」の事柄と

して「公共性Jが問われてきたと言いうる。しかし我々は、 "public"のまさしく原義と

してがprivate"の反対の事態を措定するなら、そうした"public"な関係態は決して「政治J

には切り詰められない、と考える。「社会Jの非一政治的な領域においても"public"な関

係態が在りうると考える。

と同時に、「政治」とは専一的に「国家」の属性であるのでもない。「国家」という領

域外においても広く「政治Jを語りうる。そもそも「政治Jとは何か。我々はこれを、

少しく限定的に「政治生Jとして、かっ人の在り方に即して、人の「政治'性」として問

題としたい。そうするとして、さらに、その人の在り方は決して「政治性Jに限定され

るわけではない。基本型を挙げるに留めるとしても、人にはそれ以外の在り方が在る。

我々は、基本型として、「政治性Jに加えて「経済性Jr倫理性」を措定する。これらは、

それぞれ人(そのもの)の類型としての「政治人J(homo poli ticus)、(これが最も知ら

れているところであるが)r経済人(homoeconomicus) J、そして「倫理人(homoethi cus) J 

に対応するものである。これらの諸類型が、他者に、あるいは「社会」に対して、それ

ぞれ publicな関係をもちうると我々は考えるのである。

我々は、人の側面から、それを理念化的に基本諸類型として措定しつつ、そうした基

本諸類型がそれぞれもちうる関係態として「公共性」の諸次元を問うていくのだが、そ

れは単に一つの「方法Jに留まるものではない。「公共'性」について語るとき、それが「学
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問Jであるとしても、不可避的に規範的発言を含むことになる。(少なくとも)そこから

見るなら、それぞれに語る者の規範的立場が反映せざるをえない。「よき生」に関するい

わば「人間理想Jがどうしても規定要因となる。我々は他所で「倫理的還元」と呼んだ

が、基底に在るこうした「人間理想Jをも明示化する必要が在ると考える。この場合の

「倫理Jは、上の「倫理性Jの場合のそれと同義ではなく、人間について(何であれ)

「よさJを説くものをすべて含むものとして包括的な概念である。

この観点から見るとき、「公共性」を問う場合であっても、いわゆる「リベラリズム

VS.共同体主義」としづ対立性が重要となる。「公共性」を語るとき、この両思想がそれ

ぞれ規定的である。しかし我々は、この両概念そのものについてもー単に、それを適

用するのではなく一検討の必要が在ると考える。そして、特に「政治Jを問うとき、

これに加えて「共和主義」が重要なカテゴリーとなると見ている。

規範的立場として我々は「リベラリズム」を採る。必要な限りでは、そのことを明示

するが、しかし他方、「学問の中立'1生Jをも尊重し、さらには「メタ倫理学Jとして自ら

の規範的発言はなるべく禁欲しつつ、不可避的に伴われざるをえないこれら規範的立場

について、事柄の「分析」としては等距離を取りたい。

以下、論稿の部分として、最初に、本研究最終時点でのまとめとして、共編著『公共

性の哲学を学ぶひとのために』所収の拙稿「序論Jを元にし、しかし大幅に補完的部分

を加えたものを提示する。その後、本研究の過程で公表した諸論稿を(本報告書所収に

あたって必要のない部分は削除し、また若干のレイアウト・表記統ーを施しつつ)収集

して提示する。これらは、それぞれの自己完結性や、それぞれの公表の“コンテクスド'

による規定性をももっているので、右の「補完的部分」の一課題として、改めて本研究

全体からの位置づけを行ないたい。諸論稿は、原理論的研究と応用論的研究との二部に

分ける。なお、上記「序論Jそのもの、および一部論稿について現在市販中のものは、

所収を控えた。
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「公共性j についてどう考えるべきか1

安彦一恵
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論点 2 卓越主義的自由主義と非一卓越主義的自由主義 1 0 

homo ethicus (倫理人)の「公共性 13 

論点 3 カントに即して「動機Jの問題を問う 1 5 

四 homo politicus (政治人)の「公共性J 1 6 

論点4 ロールズに即して「共和主義Jを問う 2 3 

論点 5寛容について 3 1 

論点6 共同体主義と共和主義 35 

「公共'1主Jをめぐる発言が活発となっている。「公Jr公民Jr公共」とし、った類似語を含める

なら、およそ社会について語るときこの語の使用はなかば不可欠とさえなってきている。戦前

期の「公J= rお上」とし、う了解においてだけでなく、戦後も長い問、「公共の福祉」を典型例

として、この語は、個人に対する政治的抑圧性・制限性を意味するものとして、大勢としては

むしろ否定的コンテクストで用いられてきた。これに対して近年、社会の現状を「私Jの氾濫

と見て、それに対して肯定的に「公Jが唱えられるようになってきている。これは「保守J派

からのものであるが、他方「革新J派も、保守的「公J発言には反発しつつ、自らも肯定的コ

ンテクストにおいて「公共性Jを語りつつある。

本稿は、日本の近年のこの状況を受け止めつつ、一つの学問として「公共性」を考察しよう

というものである。しかしそれは、単に“時流に乗る"といったものではない。学問史を見た

場合、そもそも「社会Jを問うとき「公共性Jの観点はまさしく核心を構成するものであった。

1 本稿は、安彦/谷本編『公共性の哲学を学ぶ人のために』一一以下『学ぶ人』と略記する一一所

収の拙稿「序論 「公共性Jをめぐって何が争点であり、何が論点であるべきか」を、本報告書所収

論稿のかたちに整形し、若干の修正を施しつつ、それに大幅に補完ーーその大半は「論点J項目部

分である。なお、以下、この「論点」部分を除く部分を「本文Jとも表記する一ーを加えたもので

ある。

1 
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特に「政治Jを語る場合、学はほとんど「公共性の学Jで、あったとすら言っていい。抽象的に

言うなら、人々がよく生きるということが学問にとっても基底的原理であるとして、「よく生き

るJためにはなんらかの公共性の存在が不可欠だからである。日本においては戦後久しく、こ

の基本から逸脱していたということでもあるのだ。

そうであるなら、いま両派とも「公共性」を肯定的コンテクストにおいて語ることによって

「社会Jの学の基本に立ち返っただ、けであると言っていいのか。そう言うことは別に間違いで

ないが、しかし他方、近年の傾向には固有の歴史的コンテクストも在る。我々はまず(ー)、

このことを強く意識して、言論界から広くどのような発言がなされているかを確認しておきた

い。これは、「公共性Jが単に学問対象であることを越えて、広く社会全体の関心事であること

を踏まえたからでもある。しかし、そこには、たとえ用いられる言葉は同じだとしてもかなり

多様な主張が在る。「学問」としては、この「多様性Jの認知と、そこに各発言の聞に在る相違

性の認識が重要である。

これら諸発言は、一部例外は在るが、規範的である。強くイデオロギー的な傾向が目立つと

ころでもある。本稿は、一つの「分析」として、学問としてイデオロギー的な規範的発言を禁

欲し、かっ「メタJ的分析として、規範性について出来るだけ中立的なスタンスを取りたいと

思う。また、そういうものとして、広く諸議論を促すべく論点の提起を中心とすることになる。

本研究は、「公共性Jに関する学問一般ということからさらに限定して「包ミ共a性Jの社会倫

理学的研究」というスタンスを採ったが、我々の理解では「倫理学Jは「哲学」の一分野であ

る。本稿も、この「哲学」として一一そうし 1う意味では「公共性の哲学Jというスタンスを採

ると言ってもし 1い一一この「公共性j概念そのものの検討を重要な作業課題としている。二以

下で、近年の諸発言に対して批判的に介入するかたちで、広く諸論考から学びつつ、一試論と

してこの概念的考察を展開したい。「公共性J議論の進むべき方向を主として論点設定というか

たちで提起しつつ、我々としても「公共性J問題の核心を追究していきたい。「論点設定Jに関

しては、各所でいわば「論点j項目としづかたちで個別的に整理して論点を挙げるこ左も行なa

いたい。

一 保守派・革新派の諸発言

官頭で記したことだが、近年の傾向の中心に、人の「私J性に対抗的に「公Jの復権を唱え

るものが在る。最も顕著な事例は小林よしのり2である。論述の都合上、以下も同様にするが、

番号を付してまず彼の諸発言を挙げておきたい(引用は、 9)以外は『新ゴーマニズム宣言スペ

シャル戦争論』幻冬舎 1998から、 9)は『新・ゴーマニズム宣言 7J小学館 1999から)。

他の論者のものについても同様であるが、若干の位置づけはしつつも、ここでは、まず発言そ

2 以下も、敬称は省略させていただく。
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のものを確認したい。

第一に、「私J性を、経済学の「消費者(主権)J概念に合せうるかたちで「消費者Jとして

も規定しつつ、それを否定して端的に「公Jの復権が説かれている。

1) rエゴ、だ、けの個人Jと「公共心のある個人Jがし、る (348)

2) 日本の個人はまるで消費者なのだ!! (18) 

第二に、「公」という関係態として「国家Jが想定される。

3) 現在 「国民でなく市民の時代だJと政治家やマスコミは言う (359)

が、これは間違いであって、

4) r公」とは「国Jのことなのだ(346)

と説かれる。

第三に、「共和主義J的側面をもって「国家のための死Jが説かれる。

5)祖国のために死ぬ覚悟のない現代の人々など“私民"にすぎない(360)

6) 自己犠牲の崇高さを知り/英雄の出現に感動することができた(318)

第四に、「共同体主義J的主張がなされている。「少年事件j などは

7)戦後日本が「国家Jを否定し「公jの基準を見つけられぬままにあらゆる共同体を否定

して個人主義に向かっていった帰結[である。]3/大人から子供までの徹底した「公共

性Jの喪失だ!(101) 

同時に、その系として以下の発言がなされている。

8) ヨーロッパ人は プライパシーの観念、が強く 個を強烈に持っているが 国家や共同

体への帰属意識は5齢、(348)

この点では日本人と比較してよきものである「ヨーロッパ人Jのこの「帰属意識」の核心とし

て、

9) r公」の範囲は歴史の共有で決まる(161)

として「共有の歴史Jが強調される。因みに、この故に「新しい歴史教科書」運動が行われて

もいるのである。

小林の「理論的J支柱の一人に西部遁がいる。彼は、主体の但，IJに即して「公共a性」を、「私的

欲望Jとの対比において「公的欲望Jと規定しつつ、共同体主義を明示して次のように説いて

いる。(引用はすべて r2 1世紀の経済学 7J ~Voice~ 2001年 8月号 233-4から)

10)私的欲望は自分のうちにある「私人的」な性格にもとづき、したがって主に感情的な

種類のものである。それにたいし公的欲望は自分のうちにある「公人的」な性格にもと

づき、したがってそれは、公人として掲げるべき価値や守るべき規範にかかわるのであ

る以上、どちらかというと、論理的に組み立てられる。

ll)公的欲望の根底には、…・・・集団の歴史が、歴史によってっくり出された集団の慣習が、

3 以下も同様であるが、引用文中の[ ]は、本稿執筆者の加筆である。
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そして慣習の示唆する(ルール意識をはじめとする)集団の伝統が横たわっている。そ

れらは……自分が何者であるかを規定してくれる根本的な価値意識であり規量旬惑覚であ

る。公的欲望にかんする意見とは、その根本的な(それゆえ潜在的な)価値・規範を、

「自分Jが、現実の状況に合わせて、顕在的に表現したものにすぎない。

同時に財政学の基本用語に関説しつつ理論的に次のようにも説いている。

12)財政理論の基礎を築いたといわれるR ・マスグレイヴを引き合いにしていうと、エコ

ノミストは人間の欲望をプライヴェイト・ウォント(私的欲望)、ソーシャル・ワオント

(社会的欲望)そしてメリット・ウォント(価値欲望)の三種に分かつ。しかしこの分

類法は……個人主義的誤謬の産物なのである。/経済学のいう社会的欲望は、私的欲望

の変種にすぎない。つまり、私的欲望の対象である財(およびサーヴィス)を当人がア

プロプリエイト(占有)できないので、その財をめぐって、他者とのあいだにコレクテ

ィヴ・コンサムプション(集合消費)が行われる、いし、かえればその意味でのエクスタ

ーナル・エフェクト(外部効果)が生じる、それが社会的欲望だとされている。/経済

学のいう社会的欲望はけっして公的欲望には属さない。/価値欲望は個人主義からは絶

対に導出されない。

いわば最強の保守派論者として佐伯啓恩がいる。彼も同様、

13)仮に「国家Jを外して、「市民社会」の中で「公共性Jを定義しようとすると、どうし

ても「私Jから出発するので、全体の利益・関心とはならない。/r公共a性Jは「私J

である個々人と、集合的な国家をつなぐものであり、その具体的な主体を「国家を背負

った市民Jと考えたい。 u国家・国民・公共性JW国家と人聞と公共性』岩波書j苫 2002，157)

14)国際舞台で握手するにせよ配慮するにせよ、そこには国家という「主体Jがなければ

ならない。(W国家についての考察』飛鳥新社 2001，79) 

として、いわば第一に対内的に、第二に対外的に「国家Jに即して「公共性Jを考える。

また同様、

15) なぜ市民が「祖国のために死ぬJべきなのか・…・・そもそも社会の成立の発端にたちか

えってみれば、彼らの生命や財産を共同で、防衛し、安全にするということであろう。 (Wr市

民J とは誰か~ PHP新書 1997，149f. ) 

として、「国家のための死j の側面から共和主義を、

16)国家は、確かに、その核に「公共性Jをもっていると言うべきであろう。そして、そ

れが可能なのは……まさに国家の基底に「共同性Jがあり、それが「公共性」を支える

からである。(W現代日本のイデオロギー』講談社 1998，94)/エルシュタインは、デモ

クラシーが機能するためには、人々の聞に何らかの「共通の文化Jがなければならない

ことを強調している。(向上 176)

として共同体主義を説いている。
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しかし他方、必ずしも「私Jを否定するのでなく、いわば「私Jの関係態である経済=市場

に定位して、その可能性の制約としても「公Jを説いている。

17)市場競争が有効であるのは、あくまで企業家の聞に一定のモラルが共有され、企業が

社会的な責任主体でもあるとしづ公共精神に裏打ちされている場合のみであり、また消

費者の側にある種の欲望の節制がある場合だけである。(r社会安定の鍵となる「信頼J

『アステイオンJI41号 1996，78) 

同時に、まさしく「近代社会の不動の原理J(W現代社会論』講談社学術文庫 1995，159) とし

て、それがなければ「公共精神」が不成立となる、あるいは小林的に言って「消費者j一一彼

自身の表現では「モノによってしか、自分をアイデンティファイできなしリ「現代の大衆J(F欲

望Jと資本主義』講談社現代新書 1993，159))一一、西部的に言って「私的欲望Jの主体でし

かなくなる「自我=アイデンティテイ Jを措定し、その軸から

18)重要なことは、…・・・「本来のアイデンティティ」を人々は模索し、それによって一つ

の共同体が作り出されたり、また改めて発見されたりすることである。(前掲『国家につ

いての考察JI 52) 

として共同体主義を説き、かつ、「契約論的国家観Jに対する「歴史的国家観Jの提示のかたち

で(向上 247)、

19)重要なことは、・…・・ナショナノレ・アイデンティティの意識とは、歴史的継承性と文化

的共有性という「文脈Jを再発見したり再定義したりすることによって形成されるもの

だということである。(向上 69)

として、国民文化主義的に国家に即してもアイデンティティを語る。

これら「保守J派に対して「革新J派も「公共性Jについて発言している。後者の場合「教

育基本法改正論議j に即しての発言が多いので、 一例ではあるが田沼朗/野々垣務/三上昭彦

編『し、ま、なぜ教育基本法の改正か』国土社 2003からいくつかポイントとなる発言を挙げて

おく。

第一に、保守派「改正J 論において「二つの公共，~主が登場している」として、

20) 国家に絶対的な価値を認定し、この国家こそが公共的価値の中核であるとする考え

(159) 

があり、今日のグローパリゼーションにおける競争を勝ち抜くための「新自由主義」下で社会

に帰結する大量の敗者を社会に包摂する「一定の社会的安定感を生み出してくれるような社会

構想、Jとして

21)公共心やボランティア精神が喚起されている(159)

と見る。

同時に、「答申Jに即して、保守派が

22) r日本の伝統・文化の尊重や、郷土を愛する心Jの酒養、また「道徳心、倫理観、自
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立心、規範意識Jの掴養をも強調している (29)

ことが確認されている。単純化するなら、保守派の公共性論に共和主義や共同体主義、また道

徳主義が確認されている、と言いうる。

しかし、革新派も「公共性」そのものを否定するのではなく、

23)市場主義との大きな違いである(158)

として、この点では先の保守派同様「私民J性を否定しつつ、現行「教育基本法」の理念の解

説として、部分的には自らも共和主義的・共同体主義的含意をもって、

24)社会が社会的活動として成り立っていくためには、公共的な正義が、その社会成員か

ら立ち上げられていくことが不可欠である。・…・・「平和的な国家及び社会の形成者」は、

人々が連帯し、協同しあってして社会性、道徳性、共通の価値を、自らを統治主体へと

形成する葛藤やコミュニケーションの中で、豊かに生みだし、人間同士の人格的な結合

を幾重にも組織することで人間を社会化し、道徳化する。(158)

というかたちで「公共'1主主Jを唱えてもいる。

二 homo economicus (経済人)の I公共性J

保守派・革新派とも、大勢としては「私民J性の否定として経済主義を批判している。しか

しそれは、経済主義を極端に戯画化するものである。経済主義とはし、わばhomoeconomicusの

立場であると言いうるが、この立場においても、まさしく各個人の利益追求を原理としつつ、

しかしそれを長期的に確保するために、保守派が言う「企業家のモラルJ(17))に基づく、ま

た革新派が語る「協同J(24)) の実現態として「公共性」が成立しうる、と我々は考える。

斎藤純一は、 rr公共性」という言葉が用いられる際の主要な意味合しリとして、1. r国家に

関係する公的な(official)ものとしづ意味」、 2.r特定の誰かにではなく、すべての人びとに関

係する共通のもの(common)という意味」、 3.r誰に対しても聞かれている (open)としづ意味Jの

三義を挙げている。これで言うなら、従来ややもすると public=officialと了解されがちであ

ったが、第三義のHopenHから考えるなら、経済(人)の関係態ニ市場は十分「公共的」である。

市場においては、まさしく誰もが財の交換を行うことができる。そうしづ意味で、市場それ自

身が第二の'common"としづ意味で「公共J財である。『学ぶ人』所収森村進論稿は、従来見過ご

されてきたこの市場主義的「公共性」の次元を確認するものである。そもそも「何故に公共性

かJと問うなら、その関係態が不在であるより桐生していた方が何かにとって好都合で、あるか

ら*、と抽象的には言いうるが、そこから見るなら、「財の交換Jにとって市場は政府を介した

財供給システムに比較してより公共的であるとも言いうる。後者においては供給財の種類を供

給者が一方的に決めるのに対して、市場では原理的に需要に対応した供給となるからである。

財の交換は人間の幸福の最重要の要素である。したがって、市場的公共性こそが人間の幸福を
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可能にするとも言いうるのである。

しかしながら、これは「自由」を原理として言えることである。市場は「消費者主権」を原

理として、どの財を入手するかを全面的に個人の自由に委ねるものであるが、西部はこれを否

定し、まさしくこの自由のシステムであるとして経済に「公共性」を認めることを拒否してい

る (cf.12))。したがって、基底的に問題とするなら、(消費者主権的)自由主義か、いわば(介

入主義的)反一自由主義かという論点が成立することになる。

ポイントの一つは川面値財(merit goods) Jに在る。西部の先の発言 12)は結局、真に「公共

性j を構成すべき「社会的欲望」は cr価値欲求(merit want) Jとして) ["価値財」への欲求で

あると説くことになるのだが、森村はこれを拒否する。しかし、これは本研究の応用篇として

我々も問題としたところであるが「教育Jはむずかしい問題を抱えている。教育は、仮に需要

者側がそれを求めていなくても、その意味で強制的に供給されなければならない(義務教育)

とも言いうる。我々としては、パターナリズムが(モラリズムに対抗して)むしろ自由主義か

ら提唱されたということをヒントに考えたい。(拙稿「いかなる倫理が「私Jを超えうるのか

一一合共性と倫理一一J4 [307]節でも述べた点であるが、「パターナリズムJ概念は多義的であ

る。自分の価値観や社会一般の価値観を押し付けるかたちでの「介入Jを説くものも「パター

ナリズムJと呼ばれることが在るが、我々はここではそれを退けて、相手の立場(価値観)の

尊重を前提とした「介入Jを説くものに限定して「パターナリズム」を了解している。)これに

即して「教育Jを、需要者自身が将来自由に自分の価値を追求するための能力の獲得というし、

わば形式的教育と、笠室(J)価値を自己化するための内容的教育とに区別して考えるべきだと見

ている。これは、一般的には「自由の適切な制限Jの問題である。**

現実t性をもって考えるなら、「公共性」はそれを構成する諸個人の動機と適合的でなければな

らない。いかに意想的に「公共性Jを提起しようとも、人においてそれへの動機が不在である

なら非現実的である。この点から言うなら、市場的公共性はきわめて現実的である。需要に即

した財を供給すべきとして、その際の動機は最もありふれた動機である自己利益追求心である

からである。需要に即した供給がなされるのは、供給者が人々に対して好意をもつからではな

く、そうでなければ売れなくて自分が損するからなのである。

* 論点1手段的公共性と目的的公共性 この「何かにとって好都合」としづ言い方は、「公

共性Jが「イ可かJのための手段である、としづ含みをもっ。たしかに、理想的に了解するなら

「市場Jとは、各人が利己的に振る舞うことが結果として全ての者の利益になる一一しかも、

単に「効率性」の点でいわば量的に利益を最大化するということではなく、質的に異なる諸個

人の各欲求をその質を保ったまま最大限に実現するとしづ意味でーーとしづ関係態である。ア

4 ~DIALOGICA~ (electronicjournal=ht印刷ww.shi!m-u.ac.iolWWWLdeptJeJ)h/dial)，no.8， 

2005所収
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ダム・スミス的に、そこに「神の見えざる手Jが働いていると言うこともできょう。たしかに、

その利己的振舞はあくまで長期的に利己的な(長期的な視点で自己利益の最大化をめざす)振

舞で、あって、たとえば、売買の場で「おつりをご、まかしてJ直接的にその場での利益を得ると

いった振舞で、あってはならない。逆に「おつりをごまかさなしリというかたちで、一般的に言

うなら円言用を重んじる」振舞をするのでなければならない。「経済人Jというのは、こうした

「合理a性Jを体した人間のことである。しかしそうで、あっても、その合理的振舞はあくまで自

己利益実現を目的とするものである。そこでは、全ての者(他人)のためにもなるということ

は、あくまで「手段Jでしかない。したがって、そこで成立する市場的「公共性Jもあくまで

手段的である。

これに対しては、手段的「公共'性j はいわば真の「公共性Jではない、としづ批判が在りう

る。「公共性jはそれ自身一つの「目的」であるはずであると語られうる。それを「目的的公共

性」と呼ぶとして、上の「手段的公共性j との区別がまず措定されてくる。これは、昨年12 

月に行なわれた『学ぶ人』合評会において、評者の一人である吉谷啓次からも明瞭に語られた

ところである。しかし次に、「自的的公共a性Jは二つに区別可能である。一つは、「経済的公共

性」の次元内で、たとえば「信用第一Jに振る舞うことを、それ自身として一つの目的活動性

として一一いわば「経済の倫理」として一一措定し、そうした「倫理」によってこそ「市場J

も維持されると考える場合に措定されるものである。先の佐伯発言 17)もそれを説いているも

のであろう。

我々は、以下で説くように、「倫理Jをいわば一一広義で、は「倫理Jと言いうる「経済の倫理J

から峻別して一一先鋭化して、他者の利益を第一にする振舞として(勝義での)r倫理凶を一

一そして、いわばその廉価版として、自分の利益と他人の利益とを等しい比重で配慮する「公

平倫理」をー一一措定する。「経済の倫理」は、この「公平倫理」として再定式化可能でもある。

そして、それも加えて、「倫理」全般についても、その「倫理J(的であること)を「目的Jと

するヴァージョンを想定することができる。

包括的な「市民J概念に対して、「市民社会」としづ場合の「市民Jはより限定されたもので

ある。それは「ブ、ルジョワJ(し 1わば「盗童市民J)に相当するものである。我々は、これに属

性として「倫理'性Jをも加えて了解したいが、そうするとしてそうした「市民Jに対しては「公

民J(r国室市民J)一一ドイツ語では、 "BOrger"に対して"StaatsbOrger"と呼ばれる一ーという

別概念が在る。それは、(r経済社会Jという意味での)r市民社会Jに対する「政治社会Jの構

成員左して人間を措定したものである。 r目的的公共性Jの第二は、この「公民Jに即して

「政治Jとして「公共性」を考えようとする場合に措定されるものである。6 だが、「政治Jは

一つの難題である。以下でも簡単に触れるように、いわば「経済」の延長態として、自己利益

5 これらの概念については、『学ぶ人~ r用語集」所収の筆者執筆の項目「市民/公民(citizew.国

民(nation)J を参照し、ただきたい。

6 この二分法は、「経済Jr倫理」を共に rf国人Jを原理とするものとし、それに対して「政治」を
「集団」を原理とするものとして規定する C ・シュ ッミトの二分法と も対応している。
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を実現するもう一つの領域として「政治Jを了解することも可能である。「目的的公共性Jとし

て「政治」を考える場合、こうした「政治Jは当然退けられる。また、逆に勝義で「倫理」を

解して、その在り方から「政治Jを考えることもできるかもしれないが、我々は、政治には固

有の活動性が在ると見ている。しかし、では、どのような活動性が「政治」なのか。それを我々

は、人の在り方としての「政治性Jから考察しようとしているのだが、それはし 1かなるものか。

これを解明するのでなくては、「目的的公共'性Jの第二タイプの設定は説得力をもたない。この

ためもあって、本稿では rhomopol i ticus (政治人)の「公共性JJの部分が大きな割合を占め

る二とになる。

これに対しては、基本的な異論が成立しうる。「目的的公共性Jは一つで、あって、その基本原

理は「倫理」一一この場合の「倫理Jは、たとえば、へーゲルがカント的「道徳'性(Moralitat) J 

に対置して主張する「人倫'性(Sittlichkei t) J、あるいは、それを(洗練)形態として含むとも

言いうる「慣習(道徳.) (Si tte) Jであろうーーである。「公共性Jは結局、この「倫理j を原

理とする「目的的公共性Jと、個人主義者がその自己利益実現の便宜のためにまさしく手段と

して取り結ぶ「手段的公共性Jとの、二種が在るだけである、と。たとえば、上の佐伯啓思の

「公共性J論の基本はここに在ると思える。しかしながら、我々はこの見方には批判的である。

理由の第一は、「政治Jの固有性が無視されることになることである。であるから、佐伯氏は、

或る種、原義的な意味で「市民Jを語り、近代における経済社会・政治社会分立を受けた「市

民Jr公民jの区別を前提に「公民j として「公共性」をーーすなわち「政治的公共性」を一一

語ることをしないのかもしれない。しかし我々は、 (少なくとも)近代に定位して考察する場合、

固有のものとして「政治性」を設定せずしてはどうしても漏れが出てくると考える。第二は、

一一我々の言う「公平倫理Jに相当することになるのだが一ーその「倫理性Jから「利他主義J

が排除されてしまうことになる、ということである。「慣習道徳」では、自己犠牲を含むところ

まではし、かない。そこで利他主義として、いわば金鍾血i玉、対他的場面で「国家防衛のための

自己犠牲Jが突出して語られることにもなる(15))。

我々は「経済性Jr倫理性Jr政治性Jとしづ基本枠組みを採っているが、佐伯的枠組みは、

これに対応させていうなら、 hαnoecomomicus vs. homo sociologicusとしづ二分法である。主

流派経済学(新古典主義)が人聞を homoeconomi cusとして措定し、その利己性 ・(目的)合理

性をもって人間世界を「市場」として説明するのに対して、自らは人間を本来、倫理的 ・非(目

的)合理的な存在一一氏の「専門Jは「社会経済学」であるが、それは、(あるいは「経済学J

vs. r社会学」という学問二分法を採るパレートを踏まえてと言えるかもしれなしゅ~)こうした

「存在Jを"homosociologicus"とも表現している7ーーとして措定し、そこからの逸脱として

近代の事態を批判しつつ、いわば本来性の回復として「公共'性Jを説いているのだ、と佐伯は

言うであろう。こうした事実的=規範的人間観の前提の上で、上の(仮想的)異論も出てくる

のである。

7 たとえば松原隆一郎「社会経済学の現在J(W経済学の現在 1~ 日本経済評論社 2∞4) 参照。
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この佐伯的二分法に配慮するなら、我々も"homosociologicus (社会学的人間)"のカテゴリ

ーを設定しなければならないことになるが、我々のはそもそも人間観を異にしており、そこか

らは「社会学的人間J性といったものは措定する必要がない。「社会学的人間」というカテゴリ

ーを設定して、そこで「経済人Jでは捨象されることになる人間の要素を取り込もうという訳

であろうが、その「要素Jは我々の図式でも取り込めるとも考えている。たとえば、古典的「経

済人」の属性である「完全情報Jの「合理'性j に対する「不完全情報Jの「非合理性」である

なら、「経済人Jカテゴリーの展開を前提にすでに「ゲーム理論」が取り込んでいるところであ

って、こうしづ要素であれば我々も配慮済みである。また、「利己性Jに対する「倫理性」であ

るなら、上に述べたように、我々のほうが一一我々の「倫理性J概念によってーーより強く配

慮しているところである。そして、佐伯にとって最重要であるで、あろう「伝統」の意識といっ

た要素については、その近代的側面としてだが、我々は「文化J性としてカヴァーしていると

ころである。ただし、いわば「文化J的なだけの人聞といったものは理念的にも在りえない。

したがって、それを人間タイプに関する基本カテゴリーとしては措定していない。しかし、「文

化J性は人間の重要な側面であり、その点では原理論的考察として取り上げるべきカテゴリー

であるとは考えている。そしてそれは、(実は)人間の「政治性Jと密接に関連するものでもあ

ると考えている。

** 論点2 車越主義的自由主義と非一卓越主義的自由主義 消極的に言って、他人に対して

自分や社会の価値観を押し付けるのではなし、かぎりで「自由主義Jでありうる。しかしその場

合であっても、相手側の価値観を前提にして、その価値観に即したものであるかぎりで介入を

認める場合と、そうした価値観の有意化をも退けて、まさしく相手がーーもちろん f(他者)危

害(防止)原則」の制約内で一一(価値観に囚われることなく)自由に振る舞っていても、そ

れへの介入を否定する場合とが在る。ここから我々は、「自由主義Jの二タイプを区別すること

が可能である。やや別の側面から言うなら、「卓越J概念を基準に、(現時点ではJ・ラズを典

型とする)卓越主義型自由主義と非一卓越主義型自由主義(私見ではベンサムが代表例である)

一一「消費者主権主義Jはこの別表現である。「消費者(主権)Jは元来「経済学」用語である

が、これはなにも「経済主義Jといった合意をもつべきでない8。拙稿「論点のさらなる整理

8 厳密に見るなら、いわば「経済(主義)的卓越主義Jというものも成立しうる。まさしく内肖費J

に走って「利潤」を使い尽くしてしまうことに対して、自己の人生の価値として「利潤」追求を措

定して、自己規律的にその在り方を一貫させるとしづかたちの「卓越主義」も考えうる。 M・ウェ

ーパーの言う「資本主義の精神Jもそうしたものであろう。論点1と関連づけるなら、「経済の倫理」

というものもそういうものだとすることができるかもしれぬが、しかし、 (f公共の精神」として)
対他的側面で見る場合と、自己規律的側面で見る場合とでは、概念としては区別すべきである。自

己規律的に自己の利潤追求に忠実であることは「卓越主義」で、はあっても、そのことで「倫理的J

であるとは言い難い。逆に、自己規律的でなくても対他的に利他的あるいは公平的であることは一

つの「倫理J である。ちなみに、我々はさらなる課題として「倫理性J と「人間性j との区~Iト一一

これに即して言うなら、「自己規律性Jは、「倫理性Jではなくて「人間性Jの事柄である一一の分
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のためにJ9では、(たとえば上野千鶴子が最近説いている)r当事者主権」主義もこれの別表現

であることを指摘したーーとを区別することができる。上記「合評会」で筆者は、司会として、

この二タイプの別を鮮明化しようとしたが、『学ぶ人』所収稿では児玉聡論稿が「二人のミル

[父・ ジェームズ・ミルと子ジョン・ステュアート・ミノレJJの別として、この二タイプを確認

している。

ど主生ゑ「自由Jが一一日常的語感として一一「消費者J的自由であるとして、明確にそれ

を否定して「自重Jを説くカントは、卓越主義型自由主義者だと見ることもできる。カントは、

「感d性的」としていわゆる自由を、実は「他律Jとして本当には「自由Jでないと説く 。これ

は「自律Jの正当性の証示であると見ることもできるが、我々としては、ここには、「自由」イ

コール「自律j とする一つのpetitio principi iが在ると見たい。そもそも「自由Jとは何か。

これを(まず)解明するのが先決課題である。

現代の自由主義の代表格で言うなら、ロールズは、一一いわゆる「カント的構成主義」者と

してはまさしく(この意味でも)カント的であるが一一「車越主義Jについて、市民の卓越性

に対して「政治Jはどう関わるかという観点から、次のように語っている。「公正としての正義

は、憲法の必須事項に関する諸問題や分配的正義の基本的諸問題がそれでもって解決されるべ

き政治的諸価値の集合から、一定の卓越主義的な諸価値を除外する。公正としての正義はまた、

もっぱら、その研究や実践が思考・想像力・感性の一定の偉大な卓越性を実現するとしづ根拠

だけで、純科手ト学…...、哲学、あるいは絵画や音楽といった芸術に、社会が多くの公的資源を

割り当てるこ左ができるとしづ見解に疑問を付す。J (W公正としての正義再説~ 268) r数学

や科学の推進のために社会的生産物の大きな部分を費やすには、たとえば公衆衛生や環境保護

にとっての期待便益とか、あるいは(正当化された)国防の必要にとっての期待便益による、

市民全般の善の増進に基礎があることが必要であるJ(同 269) として卓越性の有意化の一種、

功利主義的な正当化も語られているが、それも、車越4性主金主0)の有意化一一厳密にはこれが

すなわち「卓越主義Jである一ーであるのではない。ロールズはこの意味では非一卓越主義を採

っている。それは、人間(市民)の活動のいずれが卓越したものであるかをそのもとして判別

でき(るとすべきでは)ない、と考えるからでもあろう。ここには「価値多元J(の現状)への

定位が効いている。上の第一の引用文は「そうすることで、Jを受けて始まっているが、その前

段で明瞭に、「公正として正義は、人々の相異なる通約不可能(incommensurable)な善の構想か

ら出てくるさまざまな欲求や目標に基づく要求を排除するのであるJと説かれている。

rrエゴイズムJとは何であって、その何が問題なのか一「倫理」をめぐる論点の整理の

ために-J稿10では我々も、同種の、「通約不可能性Jに基づく議論をしたが、しかし次に、

厳密に見るなら、ロールズと我々とでは相異も在る。厳密に見るならロールズは、人の諸活動

析化的解明を予定しているが、これはこのこととも関係するところである。

9 W倫理学年報』第 54集，2005所収

10 W 日本倫理学会第 55 回大会報告集~ 2004所収
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聞の優劣の判別を拒否するがJドー卓越性に対していわば卓越性二盤は上位に置いているように

思える。各人の「善の構想Jを語るときにもそれは反映していると考えられる。これに対して

我々は、そもそも卓越性と非一卓越性とをそのもとして区別することができないとしづ基底レヴ

ェルで「通約不可能性」を説いた110 上で「消費者主権主義Jとも述べたが、厳密にはこれは

一一別に反一卓越主義であるわけではなく、当人が(しかし当人の観点からとしてしか認められ

ないが)当人が「車越」と思うものを(自由に)追求することを否定しないが一ーその区別の

成立不可能性をも根拠としつつ「卓越」一般の非一有意化を説くものである。

ここから見るなら、ロールズには微妙なところが在るとも言いうる。(後期)ロールズの場合、

「政治Jから卓越主義を排除できればそれで十分で、あって、非一政治的領域においてはむしろ或

るかたちの「卓越主義」を認めているとも言いうる。ロールズは「包括的(comprehensive)教説J

ということを語っている。これは、換言するなら、一一市民が自らの在り方を「卓越Jしたも

のと見るかどうかのいわば試金石として「包括的教説Jの信奉が在る、としづかたちで一一「卓

越性」を語ることでもある。ロールズは、この「包括性Jを用いて、「善J(価値)の追求二盤

から「善の構想Jを区別している。「そのような構想の諸要素は、一定の包括的な宗教的・哲学

的あるいは道徳的教説のなかに位置づけられ、それによって解釈されるのが通常で、あり、これ

らの教説に照らして、さまざまな目的・目標が順序づけられ、理解されるのである。J(同 32)

であるから、そもそも「善の構想への能力」は「もう一つの道盤的能力J(向。強調は本稿筆者)

ともされるのである。(ここで取り上げている「包括d性jは、「包括的リベラリズムJを否定し

て「政治的リベラリズム」を説く場合に語られるときの「包括'性Jとは(語義そのものは同じ

で、あっても、いわば使用法の点で)別である。以下の論点 4参照。)

倫理学フ。ロパーの問題として言うなら、「卓越」の判別可能性の問題は、むしろ「人生の意味」

として、いわば「意味J一般からまさしく皇盤L主「意味Jを区別すること一一たとえば 1• 

シンガーはそれをターム的に「意義(significance)Jと呼んで「有意味性(meaningfulness)一

般」から区別している12__として問われてきた。我々としても、こうした過去の議論の蓄積

をも踏まえつつ、「卓越主義」についてなお検討を進めなければならないと考えている。

なお、「財」の側面から言うなら、一一まさしく「価値Jの在る「財Jを追求するのが「卓越

主義者Jであるとして一一「卓越主義Jは(マスグレイヴが言い、西部が主張している)r価値

11 厳密に言うなら、ここで「通約不可能Jというのは、諸活動(そのもの)の優劣としづ質的差

異を判定するための基準がない、ということであって、およそ一切の比較ができないということで

はない。たとえば、それら諸活動がもたらす「効用」の比較といったものであれば、それを、少な

くともアプリオリに拒否するわけではない。実際ロールズも、上の第二の引用文においてこの種の

帰結主義的な比較評価を行なっている。ここで、「快楽Jの高級・低級を区別するミルに対して、そ
うした質的差異を否定するベンサムを援用すれば、このことは明らかであろう。言うまでもなく、

その際ベンサムは、「高級Jとされている快楽と「低級」とされている快楽との聞の量白比較可能性

を説いている。ローノレズも、おそらく一一あるし、は、立論上当然そうなるはずだが一一「通約不可

能性Jを我々がいま述べたのと同じ意味で了解しているであろう。

12 W人生の意味』法政大学出版局 1995。引用は原書、 p.113.
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財」の追求を有意化するものである。

三 homo ethicus (倫理人)の「公共性j

原理的に市場は、財の最適な配分を可能とするものである。その意味で効率的であるのだが、

しかもそれは、単なる経済的効率性といったことを越えて、いわば幸福(利益実現)の最適な

実現をも可能とする。この意味では、「功利原理Jの最適の実現形式であるとも言いうる。しか

しそれは他方、財の分配に限定して言うとして、一一厳密に言って、人の力の非一同等性を前提

とするなら。との点については特にD ・ゴーシエ(Gauthier)参照一一必ずしもその財の平等な

分配を実現するものでなし、130 したがって、市場が「公共性jの空間であるとしても、その「公

共性Jには欠けるところが在るとも言いうる。革新派は何よりもこの平等を重視し14、「公共性J

を肯定的にはこの平等の実現態として考える。

革新派はその「公共性」を、 24)に示されているように基本的には倫理的なものとして想定し

ている。 21)や 22)の後半では「倫理Jが否定的にも言及されているが、その場合は特定の、た

とえば国家主義的な倫理で、あって、それとは別のものとして明らかに倫理性に定位している。

しかしまた、経済的な利己主義に反定立的に利他主義が想定されているのであろうが、その意

味は必ずしも明らかでない。分節化されて十分考察されたものとはなっていないからである。

一般的にもそうであるが「公共性Jをめぐっても革新派は受動的であり、上に挙げたかぎりで

は、保守派の主張への批判に終始しているとも言いうる。国家の悪に定位して、保守派の論の

なかに好戦主義、国家主義を指摘して(両様の意味で「ナショナリズムjが指摘されてもいる)、

それに対して平和主義、世界主義を説くに留まっているとも言いうる。

換言するなら、革新派には原理論的考察が欠如しているのであるが、以下、我々として原理

論的次元で、「公共'1主Jの倫理的次元について考えてみたい。

我々は倫理の基本型として「利他主義Jを措定したい。それは、相手が自分の利を求めてい

るとして、自分としてその相手の利の実現を第ーとするものである。しかし我々は、そこで同

時にその相手の利の実現を自らの利とすることが有意化されているなら、本当には利他主義と

は言い難いと考えている。センが言う「共感」型倫理を利他主義からは排除すべきであると考

えている。そうでなければ、一つの転倒として「共感心あるいは利他的行為そのものにおける

13 ゴーシエについては、ゴーティエ(小林公訳)~合意による道徳』木鐸社、 1999. 拙稿としては、
「道徳と自己利害一ーなぜ道徳的で、あるべきか」に対するD・ゴーシエの回答一一J~滋賀大学教育

学部紀要人文科学・社会科学・教育科学』第 41号 1990参照。ゴーシエは、逆に、「人の力の同

等性Jを前提にして議論している。この前提のもとでは、「公平倫理Jを守ることが自己利益の最大

化に繋がるとされる。

14 平等の重視Jは、実は、そう容易に了解済みとできるもので、ない。そこにも様々な形態が考

えうるし、そのなかでいずれが「倫理的Jと呼ばれるに値するか、とし、う問題も成立しうる。これ

については、拙稿「いかなる倫理が「私Jを超えうるのか」で多少テーマ的に論じた。
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喜び(という自分の利)の実現が目的化しかねなし 1からである(厚生経済学の一部の論者など

によって前者は近似的だが「純粋な利他主義」、後者は「不純な利他主義」としてカテゴライズ

されている。因みに、我々は「共感Jそのものを否定しているのではない。それは「幸福Jの

大きな要素である。この点で、そのいわば基本の場である「家族Jは、『学ぶ人』所収の加茂直

樹論稿が説くように公共政策の重要な対象となる。「共感Jは私的事柄で、あって、それをもって

「公共Jを考えることに反対しているのである)。

広く、あらゆる欲求の充足を「利」と呼ぶことが可能である。しかし、自分が今たとえば「他

人に親切にしたしリという欲求をもっているとして、その実現への志向をもって利己主義だと

は通常は言わない。同様、相手のそうした種類の欲求を第一に見ることも利他主義とは通常の

語感では言い難い。可IjJは、基本としてはいわゆる経済的利益に限定して考えるべきである。

ここから見るなら、利他主義は利己主義の正確に逆にあたるものである。しかしながら経済的

利益に限定するとしても、さらに、皇公益利と考える種類のものを相手にも実現させようと考

えるなら(これも近似的だが「パターナリスティックな利他主義Jとしてカテゴライズされて

いる。但しこれは、上で述べた「パターナリズムJと必ずしも同意ではなし¥)、それも本当には

利他主義を逸脱すると我々は考える。倫理学フ。ロパーの用語で、言うなら利他主義は、その相互

性の形では一般的に「黄金律(goldenrule)Jによって定式化されうる(f人にしてもらいたい

と思うことは何でも、あなたがたも人にしなさしリ (W聖書』マタイ 7・12) r己所不欲、勿施於

人J(W論語』顔淵篇))が、それはさらにたとえばへアのように、「自分がしてもらいたいと思

う内容から独立に、相手がしてもらいたいと思っていることを(想像力を介して)確定し、自

分がしてもらいたいと思うことを相手に求めるのであれば、自分としても相手に、その想主主

してもらいたいと星ユことを行えJと再定式化されるのでなければならない(こうした基本型

は「真正の(genuine)利他主義Jとしてカテゴライズされてもいる)。

利他主義に定位するとして、その利他主義が分節化されるのでなければならないのである。

我々としては「真正の利他主義Jに定位すべきだと考えるのだが、革新派の発言 24)ではこの

点が暖昧である。経済主義は、それ自身としてはこの「真正の利他主義j をイ料、立五ものであ

る。それが利己主義三笠主(f)だ、と見られるのは、実は、利他主義として「真正j のものではな

く別の種類のもの(端的には非一経済主義として非一物質的なものを求めること(そのもの))が、

かつそれこそが利他主義だとして了解されているためであるというところもある。他の利他主

義との区別性において見るなら「真正の利他主義」は先の意味での(消費者主権的、個人主義

的)自由主義を原理とするものである。換言するなら、経済主義=利己主義という了解は、そ

の真意において実は反一自由主義を立場とすることに起因するのである。

しかしながら、真の問題点は、利他主義の動機の困難性である。歴史的に見るなら「公共性J

は、政治的公共性から、この倫理性によって補完された経済的公共性(f商業的公共性J15) へ

15 W学ぶ人』所収の宗像憲論稿は、モンテスキューのイギリス論のなかに、その限界性と共にこ

の種の公共性を確認するものでもある。
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と展開したと言うことができる。しかし多くの思想家がこの倫理性の現実性=動機性をめぐっ

て苦闘している。ヒューム、あるいはアダム・スミスも含めて一般にイギリス経験論では、「利

他主義Jに定位しつつも、「真正の利他主義Jからは逸脱するかたちで動機が考えられていると

も言いうる。またカントは、「他人の幸福を促進せよという法則」とも語っていて、「真正の利

他主義」を説いているとも解せる。しかし、その際、他人の幸福そのものではなく、「法則の普

遍性とし 1う形式Jが意志の規定根拠となるのでなければならないとしつつ、そこで「法則への

尊敬」を語っている。ここから見るなら、カントはそもそも「利他主義Jでない可能性も在る。

あるいは、「尊敬」も必ずしも通常の意味での動機ではなく、カントにはこうした動機論的発想

を拒否するところが在るとも言いうる。*

ここは「倫理学Jの展開に期すべきであろうが、倫理的公共性の議論は、そもそも倫理性と

は何であるかの解明がなおなされるのでなければならないであろう。拙稿「いかなる倫理が

「私Jを超えうるのか」は、本節部分を拡大・補完するかたちで、この課題に対して現時点で

の私見を提示したものである。「利他主義Jの諸種は主として「経済学Jで用いられているもの

であって、本稿と同様そこでも、(方法的に)いわゆる「盗査的利益jを軸にして立論している

が、拙稿 rrエゴイズムJ.!:は何で、あって、その何が問題なのか」では、そもそもの「経済的J

の意味の反省を踏まえて、それの自分における実現だけを目指すものが「利己主義」であると

ころの「利益」を、もう少し厳密に規定した。

* 論点3カントに即して「動機Jの問題を問う 「通常の意味での動機jであるなら、「尊

敬」、あるいは、それを含めてなんらかのものが先行して在って、それが道徳的行為(道徳的法

則の遵守)を引き起こすのでなければならないが、しかし、たとえば『実践理性批判』では一

一「道徳的法則に対する尊敬〔の感情〕こそ唯一の、またそれと同時に疑いをさしはさむ余地

のない道徳的動機であるJ(164)とされつつも一一次のように説かれている。「実践的あるいは

道徳的感情などと名づけられるような特殊な感情が道徳的法則に先立ってこの法則の根底をな

すというような想定をいささかも必要としない。J(157) しかし他方、「道徳的法則は、かかる

行為の主観的な規定根拠、すなわち〔行為の〕動機でもある。J(159)とも語られている。

よく知られているように、カントは行為の規定因として「傾向十白と「関心Jの区別をして

いる。 前者が「感'~J の事柄であるとして、後者は「理性J の事柄である。 ここでは大雑把な

方向しか記しえぬが、我々としては、たとえばA ・センの「コミットメントJ概念とも関連さ

せながら、この「関心Jというものに即して、それが「感准」から完全に純化していわば「純

粋理性Jの事柄として成立しうるか、と考えていってみたい。ここから見るなら、「人間の二重

性Jの規定のもとで、主主主主人間が道徳的行為をすることができるとしたら、ということで

感情的動機をも考えたのかもしれぬ、と言いうる。また、上の「道徳的法則が……動機でもあ

るJというのは、純粋な「関心Jが行為を引き起こす(=行為の動機である)ということであ
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って、問題は、こうした「関心Jが(人間において)成立しうるのか、ということでもある。

考察の中味としては、「関心」に何か別のものが混入して「不純な関心j となっている場合を

分別するということが在る。この課題作業については、主として「厚生経済学J(あるいは、特

に、その一部としての「環境経済学J)でなされている「利他主義Jの類型化の試みとの連動が

生産的であると考えている。本節の本文でもこの類型化を用いたが、拙稿「環境問題解決にお

ける「経済J.!:: r倫理j 一環境の倫理学として問うー J16では、いわゆる環境倫理のコン

テクストにおいていま少しテーマ的にこれに言及した。

「純粋理a性J(の r(純粋)関心J)が行為の規定因でありうるということは、換言すれば「純

粋理性が実践的であるJということである。そのように換言する場合、ヒュームの、「欲求一信

念J理論とも呼ばれるいわゆる「内在主義Jに対する「外在主義」としてカントを位置づける

ことにもなる。我々は、それとして独自にも研究蓄積の在る「内在主義対外在主義」論争を

検討することも重要である、と考えている。

四 homo politicus (政治人)の「公共性J

佐伯が言うように (17))、市場はいわば自律的には維持されないので、あって、それを支える

「公共精神Jを必要とするのかもしれない。我々は上で、「真正の利他主義」を有意化して「倫

理的公共a性Jの次元を確認したが、これがその「支えJとされる可能性も在る。しかし、佐伯

はこれとは別のものの必要を語っている (cf.13))。すなわち「政治J(国家)である。

通常はここで「政治J(国家)として、経済政策(財政・金融政策、また独禁政策等)や福祉

政策が公共政策として説かれる。しかし問題は、そうした「政策」は、その担い手=政治人に

おいて何が動機となって現実化するのかということである。革新派はたとえばレーニン主義的

国家観のもとに一面では、いわば経済の延長体として、階級的経済不rj益追求の装置として国家

を把握する。これを一般化して各個別経済利益追求のいわば場として政治が在るとするなら、

現在の政治には確かにそうしづ側面が在る。「政官財の癒着Jr産軍複合体」といったことが想

起される。これは、たとえばT・J・ローワィが「利益集団的自由主義Jとして確認している

ところである。これであれば政治の動機は経済的利益心として自明であるが、原理的には政治

はこうしたものに尽きない。だが問題は、その場合の動機である。

政治は原理的には、経済的利益について、個別利益ではなく「国民(全体)の利益」を追求

するものとして、まさしく公共態であると通常も了解されている。上に見た保守派の「共和主

義J(5) 6) 15))では「国家のための死Jが説かれているが、それが国民の(対外的場面におけ

る)経済的利益のためであるという了解からそれも含めるとして、「共和主義」とは一般に、国

16 一)は『滋賀大学教育学部紀要 II:人文科学・社会科学』第 52号 2∞3、(二・完)は問、

第 53号 2004所収。
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民の利益のために政治において働くことを価値とするものである。ただ、この価値が(国民の

利益という目的に対する)手段的価値である場合と、それ自身一一人間の本性の実現として一

一目的である場合との区別が可能である。ロールズの用法で言うなら「古典的共和主義Jと「公

民的(civic)ヒューマニズムJとである (W学ぶ人』所収の演岡剛論稿では、アリストテレスに

即して後者の古典的原型が描出されている17)0 r利益集団的自由主義Jを回避するのであれば

「共和主義J的要素が不可欠であるとも言いうるが、ロールズfからするなら自由主義と両立可

能なのは前者のみである。だが、古典的共和主義は動機の点で問題を含む。共和主義は一般に

政治人の(国民の利益を追求するそれ自身はいわば無私の「徳Jに対する)r名誉Jを動機とし

ても挙げるものであるが、政治的行為に手段的価値しかないのであれば果たして「名誉」心は

可能であろうか。*

また、行為としては同じく無私であるとしても、「名誉J心は明らかに自己を有意化する。さ

らには、(全員が等しく名誉をもっというのはいわば自己矛盾であって)自己を他人から差別化

する側面を本質的にもつ。ここに、自己を有意化しない倫理的利他主義との決定的相違が在る。

保守派が説くように (5))最高の名誉は戦死に在るとも言いうるが、そうした含意をもっ場合、

名誉心は、日常の安楽性を嫌悪して「崇高J(6))な行為を自己目的的に求めるだけのものであ

りかねない。「政治Jの本質として「娯楽Jを退けて「真剣Jを説く C・シュミットはその典型

例であるともみなしうる。(端的には、たとえばシュミット解釈としてL・シュトラワスがこう

纏めている。「世界観、文化等々が、かならずしも娯楽である必要はないとしても、それらは娯

楽となり之盃のである。これに対して、政治と国家を「娯楽Jと一息で呼ぶことは不可能であ

る。世界が娯楽の世界とならないための唯一の盤証は、政治と国家である。それゆえ、政治的

なものに敵対する者の望みは、最終的には、娯楽の世界の、すなわち楽しい世界の、真剣さな

き世界の構築である。J18) しかしその場合、先とはまた別の意味であるが「政治j は一つの場

であることになる。たとえば「政治的行動主義」としてカテゴライズできる19が、それは政治

を場とした一種の私性の追求であり、むしろ公共性を解体してしまうものであるへ小林の発

17 ドイツ語圏では「共同体主義」が「新アリストテレス主義Jと表現される場合も在るが、私見
ではアリストテレスは「共同体主義者Jではなく、それとの区別においてこの「共和主義者Jとし

て規定すべきである。(このことは両概念の区別を前提とするが、これについては論点6参照。)さ

らに言うなら、そもそも「共同体主義」は、一つの反 ・近代主義として近代という時代に固有の「主

義」であるのではなかろうか、とも考えている。このことは、一一一これは『学ぶ人』所収論稿の筆
者の藤野寛がそこではimplicitに(cf.77)、安彦/佐藤編『風景の哲学』所収リッター論稿「風景」

の訳者解説稿で、はテーマ的に確認、しているところであるが一一そもそも「文化主義J(あるいは、そ
れと平行的なそもそもの「文化J概念の出現)が近代固有のもので、あって、「共同体主義Jはそれを

本質として含むものでもあるからである。

18 シュトラウス(添谷/谷/飯島訳)r付 カール・シュミット『政治的なものの概念』への湖平J

『ホップズの政治学』みすず書房 1990p.231. 
19 旧稿であるが拙稿「ラク一一ラバルトのハイデガー論JW滋賀大学教育学部紀要人文科学 ・社

会科学・教育科学』第43号 1996では、ナチズムにそうした側面を確認した。また、「政治の悪魔

性に魅了されたJと語るパタイユもその一変種であるかもしれない。

20 この事態を一般化して、「書評 :W公共哲学とは何か』ちくま新書 初版:2004年 5月JW公共的

良識人』第 155号 2004では、「私的公j というカテゴリーを設定した。これは、「公」とし、う場に
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言にはこの危険性が強く感じられる。

しかしながら、(私的利害性として)r私性」の否定を言うだけでは、「政治Jを「倫理Jを基

準として考えることになる、とも言いうる。「倫理Jの場合は、必須条件として、「私」を目的

としないということが在る。(であるから、「経済の倫理J一一それはいわばレヴェル的には「公

平倫理Jであるが一一の場合も、「倫理性」としては「公平Jであることそのものが目的となっ

ている、と先に述べた。)しかし、一一一「倫理Jの側面からは、「倫理性Jと「経済性Jとは、

「利他Jか「公平Jかとし、う区別はあるが、一種連続したものであるが一一「政治」の場合は、

一一そもそも、この連続の線上にはもはや別個の位置を占めえないので、もあって一一別のファ

クターが在ると考える。だが、それは何か。何が在るから、そもそも「政治Jは「政治j であ

るのか。極論するなら、これをめぐって「政治哲学Jが様々な回答を出してきたのだとも言い

うる。よく語られるところでは、「権力J性が「政治J固有の要素である。我々もこの観点を用

いてきた。しかし、いま問題にしているのは「政治的公共性」の固有性である。「政治性Jが(さ

らに) r公共的Jであるのは何をもってかが問題である。まさか、「権力」性の程度によって、

「政治性Jの「公共性」の程度の指標左するとし、ったことはできない。右に小林のうちに確認

した発想も、好意的に見るなら、一種この難題に、私的領域ではなく公的領域において、一一

目的は私的であるとしてもーーそのいわば公共空間に在ることに人としての最大の価値を置き、

その空間において(まさに公共空間におけるものとして人々の眼の前で)活動することを説く

ものであるのかもしれなし仰。

おいてなんらかの「私Jを目的としているという事態を意味するものである。そこでは、「公共性J
に関する「活私開公J路線の批判として、この語を用いたが、これを含んで(なんらかの「私」が

そのまま「公」につながるとする) r内発路線」全般の考察が別途必要であると考えている。

21 こうした抽象性のレヴェルで見るなら、実はアーレントの「政治」規定も同様である。ここで、

論点 1の議論を引き継ぐなら、アーレントの「政治」においてはまさしく「目的的公共性」が成立

しているとも言いうる。(右の小林の場合についても同様である。そこで「私的目的」が追求されて

いるとしても、その活動の空間そのものは、何か別のもののための手段ではない。別言するなら、

その「私的目的」は「公共空間」を前提にして初めて成立するものである。)しかし、その「目的的

公共性Jは、いわば活動撞盛白なものである。それによって初めて一つの活動性がそもそも成立し

うるものである。これに対して、先に見た「倫理jは、「経済Jを前提にして一一これは、そもそも

の人間の生存に関わるものとして人間の基底的な活動性である一一言うが、それを一つの(たとえ

ば「平等」という)在りうべきかたちへと鐘劃するものである。たしかに、個々の「倫理的」行為

は自己利益という私的目的を果たすためのもの(手段)ではない。その意味で目的的に遂行される

べきものである。しかしその場合であっても、社会を総体として見た場合、一つの手段としていわ

ば機能的に「経済」を統制するためのものである。(ちなみに別稿「論点のさらなる整理のためにj

では、いわば「補正的J倫理観に対して「善き世界を構成する原理Jとしての「倫理Jを対置した

が、そこで言う「構成的Jは別レヴェルである。厳密に確認いただきたいが、その場合の「構成的J

はあくまで「善き世界を構成する」であって、「世界を構成するJではない。換言するなら、「世界J

を「善き世界」へと統制する(ための)r倫理」である。しかるにアーレントでは「公共+出は、そ

れ自身「世界J(の或る領域)を構成するものなのである。)

アリストテレスの、 r(単に)生きるJのではなく「よく生きるJための活動性としての「政治J

の発想は、一つの構成的なものとも言いうる。上記演岡論稿に即して確認するが、たしかにポリス

は「人びとが生きるために生じたのであるが、彼らがよく生きるために柄主するものであ[るJJ(21ω 

とされる。そして、「ポリスというものは、人びとが住む場所を共にしつつ、たがし、に対する不正を

禁じ、ものの交換を行なうことを目標とするような共同体ではない。J包18)r各人が善美に生きる
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しかしながら、「公共的Jであるためには、「政治Jにおいても人はやはり目的として“人々

のため"とし 1う要素を含んでいなければならない、と我々は考える。では、それは何か。単に

そうした“人々のため"という「目的J一般であるなら、「倫理性Jとの区別が成立しない。我々

はここで、政治家の倫理としてーーしたがって、我々からするなら、これは広義主主2倫理であ

るが一一「責任倫理Jを説く(場合の)ウェーパーに着目してみたい。すなわち、「倫理に定位

したすべての行為は、二つの相互に根本的に異なった…・・・格律の下に立ちうる。つまり「心情

倫理に」定位することも、あるいは「責任倫理にJ定位することもできる。…一人が心情倫理

的格律の下で行為する一一宗教的に言うなら「キリスト教徒は正しいことをなして、結果は神

に委ねる」一ーか、行為の(予見可能な)結果に責任を負わねばならぬとしづ責任倫理的格律

の下で行為するかは、底知れぬ対立である。J (W職業としての政治~)と説く場合のワェーパー

である。

ここでウェーパーは、(狭義での)倫理説として「義務論Jを退けて「帰結主義」を採ってし 1

るのではない。アンスコムのターム(cf.G. E. M. Anscombe， "Modern Moarl Phi1osophyぺin:Phi1o-

sophy， Vol.XXXIII，NO. 124， 1958)を一一ほとんどタームだけ一一「援用して敷桁したいが、ここで

「行為の(予見可能な)結果Jと語られているのは、まさに「予見される (forseen)帰結Jであ

る。これに対して(狭義での)r倫理Jが一一それが「帰結主義Jであっても一一宥意化するの

ことを分かち合うかぎり、共通に利益となるものが人々を集める。」包1ωとされる。いわば「経済」

の統制態として r(単に)生きる」ために「ポリスJが在るのではなく(あるいは、そのためだけに

在るのではなく)、「よく生きる」ために(も)在るのである。人聞が「よく生きるJ 善美」に

生きるために、ポリスは不可欠の前提なのである。演岡はこのことを、「ひとりひとりが「善美に生

きることJを可能にする条件としてポリスはある」包1ωと纏めている。論点4との関連で言うなら、

ロールズもあるいは、そうしたものとしてアリストテレスのうちに「公民的ヒューマニズムJを見

ているのかもしれない。(なお、ここで言う「構成的(constitutive)J r統制的仕'egulative)Jはサール

が u規則Jに関して)言う意味のものである。)

しかしながら、アリストテレスには微妙なところが在る。そもそも「善美Jとは何か。それを「正

義J(正しくあること)と等置するなら、そもそもアリストテレスにとっても「正義」は「経済Jの

統制態で、あって、その意味では「ポリス」もそれ自身、「経済Jを統制するための活動態であること

になる。しかし他方、その活動態はそのまま「倫理Jであるのではなく、「善悪や正不正を知りうる

のは、まさにポリスという共同体においてであるJとしづ演岡の理解(219)にも即して厳密に言うな

ら、そうした (r経済」の統制態としての) r倫理Jをさらに「可能にする条件」として「ポリス」

(という活動態)が在ると言いうる。しかしまた、再び「善美」を「正義Jとして了解するなら、

上のアーレントとは違いが在る。アーレントにとっては「政治」は領域としてまったく別個のもの

である。「政治」における活動性は、およそ「経済Jとは無関係のもの一一それを彼女は彼女の意味

での「活動Jと呼ぶーーである。対してアリストテレスの場合は、「政治」の活動性は、「経済」を

統制する「倫理」の一つの「条件」である。我々としてここでは(仮の了解として)、アリストテレ

スにとって、「倫理Jはいわば自立的には存在しえないので、あって、「ポリスJという「政治」体に

おける(rポリスJのためのという)自己目的的活動性よムエ初めて「倫理Jが成立する、とでも了

解しておきたい。(それとも、「善美Jは「正義」の範囲を越えるので、あって、その越える部分を「可

能にする条件」として「政治」が在るのであろうか。その「越える部分Jが私的な事柄であるかぎ

り一一これとは別であ(りう)る「愛」については後に議論する一一、ここにも一種の「私的公」

が成立することになる。これゆえに(も)、たとえばR・ノーマンによってアリストテレスに「道徳

的利己主義者」としづ性格づけがなされているのかもしれなし、(塚崎智也他訳『道徳の哲学者たち第

二版』昭和堂参照)0 ) 
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は、「意図されるCintended)帰結Jである。「倫理Jの場合は、「帰結主義Jで、あっても、そのよ

き帰結を、「功利主義Jの場合は「なるべく多くの者にとってのよき帰結Jを、意図していなけ

ればならない。しかしそれは、必ずしも、「予見される帰結Jをすべて引き受けて、その「帰結」

の「善」の観点からの判定に服す一一アンスコム自身は、そういうことになると述べているが

ーーものではない。また、「帰結Jは一一これは批判的にアンスコム自身がそう述べているが一

一事後的に確定する「茎墜0)(actual)帰結j でもない。(彼女によるなら、「帰結主義」が行為

の正の判定基準にしているのは、「実際の帰結Jとは区別される「予期される (expected)帰結J

(その実現が「意図」される)である。ここから彼女は、「帰結主義Jでは、この「予期される

帰結J(= r予見される帰結J)が、総計として「善Jであるかどうかで行為の正・不正が判定

されるに留まって、実際の(総計的)帰結が「悪jである場合、その行為を「不正(町ong)Jと

して判定できる余地をもたなくなる、と批判する。22) これに対して「政治Jでは、よく「結

果責任jということが語られる。その場合「結果Jは、むしろ事後的な結果そのものであって、

そこでは「意図がよかったから」というのは言い訳にならない。だが他方、「政治」も、そのよ

し・悪しをすべて“事後"(r歴史J)の判定に委ねるというのであっては、「政治Jを担う人間

の一一「政治性Jとしての一一一よし・悪しを語れない。我々はここで、たとえば或る政策を決

定するとして、それは当然、一定のよき成果を「意図」するものとしてであるが、同時に、人々

にとっての「善Jの観点から、「予見されるJ諸帰布ト一一そこには自ずと限界があって、それに

対しては決断をもって対処し、いったん決断したからにはいかなる(r予見」を越えた)帰結で

あっても自らの「責任Jとして引き受ける覚悟をもちつつ-ーを、まさしく「予見可能なJか

ぎり、なんらかの世間的「倫理Jと折り合いのつく或る範囲内に留めてしまうことを越えて最

大限に考慮する、ということが「政治的公共性Jを構成するのだと考えたい。 23

その場合、その(r予見」できる範囲内での)善き帰結の実現が「規則J道守(つまり、「義

務論Jが言う場合の「義務J)と矛盾するときは、きっぱりと前者を採るのでなければならない。

また、「帰結Jが、世間が(多く義務論的発想との混在のもとで)短視的に考えるところと異な

22 我々からするなら、アンスコムはここで一つの間違いを犯している。(倫理的) r帰結主義Jか

らする行為の正・不正の判定のポイントは、行為の規則適合性ではなく、あくまで行為の帰結であ

る。しかし、その「帰結」は「予期される帰結Jで、あって、「実際の帰結Jではない。「実際の帰結」

が「予期される帰結Jと相異することも在るが、その場合行為は、いわば倫理的に「不正」で、あっ

たのではなく、認識的に(見通しの)r誤り」だ、ったのである。次の文章で言う「政治J(倫理、し

たがって狭義と区別される広義での倫理)の場合、いわば判定を事後にのみ可能にするとして、「実

際の帰結」を倫理的に判定しようとする、とも言いうる(こういうものを、アンスコムの批判をも

越えて、「ウルトラ帰結主義Jとでも呼べょうか)。

23 ターム自身アンスコムが導入したものではあるが、「帰結主義Jは今日、彼女のこの命名のコン

テクストを越えて用いられており、我々のように了解する(了解し直す)ことも不当ではない。ち

なみにアンスコムは、彼女が「現代の道徳哲学Jとして批判する「帰結主義」の起点をシジウイツ

クに置き、「帰結主義」を rl日式の(old-fashioneQ)功利主義」から区別しているが、我々としては、

「帰結主義」をもこの rl日式の功利主義Jの延長上に位置づけつつ、そこから、「意図」に関する独

自の分析に基づいて行為の正を考えるアンスコムの(現代の(マクダウエル的)道徳的実在論にも

繋がる)主張を、逆に批判できる、と考えている。しかし、これについては別稿を期すしかない。
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る場合についても、その実現の志向一一ポピュリズム、大衆民主主義といったものは、これに

定位するものであろうーーを拒否するのでなければならない。ワェーパーが同時に、「善からは

善のみが、悪からは悪のみが帰結しうるということは真実ではなく、むしろ、しばしばその反

対のことが真である。」と説くのも、この“矛盾"“世間知とのズレ"の存在を直視するゆえで

あろう。そして「権力性j ということも、(単なる「権力欲Jとは区別してその「よき場合Jを

想定するなら、)まさしく「善き帰結J(第二の「善第一の「善Jから見た場合の「悪J)に

定位して単なる「義務J遵守・短視的帰結志向(第一の「善第二の「善」から見た場合の

「悪J) を力をもって退けるところに出てくるものであろう。

我々は、よ主主主「善き帰結Jへの定位をもって、他の「公共性Jから「政治的公共性Jを

区別できるとも考える。しかし、人聞がそれを担うことは困難である。そこに、 一種“報酬"

として「名誉Jが伴うのでなければ、そもそも「政治的に公共的Jであることはできない、と

も言いうる。しかし「名誉Jは、(多くの「公民Jのもとして)民主制の原理であることは原理

的には不可能でもある。では、民主制のもとでは、動機として何が「政治的公共'性Jを担いう

るのか。

動機としては「共同体主義」は、より容易に政治的公共性に現実性を提供しうると見ること

も可能である。共同体主義は、あくまで共通の価値に即してであるが、その価値実現への欲求

を想定する(西部参照)一一イ左伯 18)19)では、これはさらに「アイデンティテイJ確認への欲

求に還元される一ーが、この価値実現の行為として政治を語りうるからである。またこれは、

革新派からも、たとえばC ・ムフに明らかなように被差別集団の対抗的政治行為の動機として

語りうるところである。

しかしながら、共同体主義に定位する政治的公共性には重大な問題も含まれている。分析し

てみるなら共同体主義は、単に1)共有の善(価値)を追求するだけでなく一一これだけである

なら、たとえば「市場Jとし、う公共財、あるいは一般に、典型的には「環境」を含めて公共財

一般の確保の追求として、自由主義からも求められるところである一一、 2)共通に、かっ 3)各

個別的に共通にということではなく一つの共同事業として、 4)それ、あるいはそれを志向する

ことに目的性を与えて、価値を求めるものである。この 3)4)からは、集団主義(集合性そのも

のに価値を置くこと)が帰結しうる。特殊日本については、共同体主義を説く A ・エチオーニ

ですら、集団主義が強すぎると見ており、この問題性は深刻に意識しておく必要が在る。一部

の保守派には、あるいは一部の革新派においても、集合性こそが公共性だと説かれているとこ

ろも在る。実のところ、日本では保守・革新は表面的対立で、あって、この集団主義が主流であ

るとさえ言いうる。また、一元的価値支配下であるなら別であろうが価値多元の現状からは、

4)は(別の価値観をもっ者に対して)権力'1生をもつことにもなりうる。その場合は、明らかに

自由主義と対立する。価値多元に定位してこのように自由主義を採用することは、換言するな

ら、異なった価値に対して寛容であることである。しかしそれは、そう簡単なことでない。『学

ぶ人』所収の谷本光男論稿はこの間題意識のもとに、単なるスローガン性を越えてまさしく「寛
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容Jの可能性を論究するものである。**

共同体主義が共通価値として考えるのは、その多くにおいて「文化Jである。しかし「文化J

は多義的語葉である。コンテクストによっては、(r文化財Jとしづ言葉も在るが)一定の財そ

のものでなく、それを含んで世界・現実・生活に対する自己了解的な価値的意識としりた意味

で了解するのが妥当である。特に政治が関わる場面では、文化は、アイデンティティ確認のい

わば媒体として、自分が属する世界等を価値的に有意化する側面をもっ。これは語意をかなり

限定するものであろうが、「文化主義」と言うときの「文化」はほぼこれに重なる。 24 (それは、

モノと同列に「文化Jを一つの財として、その享受(そのもの)に価値を置くという在り方と

は異なる。後者であれば、経済主義一一経済主義と言ってもたとえば拝金主義であるわけでな

く、経済的繁栄をこの文化享受の物質的条件として求めるものでもありうる一ーと両立可能で

ある250 ) そして、共同体主義が価値とする「文化Jは間違いなくこれである。共同体主義は文

化主義という'性格をもつことになる。実際、保守派はこの文化主義として、公共性の内実とし

て共通の文化意識を置く (16)参照)。そしてその核心は、自らの世界等を「歴史」として意識

し、その歴史を共有することである (9) 11) 19)参照)260

であるから「歴史家論争」の延長として議論されることにもなるのだが、(西) ドイツでは、

ハーパマスが語る「憲法愛国主義Jをめぐって政治の文化'性が最大論点となっている。ハーパ

マスが(一種)共和主義的に、かっドイツ文化を特権化したナチズムへの批判として、(一般的)

文化から可能なかぎり切り離して、(r監益文化Jとして)憲法体制そのものにアイデンティテ

ィを置く在り方を主張したのに対して27、保守派は、文化抜きの国民的アイデンティティは不

24 文化人類学Jでは、西欧の「ナイフ・フォークJ(使用)に対して、東アジアの「箸J(使用)

をその「文化Jとして語る。ここで言う「文化」はこれとは別である。また、「物質的なものJに対

する「精神的なもの」を意味する場合の「文化Jとも別である。たとえば「文化勲章Jr文化国家」

「文化の薫りJなどと言うときの「文化」がこれに近いものである。

25 我々は他所 (W倫理学年報』第49集所収「シンポジウム報告J)で、「文化」に対するこの立場

を、「反・文化主義Jで、はあっても「反文化・主義Jではないとして説明した。

26 我々の研究は応用篇として「公民教育論J研究を含んでいたが、そこから言って、この故に(日

本の現行の)r社会科Jは大きな比重において「歴史Jを含むのであり、したがって我々の論稿「空

転する「公民教育」一一社会科教育・道徳=倫理教育・歴史教育に即して一一」は、サブ・タイト

ルに明示されているように「歴史教育」をも対象としたのである。(この論稿は、現在市販中の越智

貢編『岩波応用倫理学講義 6 教育~ 2005に所収されているものであるので、本報告書に収める
ことを控えた。)

27 この基本主張から見るなら、その後 (W他者の受容~)における次の発言は、そのものとしては
ミスリーディングである。「この[憲法]パトリオテイズムは、普遍主義的内容を持っと認、められる

憲法原則を、そのつど、国民<nationaD固有の歴史と伝統というコンテクストから解釈することに支え

られている。市民の動機や信念に根ざすが法的には強制しえない憲法へのこうした忠誠を期待でき

るのは、市民たちがその民主的立憲政治を自分たちの歴史的文脈における盛塁として理解しうる場

合に限られる。J(32旺)ここには、ロールズ、の一一殺の場合は明らさまに「国民固有の歴史と伝統J

を語っていないが一一「重なり合うコンセンサスJ論と形式上の同構造性が在るとも言いうる。な

ぜなら、この場合の「コンセンサス」とは、非ー政治的な価値観同志の「コンセンサスJで、あって、

それは換言すれば「文化J(としての「歴史Jr伝統J)であるからである。しかしながら、これはあ

くまで、この件を切り出してそれだけで読むかぎりである。前後を見るなら、ここで言われる「歴

史・伝統」はあくまで一一「文化J一般から区別された一一「監遺文化Jのそれで、あることが了解
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可能であると説いた。政治的公共性をめぐってはおそらく、この文化の位置づけが最大の論点

となるであろう(たとえばルソーの「市民宗教J論を想起して欲しいが、宗教がこの文化の中

核をなすこともありうる)。ここから、公共性には「国民文化Jが必要なのか、文化は私的享受

の対象で、あって、それを共通化しようとするなら特定の文化趣味の強制となるだけなのか、と

いう論点が成立する。

西部の発言 10)は一部誤りであって、長期的視点を取るかぎりでは「私的欲望Jの方が(目

的合理的に)r論理的Jで、あって、この文化を求めるものとしては「公的欲望」の方が「感情的J

である。倫理の不十分性を補完するものとして政治では「サンクションJの必要が説かれるが、

一般的にも、このサンクション回避という合理性(論理性)で政治は自己完結するカトーこれ

は一般化するなら「法Jシステムとして自己完結するかということである一一、あるいは感情

的な要素を不可避とするのか、というかたちで論点設定されている。自由主義からは、問題性

をもっとして共和主義を拒否するならこの政治的合理性の完結性の証示が最大の課題となる。

それが不可能なら、共同体主義を採るべきだということにもなりうる。この点で、「契約論的国

家観Jか「歴史的国家観」かとしづ佐伯の論点(cf.19))一一これは公共性を支える「公民Jの

教育についても最大論点とされるべきところである。 28一一は、我々からしても最重要の論点

であると言いうる。***

* 論点4 ロールズに即して「共和主義jを問う 「古典的共和主義Jr公民的ヒューマニズ、

ム」の相異についてロールズは次のように語っている。(以下、引用はすべて『公正としての正

義再説』から。必要上、各引用にアルファベット符号を付す。)

a.公正としての正義は、古典的共和主義とはまったく矛盾しないが、公民的ヒューマニズム

は退ける。公民的ヒューマニズムは、その5齢、意味では、(定義上)アリストテレス主義の一

形態である。すなわち、その考えでは われわれは社会的存在で、あって、政治的存在ですら

あり、その本質的特性が最も完全に達成されるのは、政治生活への広範で積極的な参加の存

される。これに対して、相互の「コンセンサス」として「政治」を支えるロールズの場合の価値観
は、明らかに「文化一般」のものである。しかし重要なのは、さらにロールズ的読解を越えて、こ

の件がそれだけでは(まさしく「歴史Jr伝統Jを説く) r共同体主義」的含意で了解されてしまう
ということである。本書においてもハーパマスは決して「共同体主義」となっていない。

28 上記拙稿「空転する「公民教育JJは、本研究の応用篇として、「公民J教育を問うたものであ

る。そしてその骨子の一つは、まさしく「契約論的国家観Jr歴史的国家観Jに対応するかたちで二

つの「公民教育J(ないしは「社会科教育J)思念が在ることの確認である。しかし、この論稿その
ものとしては、より重要な第二の骨子が在る。それは、一一ロールズのタームで言うなら一一「公

民J(r政治Jの構成者)を「共同体主義」的に r(国民)文化Jを体得したものとする実際には主流

の「社会科」思念一一それは、いわば「政治的リベラリズムJとして「文化Jから切り離して「公

民Jを措定する戦後・新「社会科J車合、と、(戦後)当初から髄師をもってし、たーーが、国民の問で

の「文化」のいわば非ー「包括」化、つまり「政治的リベラリズム」化の進展に従って、その現実と

の講離を次第に拡大していって現在「空転J状態に在る、ということの確認である。
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在する民主的社会においてである。こうした参加が推奨されるのは、たんに基本的諸自由の

保護にとって必要で、ありうるものとしてではなく、そうした参加がわれわれの(完全な)善

の格別のありかただからである。このため、公民的ヒューマニズ、ムは、包括的な哲学的教説

となり、そうである以上、正義の政治的構想としての公正としての正義とは両立しない。 (254)

b.たとえ政治的諸自由が他の基本的諸自由を保護し維持するために不可欠な制度的手段で

あるにすぎないとしても、政治的諸自由は依然として基本的なものに数えることができる。

・・・たいていの人にとって政治的諸自由は道具的なものにすぎないと主張しているのではな

し、。(254f.) 

c. (ここで定義したような)公民的ヒューマニズムを拒絶しても、政治生活に携わることを

通じて市民によって達成される善が人間生活の偉大な善の一つだということを否定すること

にはならない。だが、政治生活への参画を自分の完全な善の一部にする度合いは、われわれ

が個人として決めるべきものであり、また人によって異なるのが道理である。 (255)

d.他方、古典的共和主義とは、非政治的な生活の諸自由(近代人の自由)を含む民主的な諸

自由の安全は、立憲政体の維持にとって必要とされる政治的諸徳a性を備えた市民たちの積極

的な参加を必要とする、としづ見解である(第三三説)。その発想はこうである。すなわち、

政治的正義と公共善への関心によって相当程度動機づけられた活発で事情に通じた市民の総

体による民主政治への幅広い参加がもし存在しなければ、最善に設計された政治的諸制度で、

すら、ついには、他のほとんどすべてのことを度外視して、権力や軍事的栄光を渇望したり

狭隆な階級的利益や経済的利益を追い求めたりする人々の手に落ちてしまうだろう。自由で

平等な市民であり続けたければ、われわれは私的生活へ総退却するわけにはし、かないのであ

る。/そのように理解された古典的共和主義と、コンスタンやパーリンに代表されるリベラ

リズムとの聞には根本的な対立は柄主しない…・・・古典的共和主義は包括的教説を含まないの

だから、それはまた政治的リベラリズムと完全に両立ー・・・・する。(256f.) 

e. さらに、次のことをつけ加えておかなければならない。すなわち、公正としての正義は、

自分の善が重要な点で政治生活にあると考えたり、それどころか、自分の才能や目標からし

てそう考えるべき人がいること、従って、彼らにとっては政治生活が完全な善の中心部分で

あること、これを(コンスタンやパーリンが否定しないのと同じように)否定するものでは

ない。このような人々がいることは社会の善に資するのであり、それは、人々が相異なり補

い合う才能を発展させ、相互の利益となる協働の企てに携わることが社会全体の利益になる

のと同様である。分業の観念は(正しく理解されたなら)他のところでと同様にここでもあ

てはまる。(257)
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ここで「政治J形態の三つの場合が区別されていると言いうる。すなわち、1.政治を「手段」

として、かっ、政治への参加を単に「道具的J(b. )とする場合にれを「暫定協定(modusvi vendi) J 

主義と呼んでおく) 2.政治を同様「手段Jとするが、単に「道具的Jにではなく「積極的J(d.) 

に参加する場合(r古典的共和主義J) 3.同様「積極的」に(a.)参加するが、さらに、その「政

治参加Jを「われわれの善の格別のありかたJ(b.)、いわば人間本性の実現とする場合(r公民

的ヒューマニズムJ)である。

通常の用語法では「共和主義j は3.をも含むが、ロールズはそれを「政治的リベラリズム」

と「両立Jしないものとして拒否する (a.)。と同時に、「政治的リベラリズムJと「両立J可能

ではあるが1.をも拒否する (d.)。結局 2.がロールズの説くところである。そうであるとして問

題は、 2.の可能性である。

ロールズは他方で¥「政治的リベラリズムJと区別して「包括的リベラリズム」概念を措定し、

それを、 r(政治)教育Jに即しては、「自律の価値や個性の価値を酒養することをもくろむ」も

のとして拒否している (270ff.)。これは、政治は「包括的教説J二盤に対して「中立的」であ

るべきだとしづ文脈で語られているが一一ちなみに、「中立Jでない場合、特定の有意化された

「教説Jが政治性をももつことになり、その「政治Jをも含むとしづ意味で「包括的Jとなる。

「包括性Jは多義的であるが(cf.339)、それとの関係で、ローノレズは厳密にこの事態を「体系的J

「完全にJ包括的とも呼んでいる一一、しかし、右の「自律Jについては、当の「中立性Jの

政治そのものに「自律Jが在るということもできる。 c.ラーモアは「政治的中立性Jに関す

る「暫定協定主義(m.v. view) Jと「表現主義(expressivist view) Jとを区別し、カントを後者

の典型と位置づけているが、ロールズもこれを説いているのではなかろうか。「中立性」は特定

の「善J(構想、)を有意化せず、「正j として、その各自的存立の条件の整備にのみ関わると言

うこともでき、ここから「善に対する正の優先'出も語られてくるのだが、ロールズは実際、

「正義論は合理的選択理論に属すると述べたJW正義論』の記述を一ーし、わば「仮言命法」レヴ

ェルに定位するとして一一「誤りJだったとする注記(372)と共に、「公正としての正義は、こ

うした特徴[正の優先性]をもっ点でカントの[定言命法の]見解に類似しているJ(145)とも

説いている。そして「定言命法Jとは、まさしく「目的Jとして道徳的行為を命ずるものであ

る。すなわちローノレズにおいて、「正義(であること)Jが、そしてそういうものとして「政治J

性が、(なお、)それ自身「目的jとなっているのでもなかろうか、ということであるのである。

こうした可能性は、引用文 a.からは拒否される。そこでは明らかに、政治性を(目的として)

「格別」化することが「包括的な教説Jだとして否定されているからである。しかし、右の段

落で問題とした「包括'性Jは実はこれとは別である。他所ではたとえばこう語られている。

f.こう問うてみよう。実際、政治的構想への忠誠は、それが包括的見解から引き出されるこ

とにどれほどまでに依存するのだろうか、と。ここで、次の三つの可能性を考えよう。(a)

政治的構想、が包括的教説から導出される。(b)政治的構想がその教説から導出されるわけでは
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ないが、これと両立する。そして最後に、 (c)政治的構想、が包括的教説と両立しない。 (340)

ここでの「政治構想jは、先に我々が取り出した「政治形態の三つの場合」に対応させうる。

(a)は 3.に、 (b)は 2.に、そして(c)は1.にである。(この第三の対応付けについては、若干の

説明が要るであろう。1.は「暫定協定主義」のことであったが、そこでも、相互に異なった各

個別「教説Jをもった市民達が一つの「政治的構想Jを共有している。そうい意味では「両立J

が在るのであるが、しかしそれは、各個別「教説Jの「包括性Jを放棄しつつ、「教説」とは独

立なものとして「政治的構想」を了解することによってである。この意味では、「教説Jはいわ

ば当初の「包括的教説」としては「政治的構想」と「両立し(てし、)ない」のである。)ここか

ら言うならロールズが主張する「政治構想Jは(b)であることになる。しかし、そのいわば指示

(対象)は同じであっても、そこで指示が行なわれる方向の点では(b)は 2.とは異なる。そし

て、ロールズが「重なり合うコンセンサス」によって「支えられる」ものとしてその「政治構

想Jを主張する場合、その方向はむしろ (b)である。

そうであるとして、その場合の「包括性Jは、一一「政治構想Jそのものの質ではなく一一

「宗教的」等の「教説Jの質である。「教説Jはそれ自身でいわば前一政治的にも「包括的j で

あったりそうでなかったりするが、一般に「教説」としては「包括的Jである。しかしその場

合であっても、それがさらに「政治jを包括する場合とそうではない場合との区別が在りうる。

ロールズはよ企前者の場合にっし、て一一(さらに)r政治Jをも包括するとしづ意味で一一「完

全に一般的で包括的j とも表現している (340)。すなわち、「正義の政治的構想(としての公正

としての正義)Jが先にあって、それがさらに、「哲学的」にいわば人間の生き方を「包括Jす

る、というのではなく、「哲学的Jcr宗教的」等をも含む広義の意味での)な政治以前的な「教

説Jが先にあって、それがさらに「政治Jをも含むかどうかが問題となっているのである。「政

治的構想、が包括的教説から導出されるJとしづ言い方は、明らかに、この方向で問題を立てて

いることを示している。我々は、その「リベラリズムJ論全般から見るなら、この意味での r(完

全に一般的な)包括'性Jこそが主問題になっているのだと了解する。

ここから見るなら、一一この「包括性」が排除されればいいのであって 「政治Jが(こ

れとは別義で「包括的」であって)r目的Jであることは別に排除する必要のないことでありう

るのである。上の論点3とも関係するが、ここで我々は、ロールズにおける一一ー彼自身の「卓

越主義J論の文脈とは独立に一ーし、わば「墜直也卓越主義Jの存在を言うことができるかもし

れない。上の引用文 a.では、これが「公民的ヒューマニズム」として排除されているのではあ

るが、しかし、右の段落での議論からするなら、それは「政治的リベラリズム」と非両立では

ない。ロールズが批判しているのは、いわば非一政治的(領域)における「卓越J(たとえば科

学や芸術領域における)に即して、その「卓越」を「政治」は有意化すべきだという(たとえ

ばミル的な)主張である。これも「政治」との関わりをもつのであるが、我々が言う「政治的

卓越主義」は、「政治J(領域)そのものにおける「卓越」を説くものとして、これとは別であ
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る。

ロールズがミルを「卓越主義Jとして批判するときは、右に言う「文脈J内においてである

が、実際ミルにおいても事態は単純でない。以下、『学ぶ人』所収の上記児玉論稿に即して確認

するが、ミルはまず一一功利主義理論(あるいはむしろ:幸福主義理論)の枠内で一一「ある

人が幸福であるかどうかは、その人の欲求がみたされているかどうかとしづ基準のみによって

計られるのではなく、当人が「進歩」しているかどうか、すなわち優れた人間へと成長してい

るかどうかとしづ基準も用いる必要があるJ(292)として、「優れていること」すなわち「卓越J

(そのもの)を有意化する。次いで、「政治参加が持つ教育的機能Jとして、非一政治領域にお

ける卓越性を(、手段として)r政治参加」が陶冶していくと説く (cf.295)。しかし同時に、「政

治参加Jそのものが、(目的的に)人間としての「卓越J性の発揮であるとする観点も見られな

くない。(たとえば「公開投票J(記名投票)について、「選挙における投票は個人の権利ではな

く社会に対する義務であり、人々は自分の私的な利益を考慮して投票するのではなく、公共善

のために投票しなければならなしリ (295)、と説くときがそうである。ここでは「政治参加」は、

「公共精神宝主埜Jとして「公共精神J宣盛の場であるのではなく、一一いわば「学校J卒業

後の「社会Jとして一一それ自身「公共精神J盈翠の場である。)これと同じものの存在を、我々

はロールズにも指摘することができるのではないかと説いているのである。

「公民的ヒューマニズJをこの「政治的車越主義」と解するなら、これとの区別において、

「政治的リベラリズムJと「両立J可能にすべく「古典的共和主義Jを別途設定する必要はな

い。いわば「共和主義」一般だけで十分なのである。

ロールズは、「たんなる暫定協定としての[ホップ、ズ的な]リベラルな正義構想j から「重な

り合うコンセンサスJへの「発達Jということを言っている (ex.346f. )。これは(一見)上記

の1.から 2.への、あるいは一一一上には、それは結局 3.と一つにしうると説いたのだが一一2.

および3.への「発達」を単純に説いたもののように見えるが、彼の議論の文脈においては、実

はそうではない。こう説かれている。

g.多くの市民たちは、政治的構想、によって表現された政治的諸価値とともに、…一種々さま

ざまの宗教的価値や哲学的価値、結社的価値や個人的価値を支持している。・…一正義に適っ

た基本構造によって実現される政治的諸価値は、通常、それらと衝突することがありそうな

他の[宗教的等の]し、かなる価値をも覆すのに十分な重みをもっているトーすなわち、「善

に対する正の優先性」である一一一]と、考える人もあるかもしれない。それ故、彼らの見解

全体は、非政治的諸価値を含んでいるとしづ意味で包括的であるけれども、体系的でもなく

完全でもないことから、部分的にのみ包括的なのである。第五八説で、このように体系と完

全性が欠けていることが、実は幸運であり、暫定協定が長期にわたって重なり合うコンセン

サスへと変化してゆくことを可能にするのに役立つことを知ることになろう。(57f.) 
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すなわち、「暫定協定」から「重なり合うコンセンサスJへの「変化Jとして、「政治」が単

なる「道具」の位置(1.)を脱するためには「価値観J(r善の構想J)によって支えられること

が必要であるのだが、そのためにはその「価値観」が「体系性Jr完全性j をむしろ欠いている

ことが必要なのである。この「欠如Jの事態は他方で、その「価値観Jそのものの属性として

「穏当 (reasonable)J 29とも表現されている、と我々は理解する。別言するなら、「価値観Jが

まさしく「穏当Jであるこ左によって、その政治化が、つまり一定のものによる他のものの支

配が阻止され、したがって、一一「寛容Jの精神をも伴いつつ一一「コンセンサス」としての

政治が可能になるのである。

我々としては、この「穏当さJの存在・不在が「政治」の場面にいわば投影されるとき、 2.

と 3.との区別が出てくるのだとも解釈可能であると考える。そうであるから、「穏当」という

いわば程度性を反映して、 2.，3.は「大きさJr度合しリの差として区別されてもいるのである

(cf. 254， 255)。したがってまた、上に「政治的車越主義Jの余地の可能性を説いたが、それも

いわば「穏当なJ政治的車越主義でなければならないことになる。

しかしながら、「価値観jが政治性をもたないということは、そもそも「価値観Jとして可能

であろうか。サンデ)レならおそらくそう言うであろう。政治性をもたないということは、換言

するなら「正当」なものとして自己の価値追求に権利性を主張しない(あるいは、価値追求の

承認を求めなしすということで、あって、根源的には「政治Jとは、他者に対する権利主張の関

係態であるとも考えられるからである。(この点は、たとえばC・ムフ、あるいは、彼女を含ん

で「ラデイカル・デモクラシーJ派のロールズ的(微温的)自由主義批判とも関わってくる。)

しかしロールズは、この「穏当さJの事実をいわば所与とする。

いわば、この「穏当J化を突き詰めて、「価値Jを「女子み(taste)Jへと減価しつつ、その「好

みJとして調整をより容易にするとしづ形態も考えうる。その場合の「政治J形態が1.である。

ちなみに我々は、論稿「景観紛争解決法の構築一一一つの倫理学的考察一一Jr都市景観にお

ける「過去Jの問題J30で、(景観に関する)美観(美感)としづ価値観の対立に即して、「価

値」の「好みJへの減価が対立解消の可能性を開く、と説いた。そしてその場合であれば、人々

の「政治Jへの関わりの動機は自明である。「政治」は自己の「好みJをよりよく(より多く)

実現するための手段となるからである。これに対してロールズは1.を拒否して 2.を説くのであ

29 "reasonable"は、他方では「道理に適ったJとも訳されている。これは、主要には"rational"と
の対で用いられる場合であるが、本段落の引用箇所では、これとは(たとえば"moderate"と同義の)

別義で用いられている一ーであるから別訳がなされているわけだがーーと思われる。これを(も)
「道理に適ったJと訳出するなら、ロールズの真意が汲み取れなくなる。「穏当Jという訳はまさに

適訳であると思う。

30 第一は、日本建築学会都市計画部会編 ~r景観J の制度化と都市計画一一美しし、都市づくりを目

指してして一一~ 2004所収、第二は、 IJDIAWGICNI(electronicjoumal = http://www.shiga-u. 
ac.jp川明司T/deptle-ph/dial)no.8，2005所収である。共に本研究の応用篇の成果であるが、第二のも

のは、市販中の松原/荒山/佐藤/若林/安彦~<景観〉を再考する』青弓社、 2004 所収の拙稿 rr良
い景観Jとは何か」および同書所収の松原論稿を強く前提としたものであるという理由で、本報告

書には収めなかった。
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るが、その「政治参加」の動機はし、かなるものであるのか。逆に、「政治参加Jがそのものとし

て「目自切である場合も、「人間本性の実現」として動機は明らかである。ところが、ロールズ

はこれをも退けて 2.を採る。では、 2.は何を動機とするのか。これが、本段落本文の基本的問

いであった。

「政治参加」が「人間本性の実現Jでないというかぎりで、それは(やはり)手段的なもの

である。上記、引用文 d.では、「政治参加Jは「好みJ(自己「利益J)の確保のためのもので

ある、と implicitには語られているとも見うるが、しかし、その手段はやはり皇主ゑ手段(r道

具J)であることを越えている。そういうものとして、政治はなお「価値」とされている31 換

言するなら問いは、手段的なものの実行にどのようにしてなお「価値Jを置きうるのか、とい

うことである。

この難題が生じてきてしまうのは、結局のところ、「私人(r私的生活J者)J性との連続にお

いて「公民J性を考え、その「私人=公民」としての諸価値観が「重なり合うコンセンサスJ

として政治(的合意)を支えることを説くことに在る。我々はこれを否定して、いわば「私的

生活」の相互調整態としての「政治J(1.)を基調にして、しかし「共和主義jの可能性を確保

するために、「私的生活への総退去PJが逆に「私的J利益を損なってしまうとし、うロールズの指

摘をも引き受けて、ここで、人間は「市民(私民)Jであると同時に、それとの断絶において一

ーしたがって、「市民Jとしての自身の価値観をいわばカッコに入れることによって一一「公民」

でも在りうる、と説きたい。人間は「市(私)民」かっ「公民Jとし、う二重'性をもつのである。

人間は、一方では(自分の) r私的利益J(好み)を追求しつつ、他方では、いわば(自分のだ

けではなく)r私的利益」全般の確保をも志向する人間なのである。現代において、民主主義的

な「共和主義Jを措定するなら、これしかないと考える。

この「二重性」は、各人が「個人的選好Jと「倫理的選好」との両方を仰j々 に)もつ、と

31 ここから見るなら「古典的共和主義」には、(一般市民にとって) r政治参加」がいわば客観的

には(第三者から見るなら)自己利益確保の「手段」であるが、主観的には(当人にとっては)r目
的」であるという構造が在るとも言いうる。唐突かもしれぬが、これは永井均の(手段であるとい

う起源が忘却されてこそ「道徳」は機能するという) r道徳J規定と平行的である (Wなせ悪いこと

をしてはいけないのか』所収論稿等参照)。

同じ構造が、先に述べた「経済の倫理」にも在ると言いうる。それは、あくまで長期的にである

が自己利益を求める主生ζ 「倫理的」であるのだが、他方、 E虫色i三「倫理Jを守るものでもある

からである。しかし我々は、この「倫理Jについて、必ずしも「忘却J性を導入する必要はない。

「一旦コレに決めた以上、後はコレで一貫するJとし、った在り方と同じで、あって、その「一貫するJ
際には別に「忘去PJは必要なし、からである。ゴ、一、ンエ(Gau血ier)の場合は、基礎的次元で、長期的

に見て「倫理的Jr非・倫理的Jのいずれが自己利益に繋がるかという観点から「倫理的」を選択し、

その後、各ケースにおいてはいわば自動的に「倫理的Jに振る舞うことになるという在り方に定位

し、その在り方が(長期的に)自己利益を最大化することを証示している。"Whybe moral?"問題に

対して「倫理性」をこの基礎的選択一自動的行為の構造態とするアイデアは、親が子供を倫理的な

者に育てることが、長期的にはその子供の「幸福」を実見することになる、とするへア (W道徳的に

考えること~)の論証戦略と同構造である、と言いうる。 親が子供を「倫理的」な者に育てるとき、
親は子供の幸福を願っているので、あって、親から見ればその「倫理Jは子供の幸福の手段であり、

他方、そのように育てられた子供にとっては「倫理」は目的であるからである。
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いうことを意味する。このタームで言うなら、人はし、かにして「倫理的選好J(という動機)を

もちうるのかという問題がなおここに生じてくる、とは言わなければならない。ちなみに、『正

義論』のローノレズは、いわゆる「原初状態Jを想定し、そこでは「個人的選好Jと「倫理的選

好j とが結果として同じになるとすることによって、「二重性」を退けていることになる。

また、，- 5ムt~ r共和主義Jをロールズは、「安定性Jを欠くとして退けるであろう。「重な

り合うコンセンサス」もこの「安定性」確保のためのものである (cf.319)。本文で我々は「政

治Jが rr法Jシステムとして自己完結する」一一ーその場合、「重なり合うコンセンサスJは不

要である一一可能性を説いたが、それは(当然) r安定性」をもつことを含意している。

現実の歴史的「共和主義Jにおいては一一むしろ貴族政と親和的に一一「政治参加」する者

は少数の者であった。そしてそういうものとして、それは「名誉Jという「目的Jが目指され

る場であった。ロールズは他方で、まさしく「分業」体制として、政治に関わる者を政治家と

一般市民とに分け、前者には「名誉J志向の「公民的ニューマニズム」を、後者には「暫定協

定主義」を振り分ける在り方をも示唆している (cf.e.)。これは、直接民主制に対する代議制

民主制のーヴァージョンとも言いうる。しかし、一定の「分業」は認めるとしても、ロールズ

はやはり 2.の線で、その一般市民の「政治参加」をなお説くであろう。しかし我々からするな

ら、その可能性はやはり一般市民の「二重化」にしかない。

この、いわば「外的二重イヒJに対する「内的二重化Jは、そもそもロールズが説いている「善J

と「正」との峻別、かっ後者の「優位化」と本質的に関係する。すなわち人聞は、一方では crリ

ベラリズムJのもとでは)全皇的に「善Jを追求しつつ、それとは別に他方で、(主連のもとし

て)r正」を追求しうるのである。共に「道徳的能力」だとされてはいても、両者は互いに別で

ある。これを、包括的に「正」をも一種の「善Jだとして同種のものとするなら、前者の「薄

しリ善では実行性をもたない、としづ批判がここで成立しうる。しかし、(狭義での)r善Jを

一定の内容態であるとするなら、「正」はいわば形式態である。そういうものとして「正Jは、

(広義で) r善Jと呼ぶとしても別種の「善」であるのである。また、「正」は、それ自身(広

義での)r善Jとしては内容的に「薄しリものであっても、それへの人の感覚=r正義感覚」は、

(善の感覚に比しても)強いものである。この「強さJが実行性を担保するとも言いうる。(な

お論点 6でも、「共同体主義Jからの区別において「共和主義」を検討する。)

ハーパマス (W他者の受容J)の討議理論は、「熟慮的(deliberative)Jヴァージョンの「共和

主義Jへと展開しているとも言いうるが、しかし私見では、彼の、「討議理論Jに基づく「協議

主義的政治(deliberative Poli tik) J (277)は非一共和主義的に了解することができる。彼自身、

「それゆえ私は、実践理性の実効性の基礎づけ責任を市民のメンタリティーから政治の協議形

式へと移行させると主張しているのであり、その点でだけは、共和主義的伝統に反対するJ(:104) 

と(微妙なニュアンスをもってだが)語っている。その際のポイントは、この件の直前にあり、

それを受けて「それゆえJと語られることになる「箆の要求を全霊堂の推定に置き換えるJ(303) 

というところに在る。つまり、ハーパマスの「協議主義的政治」の原理となるのは、一一ロー
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ルズ同様「正義Jとも語られているが(304)一一いわば各市民の各自的利益追求の「合理性」で

ある。ハーパマスの「政治Jにおいても人は「公民j となるのであるが、その要件はーーし、ゎ

ば公的言語として一一「正当化可能Jな言説のみを語るということであって、そこには内容と

して自己利益が入りうる。ロールズの「古典的共和主義Jのように、内容として「全体の善J

が入る必要は必ずしもない。そこでは、「正当」なものであるかぎりで、各自的利益も貫徹しう

るのである。また、動機論的に見て、こうした「公J性であるなら、それは結局「自己利益」

を動機としうるのであって、先の問題性を免れうる、とも言いうる。ただし、逆に見るなら「正

当化可能なJものに限って自己利益を主張することになるのであるが、そのことがロールズ的

枠組みで言う1.に収まり切るかは微妙である。(これは、ハーパマスが別途措定する、「討議的

に行なわれるわけではない調整Jとしての「妥協(形成)(Kompromisbildlmg) Jの概念(276f.) 

とも関わるところである。)r収まり切らなしリ場合、そこに在る政治はし、かなるものであるの

か。(この間いは、実は、 "whybe moralγへの回答として、「合理的Jであるなら「道徳的Jに

なるとする(端的には、たとえばW・フランケナ)とき、それが受けている、「合理性に(予め)

道徳性の内容を含めてしまっている」としづ批判とも関連するものである。)この点を含めて近

年のハーパマスの政治論については別途考察の必要が在ると思っている。

また、こう了解する場合、彼の古い枠組みで言うなら、「討議Jから一一それが「協議主義的

政治」の原理となっているとして一一、「普遍化原則J(し 1わゆる rUJ: r全ての個々人の利害」

となるものだけが正当な「利害Jである。)を除外して、純手続主義的に「討議倫理学的原則j

(し、わゆる rDJ: r実践的討議の参加者としての全ての関係者の同意を見出す(あるいは見出

しうるであろう)規範[利害の主張]だけが妥当性を主張することを許される。J)に還元する

必要が在る。(この (U)(D)に関わる問題については、拙稿としては旧稿で申し訳ないが「現

代倫理の新潮流 I一一ードイツ一一一J32を参照していただきたい。 (U)は一つの「道徳原理」

であって、これを(も)r超越論的に」導出しようというとき、右のフランケナと同じ批判を受

けることになる、と我々は見ている。)上の問題との関連で言うなら、逆に「還元Jしない場合、

rUJは「協議主義的政治Jにおいてどのような位置を占めることになるのか。これもまた考

察対象となるところである。

** 論点5寛容について 谷本論稿が「単なるスローガン性を越えてJいるというのは、

端的には「寛容のパラドクス」にまで論を突き詰めているからである一一論稿自身はさらにこ

の次元をも越えたものであるが一一。この「パラドクスJは一一一一種「自由主義のパラドクス」

として一一一、「自由主義」は各人の「自律」を説き、そこに自らの価値を押し付けず、したがっ

て他者の価値に対して「寛容Jになるとし 1うことになるのだが、その他者が「自律」を否定す

る価値をもっときどうなるのか、としづかたちで出てくるものである。先に(論点4)に確認

32 小熊/川島/深谷編「西洋倫理思想の形成 n~ 晃洋書房 1986 所収。
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したところから言うなら、これに対するロールズ戸の解決策は、 「穏当なJ価値というものである。

「穏当なj価値は、いわばそれ自身で政治への自己拡張を踏み留まるものであって、したがっ

て、異なった価値であっても非一政治't11こ留まるかぎりで、別に私の「自律」に強制的に介入し

てくるわけではなく、それに対してこれも自ずと「寛容」になれる、というものである。

ここで、さらに、そうした価値観が私の「自律Jに介入してくる場合どういうことになるか、

と問われるかもしれない。しかしそれは、その「介入Jにおいてその政治性を発動することで

あって、元々の「穏当なJ価値とし、う前提を越えている。そしてこれについては、ロールズは

明確に、一一「穏当な価値多元Jの状態単菌的なものとして一一政治的否定の対象としている。

換言するなら、それに対しては「非寛容」ということである。しかしまた、この種の(価値多

元の現在から見るなら)“復古的な"反一自律主義は、通常の価値観とは、単に別種のものであ

るというのではなく、いわば別次元のものである。これが存在するということはいまだ時代が

「自由主義Jの段階に至っていないということであり、その段階において「自由主義」が「反

自由主義」を包摂しえないということは、それで当たり前なのである。別の側面から見るなら、

「寛容Jは「自由主義Jによって実現されてきたというより、「自由主義」の一般化を可能にし

た条件が同時に「寛容Jをも可能にしたのである、とも言いうる。そしてその「条件Jは、む

しろ、価値観に関する(思い入れの程度の低下〉とでもいったスタンスの変化、ロールズのタ

ームで言うなら「穏当J化である。

(ここから見るなら「自由主義Jとは、あるいは、そもそも「自由J(という価値)は、一つの高

次のもの(メタ的なもの)であるのではなかろか。「共同体主義Jは「共通善」を説くが、具体的に

説かれる場合は、それは必ず、一一特定(内容)の「共同体主義」として一一特定のものである。

もちろん、それぞれ特定の「共通善Jが求められるべきであると主張されているとして、それを包

括的に「共同体主義J(一般)と呼ぶのではあるが、そこで語られる「共通善J(一般)は、各特定

的「共通善Jに対して、いわば個別(あるいは特殊)に対する「普遍Jである。これに対して「自

由Jは、具体的に説かれる場合であっても、いわば「自由Jそのものである。個々のケースに応じ

て「自由Jの具体的かたちが様々であるとしても一一党とえば「信教の自由Jr言論の自由Jr職業

選択の自由」等々として一一、そこに在る「自由J(性)は一つである。「自由Jとし、うは各個別事

態を包括する「普遍」であるのではなく、むしろ、それら各個別事態がもっ「形式Jである。

であるから、様々な(r善の構想」を説く) r主義J(r教説J)が在るとして、「自由主義」とはそ

れら各「主義」のまさしく自由な展開を説くものでもある。そして「政治J的イデオロギーとして

は、それらの共存可能の条件を一一「正」として一一吉見くものである。これに対して「共同体主義」

は、これら「主義Jの「多元Jの事態のもとでは、それを否定するものでもあるが、一定の範囲内

で、かつ他の「主義」と競合しなし、かたちで、自由に「共同Jを求める者たち(のみ)の「共同」

を説くかぎりでは、一つの(個別的)r主義」として、自由主義(体制)のもとでも存在を許容され

ることになる。

しかしこれは、「共同体主義」を含めて各「主義Jがみずからを全体化しないということを意味す
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る。そしてそれは、換言すれば「主義Jの「穏当」化であるのである。また、「自由主義Jのほうも、

いわば亙一共同体主義として「共剛主J志向そのものを否定するもの一一これが、少なくとも通常の

語感ではそもそも「自由主義Jと言いうるかは微妙である一ーではない、というかたちで、それ自

身「穏当J化する必要が在る。

『学ぶ人JIr用語集J所収の項目「共同体主義Jでは藤野寛は、「共同体主義は、個人・共同体・

国家とし、う三項関係の中で、共同体の意義を強調するJ(317)と述べている。これは、たとえばC・テ

イラー的な「多文化主義」的了解のもとで、「国家」内に中間集団的な身分で諸「共同体Jが共在し

ていることを説くものとして「共同体主義Jを見るものであろうが、上の議論から言うならポイン

トは、さらに人は「共同的」である三主と説くか、「共同」が妊主な者にも配慮してその「共同」志

向を認めると説くかに在る。厳密に言うなら、この後者であれば十分「自由主義J(体制)に包括可

能である。)

「寛容のパラドクスJを問題とするとき、「自律」を否定する考えを、「政治性」をもつもの

とそうでないものとに区別することが重要である。この区別に即して、(自由主義から)後者に

は「寛容J、前者には「非一寛容」という対応分けをすることが可能になる。唐突であるが、右

に述べたことと一つにするなら、これは「集合論Jのパラドクスに対するラッセノレの解決案と

平行的であると言えようか。

我々の理解では、ロールズ、の立論のポイントは価値観の「穏当J化に在る。結局、価値観の

「穏当J化が「寛容Jを可能にしているからである。 33そういうものとして、我々は「穏当J

化を重視する。我々が規範的立場として「リベラリズム」を採るということの理由もここに在

る。しかしこのことは、自由主義の可能性が、この「穏当J化一一および、それが可能にする

「重なり合うコンセンサス」一ーという歴史的事実に依拠しているだけであることを意味する。

33 一種「利他主義J的な他者承認ではなく、あるいは (r哲学的リベラリズム」として)r自律J

を特別視することではなく、相互の「価値j にまさしく「穏当な」スタンスを採ることが、「寛容」

を可能にし、したがって、異なった者たちの共存一一それが、「公共性」の要点でもある一ーを可能

にしているのである。このことは、たとえば16世紀ヨーロッパの新・旧キリスト教聞の「宗教対

立Jのことを想起してみれば、よく理解できるところであろう。「宗加す立Jが克服されたのは、一

一「寛容の精神Jの徹底とし、うことより一一「穏当J化に伴う「宗教Jの個人(的事柄)化(つま

り「包括的教説Jであることを止めること)によってなので、ある。「歴史観Jの対立といったことに

ついても、こう言える。歴史観対立は、(他者承認に相当する)相互に「歴史(観)Jを尊重すると

いったことではなく、(自分の) r歴史観Jに拘りをもたなくなることによってこそ、克服可能であ

る。「歴史観対立Jとは語られても「社会観対立Jとはあまり語られない。これは、「歴史Jとし、ぅ

発想そのものが、いわば距離性の点で主体と近いもの(し、わば大事なもの)として現実世界を見る

というかたちで一種の(r穏当」の逆の意での) rラデ、イカノレJ性(あるいはむしろ:情索羽生)をも

っているのに対して、「社会Jとは一一「歴史(学)Jの「人文科学」に対する「社会科学Jとして

一一一距離をもって現実世界を対象化的に、つまり冷静に見るときに措定されてくるものでもあるか

らである。したがって、「歴史観対立」の克服は、止揚された統一「歴史観」の形成といったもので、

はなく、統一「社会認識」の形成というかたちを取ることになるはずである。本研究の応用篇の一

つで、ある「教育」論として説くなら、いま「異文化理解」といったことが唱えられているが、それ

が諸文化の共存としづ実践的目標をもつので、あるなら、単純な「異文化理解Jではなく、自らの「文

化Jを、(単に「異文化Jを知っていわば理論的にではなく)それへの拘りを解消するとしづ意味で

「相対化」することを、むしろ眼目とすべきなのである。
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それは、「リベラリズム」が正当化されていないことであり、ロールズの「墜造的リベラリズム」

への展開は、そうした正当化の放棄を意味している。ここに、たとえばローティがその(西欧

的) r自文化中心主義tlmocentrism)Jを下敷にしてロールズの展開を評価することにもなる。

大要このように批判して、井上達夫は「政治的リベラリズムJに対して「哲学的リベラリズムJ

を対置する。それは、「穏当J化単車の状態、あるいは「穏当な多元性の事実Jではなく端的な

「多元性の事実Jに即して、「リベラリズムJの正当性を説くものでもある。

その「リベラリズムJ一一それは井上にとっても「政治の中立性」、したがって「寛容」を核

心とするものであるが一一一の「正当性J根拠は、人間を「価値Jを求める存在だとする前提の

上で、しかし、その価値そのもの (r人格完成価値J)ではなく、そうした価値を(人がそれぞ

れ)求めることを可能にする条件に関わる価値(r人格構成価値J)の有意化に在る。後者は、

特定の価値(人格完成価値)からは独立であり、かっ諸特定価値のまさしく存立を可能にする

ものとして普遍的ものである。そうした普遍的なものの有意化として「リベラリズム」は正当

なのである。かつ、「価値」を求めるとは、固定的な一定のものに固執するといったことではな

く、絶えずよりよきものを求めて「自己解釈」を行なっていくことであり、そのためには、ま

さしく「価値多元Jとして様々な価値観が共在しているほうが好ましいのであって、「リベラリ

ズム」はまさしくこの事態を説くものでもある。

こう井上は主張する訳であるが、それは、まさしく「公共性の哲学Jとして、社会の構想た

りえるであろうか。たとえば「ラデイカル・デモクラシーJとして、社会を一つの永続的抗争

の過程として見るのであるならそれでしw、かもしれぬが、「社会の構想」であるなら、在るべき

社会として(この過程においても終局の状態として想定されうる)一定の定常状態を指示する

ものでなければならない、と考える。あるいは、「会話としての正義Jとして、厳密には「社会J

のいわば公的部分を「会話Jの場として措定する構想をもって、(右に我々の言う)r定常状態」

としているのかもしれない。だが逆に、このことは、一一我々の旧稿34のタームで言うなら(実

践的) r討議Jならぬ(脱実践化された)r会話」の対象に収まるものとして一一「価値Jをし、

わば非ーラデイカル化していることであり、ロールズの言葉で言うなら、それは結局「穏当」化

である。つまり、井上も、ロールズ同様、価値の「穏当」化を前提にしなくては、「社会の構想」

として「リベラリズムJを語ることはできないのである。(さらに、同じく「多元性」を説くと

しても、「ラデイカル・デモクラシーJの場合は、未だ承認されていない自らの「価値」をも認

めさせることを志向して政治的になるのに対して、井上の場合、すでに認められている自らの

「価値J(人格完成価値)とは出血ι、一一そこに“高み"からの余裕としりたものが在るのだ

が一一諸「価値J追求の一般的条件を志向して「リベラリズ戸ムJを説くことになる、という相

異が在る。)我々として仮に「哲学的リベラリズムJを説くなら、この「穏当」化こそを説くべ

きであると主張したい。(以上、特に論稿厄ミ共性の哲学としてのリベラリズムJ(W他者への自

34 コミュニケーション的行為Jr滋賀大学教育学部紀要人文科学・社会科学・教育科学』第40
号 19910
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由』に再録)参照。)

*** 論点6共同体主義と共和主義 「契約論的国家観Jvs. r歴史的国家観Jは、一一我々

の「倫理的還元」を施してーーより基底レヴェルで言うなら、人間観としての「個人主義=自

由主義Jvs. r共同体主義Jである。この対立については論じ尽くされているとしづ感がないで

もないが、ここではあえて別(と思われる)の視点を提示したい。

言うまでもなく「共同体主義」は「共通善Jを説く。そして「共和主義Jも同様である。し

かし、両者において「共通善Jは相互に異なったもので、ある。「共和主義Jにとっての「共通善」

は、各市民(国民)個人の各自的「善」に対して、「全体Jの「善Jである。「共和主義Jとは、

「政治」として、自らの個人的善の追求を放棄して一一ただし、貴族政「共和主義」の場合は、

いわば見返りとしての「名誉Jとしづ個人的善が求められているとは言いうる一一、「全体」の

善のために活動することを説くものである。しかし「全体」の善であってもいわば種類的には

一一各個人の「善Jの総計、あるいはそれらの可能性の条件として一一組人的「善」と同種の

ものであるか、その実現の可能性の条件をなすものかである。これに対して「共同体主義」は、

逆に(自らのでなく、市民=国民の誰ので、あっても)個人的なだけの「善Jを退けて、共通に

善となっているものに定位し、政治主張としては、それをそのまま「共通善」としてその維持・

実現を政治目的とするものである。そのかぎりで「共同体主義Jの「国家」は、市民社会にお

ける共同性がそのまま「政治Jとなったものとして、それ自身「共同体Jである。 35

ロールズはこれを批判して、「民主的な社会は共同体ではなしリ (7) (、つまり社会全体に共

通の善は存在しなし、)としづ前提の上でだが、たとえば「政治共同体[国家]の理想というこ

とで意味されているのが、一つの(部分的または完全に)包括的な宗教的・哲学的・道徳的教

説によって統合された政治社会のことなら、し1かにも、公正としての正義は政治的共同体の理

35 アリストテレスに関しては、次のようにも言える。先に言及した件 (fひとりひとりが「善美に

生きることJを可能にする条件としてポリスはあるJ)に続けて漬岡は、「共同体主義の代表的論客

の一人であるマッキンタイアは、このような共同体を、「その事業に携わっている人々すべてによっ

て、共有された善として認知されている善をもたらすものJ…ーと説明し」包1ω、としてアリスト

テレスを「共同体主義者」と了解しているようでもある。しかし我々は、アリストテレスは共同体

主義者ではないと考える。「共同体主義」においては「政治」は、単に「共同」としづかたちを取る

活動性の場であるだけではなく、その活動において「共同性J(そのもの)を目的とするものである。

そこでは、「共同的Jであることが「よき生」を構成するものとなっている。しかしアリストテレス

では 、「よき生善美Jの生はそれ自身のうちに「共同性」を含んではいない。

ただし、「友愛Jの論との関係では、微妙さが在る。「友愛はポリス〔国家〕をも結びつけ、立法

家たちは正義よりも友愛に関していっそう真剣であるように思われる。・・…・そして互いに親しけれ

ば、正義をことさら必要としなしリ (r学ぶ人~ 223) ともアリストテレスは説いているが、「友愛J

も含めてそもそも「愛Jは、それ自身「目的jであり、かっ「愛の関係(態)Jなしには存立しえな

い、とも言いうるからである。「友愛Jに関するアリストテレスの議論については演岡論稿を見てい

ただくとして、拙稿「し功為なる倫理が「私Jを超えうるのかJでは「愛J一般について論じている

のでそれを参照し、ただきたい。右の問題性と関連づけるなら、この拙稿の議論も、愛に即して「共

同体主義Jを有意化するものではない、とここでは述べるに留めたい。
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想を捨て去るJ(349)と説いている。ロールズにとって、「善Jはあくまで個別的なものである。

「多元」とはまさしく「善」の「多元Jで、あって、したがって、そもそも「共通善」の余地は

ないのである。厳密に見るなら、その前提をこそ批判して(多元社会のその「多元Jの事実を

改めようとして)し、るのだと反論されるかもしれないが、それに対しては、ロールズはさらに、

右の箇所で引き続き「また、共同体にはなりえないと信じているJ(7)として、そうした批判の

非現実'1主を語っている。しかし我々は、この多元主義的立場からの「共同体主義J批判をここ

で展開したいというのではない。ただし、この「多元性の事実Jのもとでは、「共通善Jの主張

は必然的に部分的に留まる「共通善Jの主張となり、そこに「善Jを共通にしない者に対して

権力的になりうる一一ちなみに、「共同体主義」はここで、「パターナリズム」や「価値財Jの

概念を用いて反論することが可能である一一、という点は、そのまま我々のものともしておき

たい。36

「共同体主義」が「個人主義=自由主義」を批判するとき、「共和主義J的要素を援用してい

るところが在る。しかし私見では、「共和主義Jは「共同体主義」とは別物である。そして、「援

用Jによって、「共和主義Jからの「個人主義=自由主義」批判が同時に「共同体主義Jの弁明

になっているのだが、そこに、実際には別物で、あって、「個人主義=自由主義」を批判し切れて

いない、逆に言うなら「共同体主義Jの弁明になっていないものが、あたかも批判=弁明にな

っているかのような偽装がなされてしまってもいる。この観点から、「共同体主義Jを(我々か

らするなら)根底的次元で批判してみたい。

仮に(現在において) r共通善Jが在るとしても、それは(必然的に) r私Jのものでもある

一一そもそも「共同体主義Jは、いわば人間の事実に関する認識として、「共通善」を自らの「善」

とすることによって「個人Jが(一定の「共同体」内で)成立してくるのだ、と説いている一

一。したがって、主企「共通善」を主張することは、同時に「私J(の価値観)を主張すること

でもある。さらに、心理的機制としては、たとえば「アイデンティティの確認J(佐伯 18))と

して、「共通善」の追求において一種の自己利益実現を説くものでもある。

こうした内容の「主義」が、「共和主義Jの自己利益放棄=全体の利益への奉仕の主張を援用

して個人主義=利己主義を批判するとき、実は一つの利己主義であるものをもって利己主義を

批判していることになる。いわば、別種ではあっても一つの利己主義で、あるものが、個人主義

36 ちなみに、ロールズにとっては「穏当な多元性の事実Jに定位するかぎりで、この権力性批判

はいわば不要となる。これに関わって、「共同体主義Jの不明点として、(ローノレズ的現状の)r彊当
主多元性Jを批判しているのか、そもそも「多元性Jを批判しているのか、とし、う問題が在る。こ

こは、「共同体主義Jをさらに二種に区別するやり方も考えうるが、「穏当な」・(逆の、いわば)r急
進的=根源的なJとしづ質は、「共同的Jvs. r個人的」の質とは別次元のものであるとしておく。

唐突であるが、 C・シュッミト(あるいは、その影響を受けるC・ムフ等の一部の「根源的民主主

義者仕adicaldem∞rat)J)の場合は、一一同じく「共同性」を有意化するとしても一ーその核心は

むしろ「急進J性に在る。であるから、「友・敵Jとし、う、(イ可をもって「友Jr敵Jとするかの)内

容から独立した「対立性」が本質となるのでもある。右に「不明点」と言ったのは、「共同体主義J

的諸発言のなかには、本来外的であるはずのこの「急進性Jを一一いわば強く「共通善Jを説くと

いうかたちで一一説き、自由主義の「穏当性」を批判しているものも在るからである。
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(的利己主義)批判によって、それ自身は非一利己主義として弁明されてしまっているのである。

この機制は、個人主義の自己利益はいわゆる「経済的(物質的)利己主義Jであるとして、

その「経済主義Jに「精神的なもの」の志向を対置する、としづかたちで明示的には現われて

いる。しかし、「精神的なものJを志向するということは「利己主義Jでないということとは別

次元の事柄である。自ら(のみ)における「精神的なものJの実現を目指すというかたちで、

いわば精神的利己主義というものも在りうる。

「共同体主義Jはたしかに「精神的なもの」を重視する。「共通Jであるからとし1って、日本

について言うがたとえば r(共通に)箸を使う」といったことを「善Jとはしない。「善」とさ

れるのは、たとえば「四季を感じる感性」といったものであろう。しかし厳密に言うなら、「共

同体主義Jが r(共通)善Jとするものは、必ずしも、「物質的なものJに対する「精神的なも

の」ではない。同様、食関係で言うなら、「米を主食とするJなどは「物質的なものJであって

も r(共通)善」とされている可能性が高い。逆に「精神的なもの」であっても、(国民的)性

格の事柄としてのたとえば「非一論理性=情緒性Jなどは「善」とは必ずしもされないであろう。

むしろ逆に、(なんであれ)優れたものが「共通善Jとして有意化されているのである。

我々はこれを「文化(物)Jと規定したほうが妥当であるとしたが、この点から言うなら、「共

同体主義Jは「文化主義Jとしづ側面を本質としてもつのである。しかし、ここで問題とした

いのは、「文化Jと「非文化Jとの区別がし 1わば自体的に在って、その共通の「文化」を有意

化するのでは必ずしもない、ということである。「文化Jr非一文イ七Jの区別は或る意味で主観的

であって、各(共通的な)主体が、自らのアイデンティティの確認の媒体としうるものが「文

化Jよムエ措定されてくると見たほうが妥当である。そして、ここには、そういうかたちで、

むしろ一種の自己利益の追求が規定要因となっているのである。 37

37 ここに成立する「文化」と「手リ益」との関係については、一一後者について「便益」のターム

を用いつつ一一拙稿「環境問題解決における「経済」と「倫理J 一環境の倫理学として問う一

(二・完)Jで少しくテーマ的に論じた。
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「エゴイズムJとは何であって、その何が問題なのか

をめぐる論点の整理のために

「倫理j

安彦一恵

egoisticであることは ethicalであることの正反対として端的に悪とされ、問題なの

は実践的にそれをどう克服して ethicsを実行するかだけである、と通常はみなされてい

る。しかし、この了解はほとんど空虚である。この了解に基づく「倫理Jの議論も同様

である。この事態は、 "ethical"の(再)検討のほうから解消することもできるが、ここ

では、シンポジウムの統一テーマ (rエゴイズムJ) のもとで、 "egoistic"の検討を行な

いたい。

"egoism"はそのまま直訳すれば「私一主義Jであるが、日本語で「末Ij己主義Jと訳され

ているように、英語でも「利Jr己jが関わって"egoistic"はまさし く 「利己的Jという

意味をもっ (OEDでは、 "egoism"の「倫理(学)Jに関わる意味として、守hetheory which 

regards self-interest as the foundat ion of mora1 i ty"とし、う定義が挙げられている)。

では、この「利己的」の何が問題なのか。 一この間いに生産的に答えうるためには、

i .そもそも「利」とは何か、 ii. その「利Jの「己J的追求である「利己的であること j

が何ゆえに問題となるのかが問われなければならない。

「利益Jとは何か

右に確認したように"egoism"は「利己主義Jであるわけだが、しかし、その当の「利

益(interest)Jは実は意味が不分明である。したがって、そこに多様な内容が持ち込ま

れることが可能となっている。たとえば S.Wolfは、「自己(一)利益(self-interest)J 

を問題として、 "Self-interestis interest in one' s good. To act self-interestedly 

is to act on the motive of advancing one' s own good. "("Happiness and Meaning:Two 

Aspects of the Good Life"， in:Paul， E. F. et a1.， eds.， Self-Interest， Cambridge UP.， 

1997， p. 207)と確認しつつ、その r(自己の)善Jとして多様な r(自己)利益J規定が成

り立っとして、「自己利益に関する理論」についての D.Parfitの「分類」に言及してい

る。

Parfitによるなら、「自己利益理論」は三種に分類可能である。第一は「快楽主義的

(hedoni st i c)理論Jである。これによるなら、「人の善Jとは、「人の経験の感じられる
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質の事柄であり J、その「最もポピュラーな理論Jでは、「幸福Jあるいは「快を伴った

幸福Jである。第二は「選好(preference)理論」である。これによるなら、「人の善Jは、

「その人が自分のために最も欲する (want)ところのものJである。(Parfit自身の表現

では、第二は「欲求一満足説(Oesire-FulfillmentT . )J と呼ばれる (W理由と人格~ (森

村進訳)勤草書房 1998，p.4)o)第三は「客観的リスト理論(objective-listt.)J であ

る。これによるなら、「人の善は、その人の選好から独立、あるいは、それに先行し、そ

してその意味で、その人の経験の感じられる質に依存しない要素を、少なくともいくつ

か含んでいる。」さらに Wolf自身は、この第三のもののーヴァージョンの提起として、

「有意味性 (meaningfulness)は善き生の派生的ではない一側面である J と主張する

(ibid. ，p. 208)。

Wolf自身は、古代ギリシア的倫理観念にも立ち帰るかたちで、「有意味性」をさらに、

「価値(worth)Jのある「活動性(activity)Jがもつものへと限定する。そして、その場

合、そうした有意味性をもつことはもはや「利益J概念に包摂し難くなることを認めて

いる。しかし我々は逆に、そうした「有意味性Jですら、しようと思えば「利益」に包

摂できる、と考える。さらに「愛(=慈善欲)Jや「義務(実行欲)J、一般的に「倫理的

であることへの欲望」も挙げて、純粋に語義的にはそれらの追求も「利己」的でありう

るとすることが可能である。実際 Norman.R.は、自分(だけ)が道徳的であることを求

める(古代ギリシア的)在り方を「道徳的利己主義Jとも呼んでいる (W道徳の哲学者た

ち 第二版~ (塚崎智他訳)昭和堂 2001，p.74)。

しかし同時に、問Ij益Jがそのように包括度の大きい概念であるとするなら、一般的に

は、その「利益Jを自分のもの、つまり「自己利益」に限って追求するという在り方の

すべてが「利己主義」として悪しきものとされているのではない、と言わざるをえない。

では、いかなる f(自己)利益Jの追求が「利己主義」として退けられているのか。

経済学では一般に、上で言うなら(一般にイメージされているようにさらに第一の理

論と等置されてはいないが、それを含みうるかたちで、また第三の理論は排除するかた

ちで)第二の理論に定位して、まず、 i一人を「経済人(homoeconomicus)J と規定し

つつ一人は自ら(のみ)の欲求(desire)充足を「選好」としてもち、それがそのまま

「選択Jとして行動に表われるとする。その際、人をいわゆる「合理的エゴイストJと

して規定しつつ、「欲求J充足について理性的に長期的なパースベクティヴを採るものと

想定する。(Hirschman，A. (W情念の政治経済学~ (佐々木/亘訳)法政大学出版局 1985)

によるなら、近世において次第に、「利益Jは「情念Jとの対比において-prudential 

なものとして一理性的なものに限定されていった。)そして同時に、 iiその欲求の対

象がし、わゆる「経済的Jなものに限定されて、欲求は「経済的欲求」として規定される。

その際、「経済的Jは「物質的」とも等置されてイメージされる。
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「利己的J とは何か

では、「経済的=物質的」利益の追求のみを「利己主義」とすることには、どのような

根拠があるのか。一般的には、「経済的」は「市場(経済)的」と同義で了解されている

とも言いうる。そこから考えてみたい。英語では閉じ語が用いられているのだが、「善」

はなんらかの「財(good)Jの使用のうちにあると言うことが可能である。そうだとして、

市場でやりとりされる財は、「非競合性Jr排除不可能性Jの二性質をもっ「公共財」の

逆の意味で「私的財Jである。すなわち、その財の使用が、競合的・排除可能的である

財である。先の「経済人Jが市場の主体として想定されるものであることをも考え併せ

るなら、経済的利害についてのみ「利己主義Jが語られるのは、この使用の競合性・排

除可能性に基づくのかもしれない。その使用において善が実現される財が競合的・排除

可能的にしか使用しえないものを求めるがゆえに、それのみが「利己的」とされるのか

もしれない。

しかし、私的財を基準として「利己主義」を規定するのであるなら、実は「名誉欲J

もそれに含めるのでなければならない。「名誉J(という財)も、あるいは、そのほうが

より強く競合性・排除可能性をもつからである。「名誉J以外にもこの性質をもつものが

考えうるが、我々は、それらをも含めるのであれば、この競合性・排除可能性をもっ財

の自分だけの享受への志向をもって「利己主義」の基本型としうると考える。

たとえば「利己的=功利的J という等置(ラスキン『構想、力の芸術思想~ (内藤史朗訳)

法蔵館 2003，p.290の訳者解説)に見られるように、功利的=経済的・物質的という含

意のもとに、まさしく「利己的」であるというより、その利己性の内容として経済的・

物質的なものを追求するという在り方が味iJ己主義Jとして語られる場合もある。この

場合、逆に、「自ら(のみ)の善」を求めていても、それが「経済的・物質的Jなもので

ないときは「利己主義でなしリとも観念されがちである。たとえば「物欲Jは利己主義

の属性であるが「名誉欲Jはそうではない、あるいは、(単なる)r好み(taste)Jの追求

に対して一定の「価値」の追求は利己的ではない、というかたちで。我々の言う(基本

型〉は、これ一それは、「利j として同じ経済的・物質的なものを想定しているとする

としても、いわば「利一主義Jとして利己主義を了解するものだとも言いうるーとは明

らかに別で、あって、あくまで競合性・排除可能性を基準とするものである。

「利己的」の何が問題なのか

我々は同時に、この(基本型)をまさしく、それが志向する財の競合性・排除可能性

のゆえに、他者がその財を享受することに対して阻害的であるという点で問題であり、
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それゆえ「悪Jとして否定の対象とできると考える。だがその場合、その他者阻害性は、

いわゆる物質的財の場合、その稀少性をさらに前提とする一逆に、財が十分に存在す

る場合は必ずしも他者阻害的にはならないーのに対して、「名誉JU地位Jの場合もそ

うであるが)は、その利己的志向がいわば「内的(関係的)Jに他者阻害的である。「名

誉Jは、それを享受するものが少数であることで初めて「名誉Jであるからである。(全

員が「名誉j をもっということは、ゲームにおいて全チームが優勝であるという事態の

ように、自己矛盾的事態である。)したがって、他者阻害性という問題性の点では、「物

質欲」よりも「名誉欲Jのほうがより「利己的Jである、とも言いうる。

「利己主義j に他者阻害性とは別の問題性を指摘することも可能ではある。この問題

性の候補として、他者阻害性とは微妙にだが、論理的には明らかに別の事柄として、「私

↑生J(そのもの)を挙げることができる。私的財は、それが十分に存在するときは、人の

それの享受は必ずしも他者阻害的とならないと右に述べたが、その場合も含めて、私的

財の享受はまさしく「私的Jである。その意味で、「善」としてそうした財の享受へ定位

することは、私的在り方において「人の善Jを考えるものである。これは換言するなら

「個人主義」であるが、「利己主義」は多く「個人主義Jの意味で批判されてもいる。U(西

洋)近代'性Jを批判する論者達の場合が典型である。)先のOEDは"egoism"の「形市上

学J的意味として、いわゆる「独我論」に当たるものを挙げているが、これを倫理の場

面に移したものが「個人主義Jだとも言いうる。

だが、「私'性jに即して「個人主義」として「利己主義Jを問題とするとき、我々の(<基

本型))とは別のものとして「利己主義」を問題としていることになる。そこでは、「共

同性」に「人の善Jを見るなんらかの「共同主義」の前提の上で「個人主義j そのもの

が U利己主義J~して)批判されていることになる(ポパーによるなら、プラトンがそ

の典型である。 TheOpen Society and its Enemies， Vol. 1， Harper & Row Pub.， 1962， p. 101. )。

我々も、このように「個人主義」として「利己主義」を問題とすること(そのもの)は

認めうるが、しかしそれは、明らかに別の問題である。しかるに、暖昧に同じ問題とさ

れることも多く、その結果として、〈基本型)としては「利己的」であることが、それこ

そが「非一利己的Jだとされてしまうことも生じている。たとえば、私的な快楽(安楽)

を否定して「共同Jの事柄に即して「名誉Jを求めて「真剣」に生きることが利己を越

えることである、とされたりするときがそうである。また、「私的財Jが「私有財産制」

に基づくとの誤解ー 「共有財産Jであっても使用は私的であるーの上で、利己主義

の克服として共産主義が説かれたりするときにも、混同が見られる。
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四 個人主義の前提の上で利己主義の克服を考える

しかしながら、「利Jを原理とする限りで「個人主義Jも「利一主義」ではあるが、そ

うであるとしてもそのものとしては、「利」の主体として「私J(個人)を想定し(し、ゎ

ば「利私主義J)ていても、「己(だけ)J (し、わば「己一主義J) という意味は含まないh

我々は、「個人主義Jとして利己主義を了解することを退ける。これは、換言するなら個

人主義と利己主義との峻別である。ポパーは、この峻別において、「利他主義と結びつい

た個人主義が我々西洋文明の基礎となっているJ(ibid.， 102)として、個人主義の前提の

上で、利己主義の問題性の克服として「利他主義Jを提唱する。

しかしながら、個人主義の前提を崩さないのであるなら、それは「真正の利他主義

(genuine a. ) Jでなければならない。「利他」とは他者の「利Jを自分としても第ーとす

るものであるが、その「利Jが内容的に自分が「利Jだと考えるものである場合「利他

主義Jは一 「パターナリスティックな利他主義J(厳密には、これはいわゆる「パター

ナリズムJとは微妙に異なる)として一他者の自律性に対して阻害的である。「個人主

義Jとは、単に (r全体Jに対して) r個人Jを上に置くというだけのものではなく、さ

らに、 ー 「自由主義Jとしてーその「個人Jの自律性を重視するものである。 した

がって、その前提の上で利他的である場合、利他主義は一「真正の利他主義」として一

相手が自律的に自ら「利Jだと考えるものを私としてもその実現を第ーとするのでなけ

ればならない。「経済人Jへの定位はいわゆる「消費者主権性j への定位をも意味する。

そして場合によっては、それ自身が利己性であるとも了解されがちなのであるが、「真正

の利他主義j は換言するなら「消費者主権性Jの尊重を必然とするのである。

財政学の Musgraveの用語で言うなら「パターナリスティックな利他主義」は、相手が

「価値財(merit good) Jを享受することを第ーとするものである。「消費者主権性Jの原

理はこの「価値財」を非有意化するものであるが、ここで逆に、人は財一般ではなく、

「価値財Jの享受をこそ目指すべきである、とも説きうる。これは、たとえばすでにベ

ンサムを批判するミルにも見られるものであるが、一般的な倫理学的カテゴリーとして

は「卓越(完成)主義Jだと言いうる。

しかし我々は、価値財がそもそも価値財であるためには、それが共同のものであるか

らだという主張がさらに付け加えら-Musgrave自身もそうである一れなければな

らない、と考える。我々は、なんらかの「共同性Jを前提としなければ「価値」 一単

なる「好みJを越えるものとしての「価値」 ーは成立しえない、と考える。したがっ

て、卓越主義は共同主義に帰着することになる、と考える。

ここで、個人主義の枠内で卓越主義を成立させるべく、欲求=行為の「首尾一貫性J

といったことが説かれるかもしれない。これは、たとえば B.Wi 11 iamsの功利主義批判で

もある。それは Parfitの第一理論の上で、快の総量を求める結果として断片的な快追求
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になるとするものであるが、しかし「一貫性Jそのものの快というものも考えうる。そ

して「消費者主権Jの原理であってもそれを認めうる左ころである。実は、論理的に考

えるなら欲求=行為のし、かなる軌跡であっても「一貫的j とみなしうる。これは、クリ

プケンシュタイン (Kripke的解釈による Wittgenstein)の規則論との類比からもそう言

えるところである。これを「一貫的と思っているJに過ぎぬとして、それとの区別で「一

貫的である」ことを区別するならー先の Wolfは、これと類比的に、「有意味性Jを問

題として、 pushpinに対する poetry(ベンサム・ミル)とも連動させつったとえば「パ

チンコ (pinball)Jの名人になることから「チェスjの名人になることを区別しようとし

ている(ibid.，p. 212f.) 0 (これで言うなら、「パターナリスティックな利他主義Jとは

厳密には、自分の価値として「チェス」があって、それを相手が享受するのを一種自分

の「利Jとするものである。)一、クリプケンシュタインが「パラドクスの解決」とし

て結局「共同体」を持ち出すのと同様、なんらかの「共同性」を持ち出さざるをえなく

なる。

(厳密には我々は、利己主義・利他主義のいわば中間である「公平主義」とでも呼べ

るものを採る。利他主義は達人(倫理)的であって、俗人には現実性をもたなし、からで

ある。それは、稀少である場合、財(の享受)を自分・相手の間で公平に分配すること

であるーちなみに、これは「利己」の制限であるが、それが現実的であるのは、ひた

すら自分の「利」を求めて、そこに争いを生じ、その結果として自分の「利」が減少す

ることになることを考慮した場合、いわば最初から「利己」を制限したほうが自分の「利J

が大きくなるからである。ここに、いわゆる"Whybe moralγ問題への解答の基本型があ

る一。これは、一種「譲り合しリの倫理であるが、それは必ずしもいわゆる「分かち

合い」 一これの利他主義版として「純粋な(pure)利他主義Jがあるーとは同じでな

い。後者の場合、「分かち合う Jことそのものが善であり、そこに一種の「利」が想定さ

れるが、それを有意化してはいなし、からである。)

もちろん、(基本型)とは別のかたちで「利己主義Jを問うこともできるのであるが、

その場合、たとえば先のように「個人主義」としてまず「利己主義Jを明確に規定し、

その上で明確にターゲッ卜をそれに定めて議論するのでなければならない。要は、「利己

主義Jを批判する場合、それでもって何を意味しているのかの明示が先行しなければな

らないということである。それを不明にしたままで端的に「利己主義Jを批判しようと

するなら、議論の無用な混乱を生むか、利己主義を批判しているのだという自己満足が

結果されるだけかである。そしてこのこ左は、「倫理Jそのものを問うことの在り方とも

連動しているのである。

キ 「私(ego)Jとは何かということが一或る「私Jが自分を指示する場合が「己Jでもある

のでーさらに問われなければならないが、これについては他の論者の議論に待ちたいと思う 。
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論点のさらなる整理のために

安彦一恵

シンポジワムでは論点の整理を基本目標としたが、ここでも、一部、当日述べたことー

その「提題報告J部分については『報告集』を参照頂きたいーを要約して再録する部

分を含みつつ、シンポジワム全体で語られたことに即して、私なりの論点(再)整理を

試みたい。

一利己と利他

本シンポジワムの趣旨の一つにエゴイズムを肯定的に評価するという視点の提起もあ

ったと思う。吉田報告(以下敬称略)の「善きエゴイズムJの提唱もその線上にあると

思うが、そうした、フーコーやB ・ウィリアムズにも見られる古代的モデルの復権に対

しては、筆者は消極的である。近代主義だと言われればその通りであるが、倫理の基本

は自己一他者関係のその対立性の解決にあると考えているからである。ここから見るな

ら、古代的倫理は、いわば個人倫理的に、自己の善のみを説くものとなるか、自己の(利

己的)善がそのまま他者の善ともなると説くことになる。

後者の場合、多くなされるのは、その自己の善を道徳化して、簡単に言えば、道徳的

であることが真の自己利益だと説くことである。プラトンがその代表例である。立岩真

也の議論にもそのようなところが見られるのだが、小泉は、立岩を批判しつつ、「病人J

という、或る意味で最も利己的とも言いうる存在態に即して、その利己を利他と「架橋」

しようとしている。しかし、当日の報告において提起されたその具体的在り方(端的に

は、病人が生き延びるために(保険)治療を求めることが、その需要を満たす医療関係

者の、その生計の確保としづ他者の利を結果する、という在り方)から見るなら、「架橋」

には失敗していると見ざるをえない。この在り方は、例えば窃盗という利己的行為がそ

れを取り締まる治安担当者の生計の維持を確保するというのと基本的に同じであり、そ

して、治安維持はコストであって、それは他者達一般の「利Jを損なうことになるから

である。

筆者としては、「架橋Jするのであれば、いわば逆方向に、短期的利己の制限という利

他性が長期的には自己利益の確保に繋がることの証示という(小泉が「契約論のレトリ

ックJとして批判した)かたちでしかありえないと主張したい。
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「利益J概念

この主張は、当の「利」について、 一理論的にはおよそ全ての事態を「利Jとみな

すことができるのであるが、そうした包括的防Ij益J規定は排して一自己の「利」の

追求の制限が倫理性となるものへと「利Jを限定する作業を伴なわなければならない。

この限定下での「利Jは、通常「経済的利益Jr物質的利益」として語られているものと

重なってくるが、しかし「経済的Jr物質的」の(再)規定を伴いつつ一提題報告で試

論を提示したが一厳密な考察が求められるところである。

このことは換言するなら、その追求が倫理=利他となる類の自己の「利Jを「利Jか

ら排除することである。この点については、「分かち合しリと「譲り合しリの相違を再確

認しておきたい。筆者の意での「利己の制限」は「譲り合いJという側面をもつが、「分

かち合しリはこれとは別である。物理的事柄としてはこれも「譲り合しリを含むが、「分

かち合しリは、その関係における例えば「暖かさJr良心の満足Jといった付加的「利J

を有意化するものである。これであれば、「分かつJという利他行為が直ちに(別種の)

自己利益の実現となってしまう。

「利他主義Jの側面から言うなら、これは一部の厚生経済学者などが言う「純粋な利

他主義Jであるが、相手に分かち与えることが「暖かさJ実現の手段とされるならば「不

純な利他主義」に転落してしまう。これで言うなら我々は利他主義を、与えられた相手

側の「利」のみを有意化する「真正の利他主義Jに限定し、そのいわば減価版として公

平主義をも含んで、、そこに倫理性の核心を措定すべきであると考えている。

この相手側の「利Jを、内容的に、その相手自身が「利Jとみなすものとして我々は

考えている。それは、「そうした利の追求は私から見るなら悪である。別の利を求めなさ

しリという制限を付さないということである。そうした制限内で利他的であることは「パ

ターナリスティックな利他主義J として概念化されているが、我々はそれを倫理性から

は除外したい。このことは、相手の「利Jをそのまま認めるーもちろん、いわゆる「危

害原理Jの下で、それが別の者の「利Jを侵害する場合は制限をかけるが一ことを意

味し、坂井が言うように「相手に対して甘ちゃんになるJことを含意する。それを、我々

は「消費者主権性」への定位としても説いたところである。(因みに、最近、上野千鶴子

が「当事者主権Jを説いているが、それは「消費者主権Jの別言とも了解できる。)

三社会生物学

上記「架橋」について、我々のような行き方を採る場合、一般に進化生物学的知見の

援用が有効であると言われている。これとも関連して、岸報告にもコメントしてみたい。
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進化生物学の「社会」への誤適用も語られ、また多くのヴァージョンのなかでの位置が

筆者には分明とならなかったので、必ずしも岸報告そのものへのコメントということに

はならないが、主としてR ・ドーキンスに即して、かつ、むしろ(さらなる)説明の要

請というかたちで、提出した疑問(の趣旨)を再確認させて頂きたい。

少なくとも一般の了解では、社会生物学は利他行動をなんらかの利己的振舞し、から説

明する。ドーキンスの場合は、「利己的遺伝子」によって利他行動が説明される。例えば、

親として自分の子供のために自己犠牲的行動をする、さらに、これはW ・D ・ハミルト

ンの説と言ったほうがし、し、かもしれぬが、いわゆる血縁淘汰の説として、自分の子を犠

牲にしても兄弟・姉妹の子の面倒をみる、といった現象が、自己と閉じ遺伝子のより多

くの存続を目指した「利己的J振舞いとして説明されている。

もちろん、基本的に自己と同じものの(複製的)創出であり、この「同一」というこ

とが効いているのであろうが、その「同一性Jはいわゆる「質的同一性j であって「数

的同一性Jではない。しかし、「我が子を喰らうサトウノレヌスJ(ゴヤ)といったものを

利己主義の極致と見るなら、その我が(実)子をも犠牲にして自己の生存を図るという

在り方において前提とされている同一性は、明らかに後者である。そして、少なくとも

人の行為の場合、「利己的jとは「私(ego)Jという数的同一態の特別視のことであろう。

(ここから見るなら、「自己複製子J U遺伝子J) を「利己的遺伝子」と呼ぶのはミスリ

ーディングである。)

ここで(個体ならぬ)遺伝子を遺伝情報の「乗り物j とみなしつつ、情報そのものに

着目するなら、その(伝えられる)遺伝情報は数的に同ーのものであると言いうる。し

かし逆に、情報であるなら、「乗り物Jとしてのその物質的基体は何であってもいいはず

である。物理的複製の因果連鎖(r生殖系列J) の点で別系統で、あっても、そこで伝えら

れている情報は数的に同一でありうる。実際、ヒト同士では、さらに他の生物種とも遺

伝子はほとんど同じであると言われている。「ここからワイルソンの言う「生命愛Jとい

うものも説明できてしまうのでは」と当日述べたが、遺伝情報は、血縁の者でなくても

厳密にも閉じでありえ、その閉じ情報をもっ者に対しては利他的に振舞うということに

なるのではないのか。(あるいは、血縁を有意化する際、実は個々の遺伝子ではなく各個

体の遺伝子総体=ゲノムのことを念頭に置いているのであろうか。)

これは、もちろん、相手が有している遺伝子(情報)が認知できるということを前提

にしてのことで、通常は、そうした認知を前提とせず、遺伝子はいわば盲目的に振舞っ

ているとされ、確率論的に、近くに居る者が一そしてそれは血縁の者である確率が高

いのであるが一閉じ遺伝子を含む確率が高いので、閉じ遺伝子をもっていてもそうで

ない者に対しては利他的に振舞わないのに対して、近くに居る者に対して利他的に振舞

う、と一群淘汰の考えを付加しつつ?一説かれている。

しかしこれは、「群Jが閉じたものであることを前提する。人間の社会、特に近代社会
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に定位する場合、その開放性ゆえに、このアイデアは適用できないことになる。ここで

(先ずは、会場におられた専門家の発言を促したが遠慮されたので自ら)H・サイモン

の(九十年代の)議論に言及したが、それは、単純化して言うなら、血縁のない者に対

しても利他的に振舞うことの有利さの説明として、社会は、(それ自身の存続のために)

利他主義を説きつつ、それを受容するに足る「柔順性j をもった者、つまり利他主義者

には、同時に、そうでない場合には与えられない自己繁栄の(技術)知を与え、そのこ

とによってトータルとして、利他主義者を有利な位置に置く、と説くものである。

このアイデアは「限定された合理'1生Jと対になったものであって、その点は受け容れ

るが、しかし人間の事象については、いわば単独行動態に対する相互的利他主義の関係

態 r協力Jの関係態の有利性を前提として、 一 (或る程度の)相互的認知性を前提

として一利他的(公平的)に振舞う者のみが、この有利な関係態に参加することがで

きる、というアイデアを採るべきだと我々は考えている。

四 倫理学の定位点

このことはしかし、集団的エゴイスム(現世代エゴイズムをその一つの形態として

含む)をそのままでは排除しない。ここに大川によって語られたことの我々にとっての

課題性があるが、ここでは、例えば柄谷行人の世界資本主義(=共産主義)論を想起し

て頂いてもいいが、 A'スミスとも絡めて「分業協力という側面から、世界大的な

協力関係ということを述べるだけにしたい。また、特に世代聞に定位する場合、見返り

(相互性)のない利他主義として「愛」をも説いておきたい。

大川はしかし、集団の拡大→解消という方向ではなく、特に「暴力性Jに即して墨」

き集団性の克服を説いた。これについて筆者としては、いわば過剰集団性としての(つ

まり自己目的性としての)r政治J性の克服を基本方向として設定したい。この方向は(実

は)、「われわれ」としての、(集団内的) r手Ij他」とも連動する類の「利己集団の一

員として自己を同定することの「利Jを非有意化することを含意する。

大川にも見られるが、「益Jを語るというシンポジワム全体の方向性を否定して(他者

の) r苦Jに定位すべきであると説いた大庭健が典型的にそうであった志向性に対して

我々は、倫理は、世界の現状に定位して、その悪に対していわば補正的に関わるのでは

なく、善き世界ーその不在が「悪」を結果しているーを構成する原理として措定さ

れるべきであると説きたい。強調された「規範性Jについても、そうした構成的規範性

として問題としたい。少なくとも当日は、筆者はそうした原理論的次元で、語ったつもり

である。
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書評:山脇直司『公共哲学とは何か』ちくま新書 初版:2004年 5月

安彦一恵

本書については、本誌でもすでに山口定氏の書評がある(一五二号)。また、予告を含

むかたちで山脇氏自身によって本書の基本的主張の提示がなされている(一四六号)。こ

こでは、単純な紹介は省略し、いくつかの、しかし少なくとも評者(安彦)には重要と

思われる点に絞って、少し く対論的にコメ ン トをさせて頂きたい。(以下、敬称等は省略

させて頂く 。)

「公共哲学j について

筆者(山脇)が言う「公共哲学Jは、単に「公共」について「哲学J的に問うという

学問ではなく、現行の「タコツボ化された個々の学問を共通の土俵にのせてJ、「公共性

というキー・コンセプトをもとにJr相互の知見を討議しあう」という「包括性Jをもっ

た「学問横断的な公共哲学Jである (0一一頁)。筆者は以前から、学問史的考察を介し

て、社会理論の現在を「専門化時代」として総括・批判しつつ、「ポスト専門化時代」の

社会理論として一つの総合学的な「新社会哲学」を提唱している (W新社会哲学宣言』創

文社)。本新著は、「社会Jを「公共世界J として捉え返しつつ、この「新社会哲学」の

理念、を「公共性Jという側面から展開したものでもある。

筆者も主要メンバーとして関わっている東京大学出版会の「公共哲学j シリーズは、

この総合的理念の具体化であるとも了解できる。しかし、そこで「公共哲学Jという「公

共」を問ういわば(それ自身は高く評価できる)共通空間が形成されてはいても、所収

の各論稿の大半はやはり各「専門」的なものとなっている。これは、現行の学問体制の

必然でもあるが、評者は、この事態を基本的に変更することは必ずしも生産的でないと

考えている。筆者が言う「フ。レ専門化時代Jには、たとえばアリストテレスにおいてそ

うであったように、総合的な社会理論が展開されていた。しかしそれは、「哲学Jとして

そもそも学聞が専門分化されていなかったからであり、逆の専門分化の現在において総

合学を志向するなら、(社会)理論史的考察となるか、知識人的な高みからの“高尚な'¥

しかし各専門分野からみれば半ば素人的な論究に留まることになるのではないか、とい

う危'倶をもっている。これはおそらく、山口が rr学際性(transdisciplinary)Jだけを

強調しているように見えるJと批判しているところと重なってくるであろう。
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しかしながら筆者も上記前著で、社会諸科学との関係においてーということは、そ

れとの区別においてということでもあるが一、「トランス・ディシプリンとしての哲学

は、文字どおり社会諸科学を貫くディシプリンとして、社会諸科学が基盤としている認

識論的枠組み、規範のあり方、人間観と世界観などの解明に向かう」と説いている。こ

れは、言うとするなら「基礎学J的哲学理念であり、私見では、二十世紀前半の論理実

証主義やそれを(も)受けた分析哲学、あるいは倫理学で言うならムア以降のいわゆる

メタ倫理学の理念を継承するものでもある。この理念は部分的には本書でも提示されて

いるのであるが、「哲学j に定位するなら「公共哲学Jは、総合性ではなくこの「基礎学J

理念のもとで展開されるべきだと評者は考えている。

「活私開公J について

評者はメタ倫理学に定位しているが、それは換言するなら、規範科学基礎論として右

の基礎学理念での「哲学Jのー領域を形成するものである。以下、この立場で、一つの

公共哲学として、「公共'性Jに関する筆者の、この点ではむしろ規範的主張に当たるもの

についてコメントしたい。

筆者は、金泰昌提唱の「活私開公」概念を受容し、戦前的な「滅私奉公」への対抗と

しては一定の評価を与えつつもリベラリズムの「公私二元論Jを否定し (0三三頁以下)、

論としては、戦前的「公」への反動とも言える逆の「滅公奉私Jの克服として新たな「公

共Jを展望する。しかし、評者としては、「滅公奉私Jの克服については、もう少レ慎重

に考えたい。これは評者自身の規範的立場であるがリベラル・デモクラシーでは、自由

とし、う側面から「私Jを第ーとし、他者の「私j と髄師をきたす限りで(のみ)その「私J

を制限する。評者の分析枠組みでは、その制限の基本は合理性である。長期的利益の確

保のためにその意味で合理的に短期的な利益追求を制限するものであって、それも一つ

の公共性である。言うとするなら商業的公共性である。しかし、(人間の)事実として、

これには限界があり、そこに「倫理Jと「政治」と(し、う二つの公共性)が必要になる。

評者の枠組みで言うなら筆者はおそらく「倫理」に即して論を展開していると思われ

るが、たとえば、共に「活私開公」の具体的構想であるとしつつ、塩野谷「卓越J路線

と今回「ケア」路線との対立について中立的にのみ紹介しているところ(一五六一七頁)

などから窺えるように、具体性においては筆者自身の構想はなお未提示に見える。しか

し評者としてより問題にしたいのは、 一今回の場合は「各自の内なる衝動Jとしての

「ケア」というかたちで明瞭なのだが一いわば内発的な「公共性J(公共心)である。

たとえば文芸評論家の加藤典洋もかつて「ボランティアJを評価しつつそのような主張

を展開し、多少議論になったことがあるが、筆者にもこの“内発"路線が窺えなくはな
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し、。

だが、戦前的「滅私奉公Jも、決して支配者による外的強制としての「公Jといった

ものに留まるものではなく、「国民」の側からの、一つの理想に向けた自発性を含むもの

であった。その意味では一つの「活私Jであった。筆者は結局、戦前のは悪しきものだ

として、いわば閉じ図式内でそれに対して内容的に別様に(よき「公J)を説いている、

と評者は見る。評者としては、やはり「二元論Jを採らざるをえないと考える。「私Jに

は「公Jを否定する側面が残らざるをえなし、からである。それを軽視して「私」の公的

発現を志向するなら、その「公Jはいわば「私的公Jとならざるをえないと考える。換

言して、「公Jの構成要素としては、いかなるものであっても人間の自己「理想」を語る

べきでないと説きたい。ロールズがその政治構想、から「包括的教説J を切り離そうとす

るのも閉じ趣旨である。筆者がロールズに対して批判的であるのはすでに窺えるが、そ

うであるのなら、共同体主義あるいは車越主義を採るのか否か明示して欲しい。これら

は、自分の理想という(拡大された) r私」を cr公j として)説いていると評者は見る

からである。あるいはまた、ロールズには共和主義(彼の枠組みで言うなら人間本性論

的ではない政治的徳の主張)の要素もあるが、それに対してはどういうスタンスを採る

のかも明示して欲しいところである。いずれにしても、「活私」概念のさらなる明示を要

請したい。(唐突であるが、「隠れて生きよ」という場合のエピクロス派の立場にどうい

うスタンスを取るのか語って欲しい。というのは、筆者が「ミーイズムJを批判すると

き (0三O頁)私的在り方そのものを批判しているように思えるからである。それに対

して評者は、私的在り方そのものではなく、それが他者に悪を結果する場合を問題とし

ている。そして逆に、人が公的であって他者に悪を結果する場合をも問題として、そこ

に一 「私j を多義的に使用することにはなるが一 「私的公Jというカテゴリーを設

定したのである。)

「民の公共Jについて

筆者は、「お上J r官Jの公共に対して「民の公共」を対置している。そしてその具

体化のーっとして、「中間団体による公共世界の創出J(一八八頁)が説かれている。し

かし評者は、その内部では人は自己利益超越的であっても、基本的に「中間団体Jは他

に対しては集団利己主義的にやはり利益集団でしかありえない、と見ている。また、そ

ういうものとして、国家が個人の利益を蝶閉することに対しては共同して個人の利益を

防衛するという側面をももち、その点では一定の意味をもつことは認めるが、それ自身

は公共性とは別の事柄である。また、「中間団体Jもその内部において権力関係をもち、

国家にはそこから個人を保護するという側面もある。いわば(よき中間団体〉の活動(お
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よび、それを担う人の「バランス感覚J(一四八頁))ではなく、そうした国家一中間団

{本一個人の適切な制度的バランスが重要であると評者は考えている。

「民の公共」として評者は、「公共的コミュニケーションJのほうを評価したい。その

具体的形態としてたとえば「コンセンサス会議」が言及されているが(一九六頁)、会議

の参加者たちが(カントの「理性の公的使用J論を待つまでもなく、理念的には参加者

は一個人であるべきだが)仮に各個別集団利害を代表するものであるとしても、そこで

はーたとえばハーパマスにおいて明示的であるように一単なる意見表明を超えて、

その理由づけ=正当化が求められるからである。しかし、さらに議会を理想化して「コ

ミュニケーションJの場とするという、「政治Jの一種の「哲人政治」化は、筆者もまた

単なる「理想主義Jとして拒否するであろう。デモクラシーは民意に基づく政治の体制

であるが、リベラル・デモクラシーでは、投票がそうであるようにその民意表明は基本

的に正当化を要しない。そうした民意が根底において「政治」を担うとして、「コミュニ

ケーションJは明確にそれとは独立したものとして位置づけられるべきだと考える。

あえて批判的なコメントとなったが、それは、対論を理念としてそもそもコメントは

批判的であることが“礼儀"であると考えているからである。評者も、公共性の哲学と

いう基本スタンスは共有するものであり、さらに展開されていくであろう氏の議論に今

後も注目し続けたい、と最後に述べさせて頂く 。
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いかなる倫理が「私j を超えうるのか一一公共性と倫理一一

安彦一恵

[001] 共編著『公共性の哲学を学ぶ人のために~ (世界思想社、 2004)r序論」で我々は、

「公共性Jのいわば諸レヴェルを理念化的に取り出すために、「経済性Jr倫理'性Jr政治

性J(および「文化性J)の諸次元を区別した。本書では、この諸次元について各論者に

論じて頂いたが、本稿は、(まず) r倫理性」の次元での「公共'1生Jについて自らも考え

てみようというものである。

[002] 英語で言うなら「公共的」はがpublic"で、あるが、それについては"political"と

等置する理解もみられなくない。特に日本では、"public"="official"という了解が強く、

その officialな場としてHpolitics"があるからでもある。この"politics"として考える

場合、「倫理Jはいわば墜塗倫理として問題とされることになる。「政治倫理」は一つの

語として慣用的に使用されているところでもあり、公共性の場である「政治」、端的には

その担い手の「政治家Jについて、たとえば腐敗といったその問題性の克服として倫理

が強調されてもいる。しかしわれわれは、そもそもの public= official という考え方、

あるいは、 publicについてのそうした側面への切り詰めを否定する。(1)Hpublic"とし

てわれわれは、まさしくがprivate
H
の対極の在り方を了解する。"private"の対極として

のHpublicHという在り方が「倫理Jのかたちでも存在すると考えるのである。

「政治j と「倫理J、「経済」と「倫理j 一一「倫理Jの規定のために一一

[101] しかしながら、「倫理」とは何か。そもそも「倫理」の意味が解明されているの

でなければ倫理的公共性について適切には問えない。倫理的公共性の議論には、「倫理J

の規定が必須の前提課題となる。

[102] r法と道徳Jといったことがよく語られる。言葉遣いを統一するためにいま後者

を「倫理」と言い換えるが、人の行為がなんらかの規則との関係にあるとして、その規

則の別として「法律Jと「倫理J(的規則)とが対比されていると見ることができる。し

かしこの両者は、その規則の内容の点で異なっているのではない。どのような内容の倫

理的規則であっても同時に法律でありうる。また逆もありうる。通常もこの両者は、規
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員Ij内容ではなく、行為へのサンクションの観点から区別されている。端的な場合で言う

なら、倫理規範への違反の場合と異なって法律違反には必ず処罰が伴う。法律は違反規

定を必然的に伴っている。それは同時に、その違反への処罰を現実化する一つの力=r権
力Jを前提とすることである。

[103J 人々の相互の関係態に即して、通常、この「権力」性をもっ関係態が「政治Jと

して了解されてもいる。厳密に言うなら、法律をもたない権力的関係態 r政治Jもあ

りうる。(絶対的)支配者の命令にのみ基づく人々の関係態がそうである。その場合も含

めるのなら、この権力性そのものによって「政治」が規定可能である。ここから、権力

的関係態 r政治Jに対して、そうでない関係態として「倫理Jを規定することが可能

である。

[104J しかし逆に、「倫理的命令Jということも語られうる。たとえばカントは、人に

対する道徳法則の性格として「命令j 性を説いている。このこととも関連するであろう

が、ちなみにカントは、(命令性をもった)法則に対する笠ど左の観点から、「適法性

(Legalitat)J (行為が単に法則にかなっていること)に対して「道徳a性(Moralitat) J (右

に加えて、法則にかなうことそのものが動機となっていること)を区別している。しか

しわれわれは、この区別についてはかなり懐疑的である。「適法性Jr道徳性Jという区

別そのものでは「倫理Jの規定として弱すぎるとわれわれは見ている。

[105J それゆえでもあろうが、カントは他方で規則そのものの次元で、 r(単なる)格律」

との区別において「法則」を規定し、そこから倫理性に迫ろうともしている。格律・法

則の区別のポイントは「普遍性」というところにあるが、 R.M・へアがこの線で「倫

理」の分析をより展開するかたちで提示している。われわれは、このへアの議論に、右

の権力(不在)性に基づく「倫理J了解とも関連していく有力な「倫理J規定の手掛り

があると見ている。

[106J へアは、(われわれの議論に合せるかたちで説明を簡略化するためにこの語を用

いるが) r規範判断」を(単なる) r命令Jから区別する。前者も「命令J性(彼のター

ムでは「指令性(prescriptivity)J)を含むが、同時に、逆に後者が含まないものとして

「理由」性を有すると説く。そして、規範判断が「理由Jを伴うということは、それが

「普遍化可能(universalizable)Jであることである。「理由Jを伴うということは、「規

範判断Jが「……であるからxxすべし」という“含み"をもつことであるが、そこか

ら、「・・・…である」ことが当てはまる全てのケースについて rxxすベし」が必然的に導

かれるからである。
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[107] へアはさらに、この「理由Jについて、そこに「個体」への言及が含まれている

場合とそうでない場合とを区別する。前者の場合、その「個体J として「私Jが言及さ

れているとき、たとえば「私の利益になるから(全ての同様のケースについて) xxす

ベしJという利己主義的判断が可能となる。それゆえさらに、「理由Jに「個体Jへの言

及が含まれる場合の「普遍化J と、そうではない場合の「普遍化」とを区別して、後者

のみが倫理的なものであるとされる。(この「個体Jは、逆にいわば特定利他主義的に「あ

なた(のみ)Jや、特定の誰々氏でもありうる。へアはそれらすべての言及を倫理から排

除することになる。)そして同時に、法的なものを前者に分類する。法的な規範判断は必

然的に法律への言及を含むが、その法律は必ず、それを施行している或る特定の一ーし

たがって「個体Jである一一国家への言及を(非明示的にせよ)含むからである。 (2)

[108] われわれは「権力'性」をもって、政治と倫理とを区別しようとしているが、「倫

理」が「理由」性をもっということはこれと整合的である。「理由J性をもっということ

は、行為者・判断者がいわば「理由」に拘束されるということであって、そのことによ

って(普遍性へと)恋意性の発動を妨げられるのであるが、言うまでもなく、権力性と

はその核心において、他者に対する意志(内容)の強制であるからである。ここから見

るなら、「法Jは国家の意志を基底としており、その限りで「理由J性に限界をもっ。(国

家が制定したものであるなら、「理由Jの存否に拘らず法は妥当する。)意志強制性をも

って権力性とし、したがってまた政治性とすることには、異論もありえよう。しかしそ

れは、権力を officialなもの(r公権力J)として考えているからである。実際、フェミ

ニズムの文脈で、「個人的なことは(も)政治的である」と語られたりもしている。換言

するなら「倫理」とは、消極的には、意志(強制)性の不在でもって性格づけることが

できるのである。人々の関係として言うなら「倫理」とは、相互の意志強制を含まない

関係態なのである。

[109] しかしながら、この点から見るなら「経済Jも同様である。市場における相互関

係は、まさしく自由な(売買の)相互関係である。では次に、この「経済Jからは「倫

理Jはどのように区別されるのか。両者の区別については、しばしば、経済が物質的な

ものに関わるのに対して倫理は精神的なものに関わると語られる。こうした見方に対し

てわれわれは否定的である。通常の市場においてたとえばサーヴィスも売買の対象とな

っているし、「市場j を広義で用いて「文化市場Jといったことも語られている。相互関

係において「財Jが対象になっていると見るとして、その「財Jが物質的なものかそう

でなし、かという観点から経済・倫理を区別するのは妥当でないとわれわれは考えるので

ある。「倫理Jとして言うなら、精神的なものを対象とする相互関係としてそれを規定す

ることはできないということである。
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[110J 物質的なものによる区別と多く重なるかたちで、明Ij益Jが問題とされることも

ある。「利益」追求を原理とする「経済j とそうでない「倫理」という区別がしばしばな

されている。しかし、「未Ij益J概念は多義的であって、必ずしも盤霊位利益に限定される

わけではない。実際、たとえばプラトンは「利益J概念を拡大するかたちで、いわば墓

の利益を措定し、それと倫理とを、後者は前者の実現に繋がるというかたちで結びつけ

ている。

[111] では、「倫理Jは何によって「経済」と区別されるのか。それは、端的に、利他

ないしは平等ということである。「経済Jが自己利益的行為を原理とするのに対して、「倫

理Jが原理とする行為は、端的に利他的であるか利己・利他中立的かである。その際、

「利Jは何であってもいい。ポイントは、利益の種類ではなくて、その「利Jに関する

「イ也Jないし「平等Jにあるのである。さらに「政治」との区別で言うなら、政治にお

いてはこの「他」および「平等Jの対象が本質的に他の(自)国民に限定されるのに対

して、「倫理Jはその限界を超えるのである。

二個人倫理の排除

[201J しかし、問Ij益J概念の諸種として区別が可能であるとなお説かれるかもしれな

い。盟霊位利益を求めるのが「経済J、端的には金堂という利益を求めるのが「政治」、

そして、プラトンあるし、はソクラテス的に重金利益を求めるのが「倫理Jというふうに。

(ちなみに、魂の利益以外の精神的利益を求めるのが「文化」だとも区別しうる。)しか

しながら、倫理的公共性を求める本稿の立場からは、われわれはこの区別には否定的で

ある。塾笠利益を求める在り方を「倫理Jだと仮に認めるとしても、それは本質的に盟

ム倫理でしかありえない。そういうものとして公共性の原理とはすることができない。

[202J 別稿(3)でわれわれは、「倫理Jを一つの個別活動性で、あるとする見方を批判して、

むしろ各個別活動性に対する一つの統制の在り方として「倫理Jを規定したが、この批

判は、利益概念を限定して塾笠利益を求める活動性として「倫理」を規定する見方にも

当てはまる。「倫理」とは、利益について、その内容ではなく、それが何であれその追求

企主主について、それを一定の方向へ統制するものなのである。右のへアが端的にそう

であるが、「倫理Jの規定において一般にも、利益概念を限定して特定(内容)の利益と

の関係で「倫理」を規定するという在り方に対してはメタ的であると言える、その高次

の平面で分析がなされている。端的にはこう言えるが、主笠利益ではなく、飽主金、あ

るいは両者を含んで金星0(あるいはなるべく多くの者の)利益を求めることが「倫理J
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であると一般にも了解されている。(自分の利益だけを求める) r利己主義Jの反対とし

て「倫理j が了解されているのである。へアの場合この「倫理」を表現するものとして

一一彼の場合、功利主義の含意として提示されるのだが一一「平等原理Jが提示される。

ここから見るなら、重宝利益を求めるもので、あっても、皇盆0)魂の利益の追求である限

りで、それは一種の利己主義だと言うことができる。実際、たとえばR ・ノーマンが、

プラトンを含んで古代ギリシアの「倫理」について「道徳的利己主義Jという性格づけ

をしている (4)。

[203] そうであるとして、ここでは論を別のかたちで展開したい。古代ギリシアでは塾

が有意化されるわけであるが、現代においてはそれはむしろ「アイデンティティ」や「意

味」として説かれている。つまり、「アイデンティティ」や「意味Jの実現を求める活動

性が「倫理j であると説かれている。たとえば Ch・テイラーが前者、 B-ワィリアムズ

が後者の具体例である。そして、それらにおいては、右のへアのような功利主義では人

は単なる「利益J受容体一一ベンサムのような快楽主義的功利主義では快楽の受容体一

ーであることになるという批判がなされてもいる。この批判については、その「アイデ

ンティティ Jr意味Jの実現が一つの「利益Jの事柄であるとしえるので、反批判可能で

あるが、詳論はここでは措く。そうするとして逆にわれわれは、そうした在り方の主張

は、公共性を問う場面では一つの誤り、いわば「自己論的誤り Jであるとして退けてお

きたい。公共性を問題とする場面においては、「自己Jの在り方を問い、自己の在り方の

ーっとしての「倫理」を原理とすることは誤りなのである。

三 自由主義と共同体主義一一二つの倫理的公共性(主張)一一

[301] しかし、ここで反論が予想される。「アイデンティテイ Jにせよ「意味Jにせよ、

(たとえば「日本人Jというアイデンティティとして)個人的なものではなく共通のも

のとしてある。そうしたものの志向は、そこでまさしく「共通'性Jが有意化されていて、

それこそが公共性を構成しているのだ、と語られうる。だが、その場合(も)それは、

一つのメタ的なものである。そうしたものとしてそれは、また別の次元での議論を要す

る。

[302] 先にはメタ的なもの左して「平等性Jを挙げた。そして右のは共通性(そのもの)

への志向である。共に、それぞれ「平等性Jr共通性」を「価値Jとしていると言うこと

ができるが、そう言うとしてもそれはメタ「価値」である。そうだとして、同様メタ的

なものとして、これ以外の価値も挙げることができる。そして、その価値の追求として
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多様な「倫理Jを考えることができるかもしれない。先には「平等性Jを端的に「利益

の平等性Jとして考えたが、各人は各利益の追求の権利を有するとして、その権利の平

等性を挙げることもできる。利己主義であっても、(各人はそれぞれ自分の利益を追求す

べしと説く)いわゆる「普遍的利己主義」に即して、人々のその利己的関係態が内含す

る価値として「競争Jr闘争」といったものを挙げることができる。「倫理Jとして言う

なら、ここで「ニーチェ的(英雄的)倫理Jといったことを言うこともできょう。

[303] しかしながら、これらのメタ的価値追求の在り方は、すべて倫理的公共性の原理

でありうるであろうか。公共性の原理ではあるとしても固有に盆翠色公共性の原理であ

りうるであろうか。先の議論を踏まえて言うが、ポイントは権力性にある。端的には「競

争」について問えるが、「競争Jの必然的帰結としてある勝者・敗者の別に即して、そこ

に強者の「名誉」が想定される場合、それは敗者に対して勝者を賞賛すべしということ

を伴うので一つの権力'性を内包する、とわれわれは考える。したがって、(ニーチェ的)

競争主義は、固有の意味では倫理でない。公共性を構成するとしてもそれはむしろ「政

治的公共'性Jである。(であるから、「アゴーンJ という競争を説くアーレントもそれを

「政治」として語っているのだとみなせる。ちなみに斎藤純一は、その競争の場に「現

れることJをもって「公共性Jの核心であるとしている (5)0) 

[304] 検討が必要なのは共通主義である。普通の用語で言うなら、これはいわゆる「共

同体主義」である。そこでは、一定の共通の価値一一これはし、わば一次的価値である一

-0)5.皇室が、それ自身メタ価値とされている。これについては、二点で権力性=政治性

の存在の嫌疑をかけることができる。一つは、共通のいわば範囲である「共同体」から

見て、自分の共同体を他の共同体に対して優位化しているのではないのか、ということ

である。右に個人間について述べたことが共同体間の次元で言えるかもしれないのであ

る。これに関連するかたちでC・ムフは、共通アイデンティティの志向に伴う我々・彼

らの対立性を「政治」の本質としてむしろ積極的に説いている。もう 一つは、一つの共

同体の内部における他のメンバーとの関係に即したものである。全メンバーがし、わば自

然的に(最初から)共通の同じ価値を志向しているのであるなら問題ないが、そうでな

い場合、共同体主義は、他者に対して(私が志向している)価値を求める三主であると

説くことになる。言うまでもなく、ここには一つの権力性がある。

[305] 端的には西部遁が、自然的志向を排して共通価値を志向することこそが(単なる

「社会的欲望」を超えた)真の「公的欲望Jであると説いている (6)。その場合、この「ベ

しJという命令性は自らにも当てはまることになるが、それでも命令性が、かつむしろ

本質的なものとして説かれていることになる。そしてわれわれは、それが他者に向けら
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れるとき、それは一つの権力性であると見ている。われわれはそれを個人の自由性の否

定であると見るのだが、ただし共同体主義は、(I・パーリンの用語で言うなら)ここで

「積極的自由」概念を援用して、そうした強制は自由の否定ではない、と説く。だが、

その場合の「自由」は、[自由主義(liberalism)Jとしづ場合の「自由」ではないし、共

同体主義自身も「自由主義」の言う「自由」を「消極的自由J(これは本質的には、人の

自然性を承認し、それに対する束縛をできるだけ否定するものである)であるとして批

判している。

[306J われわれ自身は「自由主義」に定位するが、それを措くなら、ここで二つのタイ

プの倫理的公共性の原理を確認することができる。これが、本稿の最基本的主張である。

倫理的公共'性について見解が分かれるとすれば、それは、この「自由主義」対「共同体

主義」という基底的対立に因るのであって、論をこのレヴェルにまで還元することが重

要だということである。

[307] そうだとして次に、一一われわれが「経済Jとの区別に如、て取り出した一一「利

イ也Jあるいは「平等」の志向は、共同体主義の場合と同じように、権力性の存在の嫌疑

を受けないであろうか。われわれは「利他主義」のありようによっては、その可能性が

あるが、それが何であれ他者の自然的利益を優先するとしづ種類の利他主義である場合

(これは、「非ーノ〈ターナリスティックな利他主義j と概念化できる)はその嫌疑を免れ

る、と考える。(rパターナリズムJ概念は包括的であって、われわれもすべてのパター

ナリズムを退けるものではない。ここでは、少し限定化的に、次のようにだけ付言して

おく。人が自らもっ欲求一一これを「自然的J欲求左も呼んでいるのだが一一の尊重が

「自由主義Jの基本である。先の西部を典型に、これを「価値のある欲求をもちなさしリ

として否定するのがいわゆる「モラリズム」であるとして、こうした“否定"のかたち

で他人に介入できるとするものも「パターナリズムJと呼ばれうるが、これに対して、

人がその欲求の実現と矛盾する行為をしようとしているとき、かっそのときに限ってそ

れに対して介入してもよいとする立場を「パターナリズム」と呼ぶこともできる。われ

われは後者の「パターナリズムJは否定するものでない。誤解を防ぐためにもう一点付

言するが、ここで言う“尊重"の対象は、別の人に危害を加えることのないものに限定

される。ミルのいわゆる「危害(防止)原理」の制約が当然課される。しかし、この危

害防止的介入は通常も「パターナリズムJの問題ではない。逆に言って西部は、他の人

に危害を加えることのないものの範囲で価値ある欲求とそうでない欲求との区別をして

いる。そして、この区別の根拠が介入者の、その者自身の価値観による意志なのである。)

われわれは利他主義をこの利他主義に限定して倫理的公共性を主張したい。
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[308] 平等主義についても、これに相当する平等主義に限定して考えたい。平等原理の

側面から見るなら、ベンサム型の古典的功利主義はこのヴァージョンの平等主義を含む

ものである。そしてそれは、換言するなら自由主義を含むということである。(初期の)

へアでは、これが明瞭である。彼は同時に、「倫理Jを「功利主義的倫理Jと「理想主義

的倫理Jとのこタイプに分類し、自らは前者を採って明瞭に後者を退けている。彼が言

う「理想主義」は、われわれの言う(一次)r価値」の特定のものを有意化し、自分の「利

益Jに反する場合も含めてそれを「利益Jに優先させるものである。彼の場合、それを、

「利益J を(自らの利益をも) r理想」に服従させるものとして(反自然的な) r狂信j

と呼ぶが一一一へアは「理想」の具体例として「ユダヤ人のいない社会Jを挙げ、「殺され

ないJという(基底的) r利益j よりも「理想」を上に置くことを、たとえ自分がユダヤ

人であると(分かると)しでもそのようにするという場合に即して「狂信Jと呼んで、い

る一一一、われわれはその「権力性」を問題としているのである。

[309] へアは「道徳的論証Jの「四要素Jとして、「論理j に加えて「傾向」ないしは

「利益Jを挙げている(他の二つは「事実Jr想像J)。前者は、「道徳判断の二つの特徴J

r指令性Jr普遍化可能性」に「対応するJものである。これ(ら)は一一用語は異な

るが一一カントも挙げるものであるが、へアは「倫理J(という「道徳的論証J) の要素

として、これに加えて「利益」をも挙げているのである。へアは、 u理想Jに定位して)

「利益Jを無視する判断であっても普遍性をもちえ、したがって「倫理Jではありうる

とするのであるが、「利益Jの重視を加えることによって「倫理Jを功利主義的に限定し

ている。通常のイメージでは、「利益Jを「自己利益」として問題としつつ、むしろ「利

益」を排して「理想Jに定位することが「倫理的Jであるとされているが、へアではこ

れが逆になっている。へア自身は、当然であるが「利益Jの自己利益への限定を外して

(功利主義的総和主義として)関係者すべての者の利益の最大化として「倫理Jを考え

つつ、利益の無視をいわば不自然として批判するわけであるが、われわれは利益の無視

に「権力性」を読み取っているのである。

[310] これには異論が予想される。したがって、いま少し具体的な説明を付け加えてお

きたい。今われわれの前にケーキが一切あるとする。私がケーキを食べたいので「あな

たは食べるべきでなしリと主張するという場合もあるが、いま問題としている「権力性J

はこれに伴うものではなく、たとえば、私が“日本主義者"として発する「あなたは日

本人なので(西洋の)ケーキを食べるべきでなしリといった発言に伴うものである。後

者は、私も日本人であるとして、「私も食べるべきでなしリ(したがって「我々は食べる

べきでないJ)という含みをもっとき、普遍性をもった判断=(理想主義的)道徳の判断

でありうるが、しかし、そこには前者の場合よりも強い「権力性Jが伴っていると言い
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うる。前者の場合、通常は、「申し訳ないが」といった悪の自覚を伴うのに対して、後者

では(r理想」性からくる) rこれは正当なことだJという含意が伴われるからである。

あるいは、先 ([108]) に「理由J性による普遍化から帰結する意志制約性を述べたが、

「理想Jがその「理由Jになるとして、それによる普遍化は一一「理想Jが自分の意に

反したものであるなら別でありうるが、それは「理想」ということに矛盾したことであ

って、「理想、」は且盆O)r理想Jであるのが通常である一一ーむしろ意志拡張性だとも言い

うる。そもそもさらに、前者の判断は利己主義的な判断であるが、いま比較の対象とな

るのは、そうしたものでなく功利主義的タイプの「倫理Jであって、そこでは結局一一

共に等しくケーキを食べたいと思っているとして一一 r(半分づっ食べるとして)あなた

は半分だけしか食べるべきでなしリということになり、「権力性j をもっとしても、全部

食べたいという欲求に対する「半分しか食べるなJという意志'1主主で、あって、これに対し

ては後者(理想主義)の「権力性」ははるかに大きいものである。

[311] r倫理Jを二タイプに区別する際へアは、「手iJ益Jを通常のイメージで物質的な

ものとして考え、それに対立するものとして「理想Jを考えているが、われわれは必ず

しもこれに拘束される必要はない。 箆盟企へア(たとえば『道徳的思考~)も、「理想、」

の実現をも「利益」に含めるかたちで「矛iJ益J概念を拡張して考えている。(前期でも、

「欲求Jの側面から、通常の「欲求Jに対して、 rr欲求Jの広い意味」もあり、その場

合「理想に相当する」欲求も含まれる、としている。)いわば「理想主義」的成分を取り

込むかたちで一般功利主義とでも呼べるものを一一「選好功利主義」としての功利主義

の再規定とも関連するが一一説いている。これについてわれわれは必ずしも肯定的では

ない。同じく「欲求Jと呼ぶとしても、「理想」への欲求と「利益」実現への欲求との区

別がなお有効であると考える。われわれはここに、自然性を基準として、自然的な欲求

とその否定を伴う欲求との区別をしているのであるが一一厳密には、いわば逆方向で、

反一自然的な欲求として「理想」への欲求を規定しているのであるが一一、しかし後期へ

アの場合でも、「日本人はケーキを食べなしリという「理想Jに対する私の欲求が「ケー

キを食べたし、Jという相手の欲求より強いとき、「あなたはケーキを食べるべきでなしリ

が正当な判断として発話されることになるが、形式的に見て、その正当性はいわば「ケ

ーキを食べたしリという相手側の欲求の分を差し引いた残分であって、「理想主義的倫理」

における判断の場合より「権力'性j は少ない。この「倫理Jの下では、「理想Jへの欲求

は一一単に、その方がより強い欲求であるということでなく一一まさしく端的に、それ

自身正しい欲求であって一一右に「後期へアに対して必ずしも肯定的ではなしリと述べ

たのは、「理想(主義)Jのこの比較衡量超越'性とでも言えるものが汲み取られないこと

になるからである一一、その主張には、自然的欲求配慮分の差し引きが含まれなし、から

である。
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四 愛について一一倫理的公共性の本質へ一一

[401J r倫理Jのかたちとして「愛Jが一般にも説かれるが、われわれは「倫理Jにお

いて「愛」が特別の位置を占めると見ている。そしてそれは、「愛Jが利他主義・平等主

義と本質的に関係するからである。もちろん「愛Jにも多様なかたちがある。しかしそ

の本質は、相手をそのまま尊重することである。一部の「共同体主義Jが説くところで

もある「承認」をその具体的形態として了解する可能性もなくはないが、「承認Jの場合、

たとえば相手の「アイデンティティ Jを、厳密にはそれを構成するに足る、その意味で

特定の「価値」の担い手として相手を承認するというところがある。アイデンティティ

構成者であるので、端的にはその価値はなんらかの一貫性をもったものでなければなら

ないことにもなるが、その場合、相手に対して「一貫性をもて」、またたとえば「ふらつ

かないでアイヌ民族の一員であることを自覚せよJというかたちで或る強制性が出てく

る、とわれわれは見ている。われわれが本質において了解する「愛」は、そうした制約

を一切付さない。その意味で無条件のものである。そういうものとしてそれはまた、「情

愛」的なものでない。これは、相手に関する特定性が本質となっていて、その限りで選

別・排除的である。それは換言するなら、(情)愛の主体の意向が働いていることである。

そして、その限りで「私」性が関与していることである。これに対してわれわれの言う

「愛Jは、「無私」のものである。通常の用語を用いるなら「博愛(charity)Jに相当す

ると言いうる。(ちなみにイエスの「隣人愛Jも、誰主量生玉、かっ何者であれ私の目の前

に現われる者への愛として、非一選別・排除的であると解釈できるかもしれない。)

[ 402J そうしづ意味では、われわれの言う「愛Jは、むしろ「連帯Jに近いと言えるか

もしれない。しかしながら、「連帯Jでは共同である(連なっている)ことそのものが目

的化されていて、この点で利他・平等志向は異なる。後者は、自らがそう志向するとい

うことであって、皆がそうである状態を志向するわけではない。それに対して連帯志向

とは、単に自分が連帯を志向するということではなく、いわば皆が連帯志向的であって、

そこに連帯が実現されていることを求めるものである。こう見るなら、(皆が利他的であ

亘よよを求めるならそれはもはや利他ではなくなってしまう「利他J とは異なって (7)) 

平等志向には微妙なところがある。「平等志向Jには、且会が自他を平等に扱うという場

合と、皆が平等的である状態を求めるという場合の二つがある。このうちわれわれが倫

理的公共性の原理としうるのは前者のみである。後者の場合は、「連帯J志向と基本的に

は閉じになる。この前者の平等志向と利他は、そうした共通性を非目的化する。

[ 403J ここには「倫理」の(論理的)本質に迫るところがある。「連帯Jにせよ「平等J

にせよ、あるいは、それを含んでなんらかの「共通性」のその立墜を志向することには、
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志向者がその状態を享受する左いうところがある。その意味では、「状態Jは一つの「利

益J(対象)である。そして、そういうものとして、この連帯・平等志向はその志向者の

"privacy" 私性)であると言いうる。「状態Jは共通のものであるといっても、その享

受という側面から見るなら、たとえば共通享受主体という、その意味で publicな主体と

いったものはありえず、享受はあくまで、共通の事態(利益)を各人が、共通にではあ

ってもそれぞれ各自的に享受しているにすぎなし、からである。享受は本質的に「私的」

なのである。そして「利他J(および平等な取り扱し、)とは、「利己1の反対として、ま

さしくこの"privatism"を有しないことなのである。「情愛Jでも、その「愛 (J)盟盛に

おけるなんらかの利益(たとえば「暖かさJ)の実現が本質的構成分となっていて、そこ

に一定の利益状態が有意化されている。これに対して r(博)愛Jは、「無私Jのものと

してそれもまた、そのような"privatism"を有しないことである。ここに、利他(および

平等な取り扱い)が「愛Jと本質的な関係にある所以がある。

[ 404J しかしながら、「利他」で、あっても、他を利するというその志向そのものが利益

対象となりうると反論されるかもしれない。だが、そうなるとしてもーーその場合「純

粋な(pure)利他主義」となる。そうならない場合は「真正な (genuine)利他主義」である。

逆に、利他の志向に伴なう自己利益企乏が目的となっている場合は、一種、「利他」を手

段とする「利己Jであって、なお利他主義と言うとしても「不純な利他主義Jである。

上記共編著所収拙稿参照一一、それは、志向そのものを利益とするといういわば且且宣

亙的な利益対象化であって、右の、志向の対象である「関係Jの利益対象化とは異なる。

われわれは、この自己言及的な利益対象化は、そのものとしては「倫理」であることを

損なうものでないと考える。問題は、あくまで他者との関係にあるのであって、「共通性」

の「状態Jの志向は、その「共通'1生」の「関係」という「私」を超えるもの一一ーなぜな

ら、「関係Jは盤主よ2関係であるからであるーーが、利益対象化として私有化されてい

るとわれわれは批判しているのである。 cr純粋な利他主義」の場合も、一つの転倒態と

して、「利他Jを通した「共感Jの喜びが目的となるときは、一一、相手の利益享受を私

がひっそりと喜ぶといったことに対して、いわば相手を「共Jへと誘うものとして一一

この批判が当てはまる。向上拙稿参照)

[405J r共通性Jは人と人との関係を含む。「共通a性Jの「状態」の志向は、この「関

係Jを一つの目的とすることでもある o ここで、そうした目的化をもたない r(博)愛J

は、「関係j という、その意味で(問主観的な)公的な場に定位することの否定として、

まさにそれゆえ(関係非有意化的)に非一公共的だとみられるかもしれない。しかし、実

は逆である。「関係」の目的化は、他者を「目的Jとして遇するといったこととは別であ

って、その他者との関係において他者をいわば自分に引きずり込むことである。逆説的
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に聞こえようが、他者との関係の目的化は、それの私有化としてそのほうが非一公共的な

のである。(先に「自己論J的倫理を「個人倫理」として批判したが、そうした倫理が「関

係Jにおいて説かれるとき、必然的にこの「私有化Jを結果する。) r愛Jはそうした私

有化をもたない。そういう意味で、「愛Jは倫理的公共性のまさしく核心なのである。

[ 406J こう言うなら恐らく、それは「私j を実体化的に「関係」から切り離すことを前

提とした議論だ、と反論されるであろう 。しかしこの反論は、逆に「私Jについて共同

体主義的自己観を前提としたものだと言いうる。これに対して、われわれは自由主義的

自己観を前提としている。たしかに、共同体主義的自己のほうが“豊かな"自己である

とは言えるかもしれない。しかしそれは、いわば人間性の点においてであって、より倫

理的であるわけではない。(われわれの考え方では、「倫理性」と「人間性Jとは別の事

柄である。その限りで、「倫理的であることJは一種「非一人間的」だと言ってもいい。

このことを嫌って、逆に「倫理Jを「人間性」から考えようとする場合もあるが、われ

われをそれを「人間主義化的誤謬Jとでも呼んで退けておきたい。)そして自由主義であ

っても、そうした豊かな人間的関係そのものを否定するものではない。ただ、それを基

本的に「私的」なものと捉え、それを「公Jの構成原理とすることを一一「公Jの私有

化だとして一一否定するのである。(r立場Jから独立に純粋に個人として「理性を使用

することJを「理性の公的使用Jとしたカントも、その点ではわれわれと一致する。)わ

れわれは、ここでも自由主義か共同体主義かという基本対立に議論が還元されるのでな

ければならないと言いうる。

[407J r博愛」については、「倫理Jとして達人倫理的であるという異論もありえる。

したがってわれわれは、この場合一一平等志向に限ることになるが一一長期的に皇旦型

益を確保するために平等倫理を守るという可能性も認めている。(したがって「平等倫理j

は、端的に平等を志向するものと、長期的利益の確保のために平等を志向するものとに

区別されることになる。)しかしそれ(右の後者)は、タイプとしては「経済」的なもの

(r倫理」と言うとしても、いわば「経済の倫理J)とすべきであろう。また、一定の権

力性を引き受けて諸種の「政治Jに定位しなければならないという可能性も認める。し

かしながら、タイプとして「倫理的公共性Jを措定するのなら、(右の前者の「端的な平

等志向」に加えて) r博愛Jの現実性を語るじかないと考えている。

[ 408J そしてそもそも「倫理的公共性」を別カテゴリーとして措定するのは、「経済J

が平等主義に留まって利他の余地をもたなし、からであり、(あるいはさらに、その「平等J

の実現の点で必ずしも万全でなし、からであり、)また、「政治Jは「権力J関係維持に相

当のコストを伴うのに対して、「倫理Jはそのコスト分を削減することができるからでも
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ある。そうしたものとしてわれわれは、倫理的公共性を強調しておきたい。

註
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第二部 応用論的研究



環境問題解決における「経済j と「倫理j

環境の倫理学として問う一 (一)

安彦一恵

“Economics" and “Ethics" in Solving the Environmental Problems 

--from the Position of “Environmental Ethics" 一(1)
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[01] 環境問題は人間の経済活動によって出現したものである。経済活動は人類の発生

と同時であるが、しかし環境問題は端的には近代世界に固有のものである。近代世界の

特徴は、 一人口の爆発的増加を伴ってーその経済活動の水準が飛躍的に上昇したと

ころに在る。それは、経済のシステムが相対的に自立的となったことに大きく拠ってい

る。だが他方、経済活動も、一つの物質的活動として、「自然J= (それを人聞から見る

場合「環境Jであるが、その)r環境Jとしづ基盤の上に初めて成り立つものである。し

かるに、まさしく自立的システムとなったことによって、この制約性は無視され、富の

増大を目的としてシステムは最大限に作動される。これが即ち「経済主義」という行き

方であるが、その展開に従って、やがて経済活動が「環境Jに限界を越えた負荷をかけ

ていくことになる。そしてそれが現在、経済活動がそもそもそのためのものであった人

間の生活に一つの危機をもたらすに至っているのである。この事態を解決するには、一

自然科学として、「生態学J等でこの「基盤」としての自然を解明し、かっ技術的に、「基

盤Jをまさしく「基盤jとして適切に機能させるための「技術」を生みだしつつ--1) 人

間の経済活動を対象とするのが「経済学Jであるとして、それをこの自然的制約性を組

み込んだものに改める必要があり、かっ、 2) 基底的には人間の経済的欲望が経済活動の

動機であるとして、欲望、ないしはその過剰を規制するものとしての「倫理」を再び前

面に出して、その下で経済活動の適切な統制を考えなければならない。この要請を満た

すものとして、前者から「環境経済学J、後者から「環境倫理学Jが、そして、規制は各

種の「法J的規制のかたちを採る必要も在るので併せて「環境法学Jが展開されなけれ

ばならない。環境問題の社会的側面について大体はこのように了解されていると言って

いいであろう。 l

I この“三本立て"については、例えば下記 ([11])の書の p.6参照。
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[02] 本稿は、 「環境の倫理学Jとして、この基本了解をまさし基本的には認めつつ(も)、

しかしそこには問題性が含まれていることを指摘し、その克服の方途を提案するもので

ある。具体的には、「経済と倫理Jという(まさに核心的)問題に焦点を当てて考察を進

めていきたい。「倫理学Jが現行の学問体系では「哲学Jの一分野とされているとして、

「環境」を「倫理J的に問う分野として「哲学Jのさらなる下位分野として「環境倫理

学Jが在るとして、この作業は哲学として 「経済Jr倫理Jの概念分析を行うことを第一

の課題とする。倫理学として言うなら、これはメタ倫理学的作業ということになる。し

かし我々は同時に、一定の規範倫理学的考察をも行わなければならないと考える。それ

は、環境問題を解決しなければならないと説く「陣営Jの内部に規範倫理的対立が在っ

て、むしろそれが問題未解決を結果しているという側面も在ると見ているからである。

「環境問題(解決)を無視・軽視している陣営Jがなお多数派であり、この現状が問題

未解決の基本原因である、 「倫理Jを説くことによってこの現状を改めなければならない、

という理解が一般的には強いのだが、事はそう単純でない。換言するなら、環境問題は、

啓蒙や運動によってのみ解決されうるものではないのである。だが一般的には、残念な

がら、「環境倫理学Jは専らそうした啓蒙的・運動的任務を担うものとして了解されてい

る。このこと自体が一つの問題性であると我々は考えている。高Ij題において「環境の倫

理学Jという表記を採ったのも、「環境倫理学」に対してそうした問題的了解がなされて

いる以上一欧米で“environmentalethics"と語られるときはこの了解性はそれほど

でない。したがって、これは「日本的特殊'性Jであるとも言っていいであろうが、そこ

には「倫理(学)J教育に関する日本的特殊性が反映されてもいる2 一、それとの相違

を示しておかなければならなかったからである。

ー プリマックの(社会理論的)主張

[11] 議論を一定水準から始めるべく、上の「一般的理解Jの事例として、生態学、厳

密には、人類の生存ということを基軸に置く限りでの生態学ーしたがって、「環境Jが

人間にとっての環境であるとして、「環境生態学Jと言いうる限りでのーのものとして

教科書としても定評の在る Primack， R. B. ，Essentials of conservatiω 

biology，Sinauer Associates Inc.Publishers， 1993のいわば環境社会理論的部分を要

約・紹介することから始めたい。(なお、本書の「日米版」とも言いうるものとして小堀

2 これは、実は、より広く日本の「社会科教育Jの特殊性でもあるのだが、そのことと一

体となっている日本における r(民主)社会J理解の特殊性をも併せ論じたものとして、拙

稿 rr公民」教育としての「社会科J教育Jを参照頂していただきたい。(なお、以下も同様

であるが、拙稿関連についてはホームページ:www.sue.shiga-u.ac.jp/~abiko/ を見て頂き

たい。)
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洋美との共著『保全生物学のすすめ』文一総合出版社， 1997が在る。基本的主張は同ー

であるが、環境社会理論的部分はかなり省略されている。)

[12J ポイントとなる部分をテーゼ的に纏めて(翻訳)紹介する。本書は生物多様性の

保全をテーマとするものであるが、我々の議論においては、「生物多様性Jは「環境Jと

読み変えて了解して構わない。

1 ) r標準の経済学は、事物に対して価値を割り当てる (assign)一つの方法を提供する。

事物は何であってもよく、生物多様性であってもその対象となる。ほとんどの場合にお

いて事物の経済的価値だとみなされているのは、人々がそれに対して支払う用意の在る

(be willing to pay for)金額の量である。……標準の経済学がもっ主要な問題性は、そ

れが自然資源には価値を割り当てない傾向に在ったということである。J(199) 

2) rこの短視的ノfースベクティヴを補修するために、一つの重要な新専門分野が展開さ

れてきている。それは、経済学、環境科学、公共政策を統合し、生物多様性を諸種の経

済分析で評価することを含んでいる。この専門分野は、環境経済学あるいは生態経済学

として知られている。……[生物多様性]保全に対して経済的根拠に基づいてよく考慮

された論証は、生物学的、倫理的、感情的の諸根拠に基礎を置く論証をしばしば効果的

に支えるであろう。J(199) 

3) r環境経済学の主要な焦点は、生物多様性の諸要素を価値づけるための方法の発見で

ある。経済的価値を割り当てるために数多くのアプローチが展開されてきている。……

McNeely (1988)とMcNeely他(1990)の枠組のなかでは、価値は直接的価値と間接的価値と

に区分される。前者は、人々によって収穫される生産物に割り当てられる。後者は、資

源の収穫ないしは破壊を含まないかたちで生物多様性によって提供される便益に割り当

てられる。J(202f.) 

4) r直接的価値はさらに、現地で消費される財の消費的利用価値と、市場で[買い手の

消費のために]販売される生産物の生産的利用価値とに区分される。J(203) 

5) r間接的価値は、人々に経済的諸便益を与えるが資源の消費を含まない生物多様性諸

要素に割り当てられる。これらの便益は、水質、土壌保護、レクレーション、教育、科

学的探究、気候の統制や、人間社会に対して将来の選択を提供することを含む。J(203) 

6) r間接的価値はまた、主主盈隼一種を絶滅から保護するために人々がいくら支払う

用意が在るかというその金額にも割り当てられうる。J(203) [なお、一般の分類では、

「間接的価値Jも「利用価値Jに分類され、「存在価値Jは(存在しているだけで価値で

ある) r非ー利用価値Jとして「利用価値J盤生から区別されている。]

7) rこの[存在価値の保護への]関心は、ユニークな種の生息地をいつか訪問して原生

のうちにその種を見たいという欲求と結びついているかもしれない。あるいはまた、か

なり抽象的な自己同定であるかもしれない。J(233) 
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8) r特定の種、パンダ・ライオン・像や多様な烏たちといったいわゆる「カリスマ的動

物Jは、人々のうちに強し、反応を引き起こす。J(233) 

9) r経済的パースベクティヴは、価値を割り当てる一つの可能な仕方にすぎない。倫理

的、美的、科学的、教育的な他の諸方法も同様に使用可能である。J(199) 

10) r生物多様性の保護の正当化のために経済的論証がよく提示されるところである。他

方また、そのような保護のための強く倫理的な諸論証も存在する。これらの諸論証は、

大部分の宗教・哲学・文化の価値システムのなかに基礎をもっ。これらの諸論証は、生

命の尊重、生物世界の尊敬、自然の内在的(intrinsic)価値の感覚、神による創造の観念

に訴える。J(239) 

11) r生物多様性の保護のための倫理的諸論証は、人々の高貴な本能に訴えるものであり、

広く抱かれている真理に基づくものである。人々がこれらの諸論証を受け入れるのは、

彼らの信念システムを基礎としてであろう。これと対照的に経済的基礎に基づく論証は、

なお展開中であり、最終的には、不十全であり、高度に不正確であり、説得力を欠くも

のであると分かるであろう。J(239) 

12) r r価値の経済的規準は変わりやすく、流動的であり、その実際の適用において完全

に機会主義的である。これは、生物多様性を保全するのに必要な価値システムの反対物

である。J(Ehrenfeld， 1988) J (239) 

13) r経済的論証は、それ自体としては種の価値づけの基礎を提供しうるものであるが、

しかしまた、我々は種を救うべきではない、あるいは或る種は救うが別の種は救わない

と決定するためにも使用(そして誤使用)されることができる。…・・・いくつかの倫理的

論証が、経済的価値に関わらずに全ての種が保存されることに対して成されうる。 J(240) 

「価値j 等の基本(倫理)術語について

[21 ] 抽象的に語ることを許されるならば、人間の行為が目指すべきなのは価値、ない

しは、諸種の価値間の矛盾対立ということも在るので、諸価値を比較衡量した上での一

現在の常識では、人間(個々人)の価値は絶対的であるので、これは例外となる3ー(環

3 厳密に言うなら、その発端・終端に関しては端的にはそうみなされていない(r人工妊娠

中絶Jr安楽死・尊厳死Jは無条件に退けられてはいなし、)。これはいわゆる「生命倫理学j

の対象であるので、ここでは問題としない。なお、「環境問題J(のみ)のコンテクストにお

いても、「道徳的地位をもっ、人間以外の生き物が存在するj、「この道徳的地位をもっ存在

の集合は、意識をもっ存在の集合を含むが、それより大きなものである」という二点を主要

主張としてもつ倫理として「生命倫理」が語られるときも在るが、今日の主要な用語法は、

これとは相対的に別のものである。この、人間以外の生命体をも倫理的配慮の対象とすべき

という意味での「生命倫理JについてはR.K.ターナー/D.ピアス/1.ベイトマン(大沼

あゆみ訳) W環境経済学』東洋経済新報社， 2001を参照した (p.36)。原書は定評の在るもの



75 

境の価値を含んだ)r総価値Jの最大量である、と言い切っていいであろう 。そうである

として、「価値Jは以下の議論において一同時に、そもそも環境問題を問うとき一最

重要の概念である。 しかるにこれについては、必ずしも厳密に規定した上で用いられて

はいない。そして、それが発言の混乱を結果してもいる。以下の議論に必要な限りで若

干の分析を提示しておく 。

[22J 形容詞形で語るとして、「価値的(価値が在る)Jは最大限には三項述語である。

すなわち、1)或る事物・事態が、 2)或る者(価値の評価者)から見て、 3)或る者(価値

の受益者)にとって、価値が在る、という構造が成り立っている。「最大限にはJという

限定を付けたのは、「価値的Jを一項述語とみなす考え方も在るからである。「内在的価

値J 一 「内在的Jの英語は“intrinsic"であり、これには「本源的Jr固有の」等の

訳語が与えられる場合も在るが、倫理学系では「内在的Jがほぼ定訳となっているので、

こう表記するーの場合は、評価者の評価とは独立に(客観的)、かっ別の或る者にとっ

て有価値(手段的)ということではなく、それ自身として価値(目的的)である。すな

わち、或る事物・事態が端的に有価値である。しかし我々は、(この意味での) r内在的

価値」は存在しない、少なくとも存在の論証は不可能であると見ている。何らかのもの

が有価値であると語られるとき、それは、評価者が自らの評価においてそう評価してい

るか、あるいは別の評価者の評価をいわば(無意識的に)引用しているか、のいずれか

であるとみている。(ただし、このことは、自分の評価と他人の評価とが一致するという

「問主観性」の事態を否定するものではない。)評価者から見て或るものが(手段的にで

はなく)目的的に有価値であるとしづ事態をもって「内在的価値Jが語られる場合も在

る九環境問題論においては「内在的価値」概念が一つの基底的問題'性をもっと我々は考

えているが、以下の各所でこれについて議論することになる。

[23J “intrinsic"には実はこれとは別系統の用法も在る。今、単純に主観・客観の二

分法を前提に語るなら、上の用法では r(内在的)価値Jは正確にはいわば主観・客観の

別とは独立に或る事物・事態のうちに一厳密に言うなら、例えばプラトンの場合が典

型的であるように「価値そのものJ(自存的価値)が語られるときも在るが、ムア以降の

基本了解では、内在的価値といっても何らかの有価値者金主主ιその一性質として存在

するものであるー在る。これは確かに、多くは客観のうちに在ると観念されているが、

であり、訳書の翻訳も適切である。以下でも適宜参照することになる。

4 例えば Callicott，].B.がそうである。“InrtinsicValue of Nonhwnan Species" ， in: The 

Preservation of Species， ed. by B. G. Norton， Princeton UP. 1986ではこう述べられている。

「この解釈では、内在的に有価値な事物は、自分自身旦主生l三(fori ts own sake)、自分自

身ζよュエ(fori teslf)有価値ではあるが、それ自身ヱUni tself)、つまり、いかなる意
識からも完全に独立に有価値であるのではない。…ー・人間以外の種は……おそらく、この部

分化的意味で内在的価値を所有しているであろう。J(143) 
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(何らかの客観に対している)主観の一定の事態が内在的価値をもっとされるときも在

る。これは換言するなら、経験されるものに対する経験(すること)としづ主観的事態

である。そうであるとして、例えば「快J(経験)のうちに内在的価値が在るとされる場

合に対して、例えば「認知J(状態)は或る生命体が生きていくのに不可欠の状態であろ

うが、この経験(状態)の価値は、「生きていくことにとってJ というかたちで非一内在

的なものである。そうすると経験が価値をもっとして、それには内在的と非一内在的との

二種類が在ることになる。別系統の用法というのは、この(経験されるものに対する)

経験における価値全般について、したがって、「経験されるものにおけるJを「客観的」

とするとして、それに対する「主観におけるJという意味で“intrinsic"という表現を

用いるものである。(これに対して客観のうちにおける価値は“extrinsic" と表現され

る。)これはアメリカのプラグマテイズム系統においてよく見られるところである。プラ

グマテイズムの価値観は一般に主観主義的であり、評価者と相関的に価値が存立すると

見るが、「経験のうちに」は、その評価者が自らの経験のうちに価値を見いだす場合だけ

でなく、いわば別の主観の経験のうちに価値を見いだす場合も含む。後者の場合、評価

者(のみ)を主観と呼ぶなら、価値は客観的であるとも言いうる。いずれにしても、英

語としては同一であるのだが、概念としては第一の用法とは別のものなので、我々は第

二の用法におけるものに対しては「内部的」という訳語を当てるのが適当だと考えてい

る。

[24J この第二の用法を採る場合、第一の用法が“intrinsic"をもって指示する事態は

別の語で指示される必要が在る。その場合、“inherent"が用いられる。これについては

「固有の」という訳語がよく用いられるが、これには一これ自身多義的であって一

「独自のj という別のニュアンスも含まれるので、それを避けるために我々は一小泉

仰に従ってー 「内附的Jという訳語を採用したい。ただし、“inherent"は、「独自のJ

uそのなかに旦金在るJ) という意味でも一そして、ケースによっては、それゆえに

「内附的Jであるという意味をも付されて一使用されてもいる。いずれにしても、語

“intrinsic"には二用法が在るのである。英語の用法として不統ーが在るわけだが、日

本語に訳出する場合は、別義であるので第一用法・第二用法のいずれにおけるものかを

訳し分ける必要が在る。そうされない場合、議論に混乱が生じるからであるが、残念な

がらこの混乱は一般的にも見られるところである。5 我々は、以下も第一の用法を採用

5 一般的に見られる混乱として、次のことにも注意を促しておきたい。上の意味での「客

観のうちに在るJということは形容詞形で「客観的Jと表記することができる。しかし、こ

の「客観的」には、「或る主観と別の主観との問で共通の」という意味での用法も在る。そ
して、この同じ言葉で、二つの事態が(二義的であるということを意識しないままに)意味さ

れてしまっているような議論も広く見受けられる。後者を意味する場合については、我々は
「問主観的Jという用語を用いて区別したい。
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する。

[25J r経験」ということを軸にして、価値は「経験(状態)J のうちに在るのか、「経

験されるもの」のうちに在るのか、という区別をすることが可能である。この区別は「功

用(性)J (“utility" 功利(性)J r有用(性)J)概念の基本的ゆらぎと文字通り対

応してくる。倫理学史的には、この概念はベンサムの理論で使用されるものとして有名

であるが、そのベンサムにおいては、「効用Jは明らかに事物(すわなわ「経験されるも

のJ)がもっ性質である。具体的には、「主観j のうちに「快J(の経験)を生みだすとい

う、事物がもっ性質である。因みにベンサム等「快楽主義的 (hedonistic)J功利主義に

おいては、この快(状態)が「善Jであり、その「善J(の最大量)をもたらす行為が「正」

である。功利主義は経済学の基本理念となるものでもあるが、他方、経済学において「効

用J概念は、エッジワースやマーシャルを通して次第に、決定的には現代の「公理的効

用理論Jにおいて、主観の経験状態の、「快Jを始めとして、しかしそれだけでなく、そ

れを含むより広い「満足 (satisfaction)J状態を意味するものとして使われている。そ

してこれと連動して、経済学においては、自己の効用=満足の最大化を志向する人間=

「経済人(ホモ・エコノミクス)J として経済行為主体が想定される。因みに、(一般的

な)r環境主義Jからは、こうした主体の行為システムとして「経済Jが批判のやりだま

に(イメージ的に)挙ってもいる。

[26J r満足Jは文法的にも何らかのものを前提して、それの満足として成立する事態

である。現代の経済学では、この何らかのものとして「選好(preference)Jの概念を前

面化し、「経済人Jの行動原理として「自己の選好満足[充足]の最大化」を置いてもい

る。これに対応するかたちで倫理学においても、古典的な快楽主義的功利主義との区別

において「選好功利主義J概念が立てられ、人々の諸選好の充足の最大化をもって「正」

と考える倫理説を意味するものとされている。

[27J 経済学ではさらに、「経済人Jは合理的であると想定されている。「選好」で言う

ならこれは、選好を、単にその時々のではなく、長期的なスパンでの選好の充足に限定

することになる。「経済人」は自己利益追求的であると特徴づけられているのだが、この

合理性の制約に服する場合は「盟盟盟主自己利益追求Jへと限定されることになる。倫

理学ではこれに当たるものとして「利口[自愛の思慮] (prudence) J ーギリシア的な

「賢慮」の意味をもっ“prudential"そのものではなく、近世において変容を蒙って今

日の意味となったそれである一概念が使用されている。しかしながら「合理的選好」

は、さらに「完全な情報下での選好Jという意味が与えられる場合も在る。これは、解

釈によっては「真なる選好」と規定することも可能であるが、その場合「満足」は、ほ
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とんど「客観的幸福の実現Jと等しいものとなる。ここには、その客観的幸福の実現と

して「正の実現Jを置くなら、自己利益から出発しながら、いわば「皇0)自己利益Jへ

と限定することによって、「正しくある(道徳的である)ことが自己の(真の)利益とな

るJと説く倫理説をも包摂することが可能となる。6

[28J この説は、通常の利益概念で言うなら、自分のではなく他人の利益の実現を説く

ものである。 この側面から「利他主義(altruism)J という概念が立てられる。経済学で

は、「経済人」はこの在り方を排して「利己主義j 的に専ら(長期的=開明的な)自己利

益を志向するものと観念される。一般的にも、環境主義はこうした経済人の在り方を否

定して広い意味で利他主義を説くものだとも観念されている。そうであるとして、経済

学では通常、「自己利益追求的Jと「選好充足追求的」はほとんど同義で用いられている。

しかるに「利他的J という在り方も在るわけであるが、ここから、利他的志向について

は、そうした行為を含んでおよそ行為が「選択(choice)Jに基づくとして、「反一選好的

選択J としづ表現がなされる場合も在る。代表例としてはセンがそうである。しかし彼

には「倫理的選好Jとしづ表現も在る。経済学、特に環境経済学では近年「利他主義」

が問題とされるところであり、それもまた一種の「利己主義Jとして理解可能であって、

「選好j 充足的として一括して扱えるのではないか、という見解も提示されている。し

かしながら、以下で見るように、その扱い方は大きく分かれていて、とりわけ環境経済

学において一つの基底的な論点となっている。倫理学でも「倫理的利己主義J(基金利益

を求めて且企笠倫理的であることを志向するとしづ、プラトンが端的にそうであるよう

な在り方)が概念化されている 78。これは、「且会主善いことをし主主こから善いことを

6 以上三節は、 Broome，].， Ethics out of Economics，Cambridge UP.1999を特に参照した。

7 通常は、一つの事実として「人間は利己的であるJと説く「心理的利己主義」に対して、

規範的主張として「人は利己的であるべきであるJと説くものを指して「倫理的利己主義」

と呼ばれている。しかし、本稿はこれとは別の意味でこの用語を使用する。それは、 一本

稿の用語法の統ーとして「道徳」ではなく「倫理Jという言葉を使っているので、こう表現

するが -R・ノーマンが「道徳的利己主義」と呼んだ(塚崎智他訳『道徳の哲学者たち 第

二版』ナカニシヤ出版)ものに当たる。

8 自分が倫理的であることを志向するJということ自身は、「自分企金が倫理的であるこ

とを志向する」ということとは別であるから、「利益」を「真の利益Jに拡大するからとい

って、そのままでは「自分企金の利益」を求める「利己主義j には属さない、という異論が

在るかもしれない。通常の「利己主義」は確かに、これと違って精確には「自分(J)J;主の利益」

を求める在り方である。 しかしこの異論に対しては、発話として「私もそうするが、あなた

もあなたのみの利益を求めなさしリと説く在り方も在ると指摘できる。倫理学のテクニカ

ル・タームで言うなら「普遍的利己主義」である。これを我々は捨象して議論したいが、そ

れは、それがいわば発話倫理として一種メタ・レヴェノレの在り方であるからである。そして、

上の異論がその存在を根拠にしていることになる「私もそうするが、あなたもあなたが倫理

的であることを求めなさしリという在り方も同様メタ・レヴェルのものである。したがって、

「普遍的利己主義」をも議論の対象とするレヴェルに立たない限りでは、この異論は無効で

ある。換言するなら、このレヴェノレの手前では、「自分が倫理的であることを志向することJ

は「自分のみが倫理的であることを志向すること」として扱わなければならない。(なお、(真
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しているにすぎなしリという俗な言い方で日常的にも意識されているところである。

「経済的j をめぐって

[31] 第一章で紹介したプリマックの主張は、経済主義が環境問題(彼自身のテーマで、

は「種の絶滅J)を引き起こしているという一般的理解の下で、第ーには「標準の経済学J

を批判するものである。経済学には大別して記述経済学と規範経済学の二側面が在るが、

彼によるなら、この「標準の経済学Jは、環境問題を引き起こしている現実の経済シス

テムを記述する理論であると共に、規範的にこの現実をいわば追認するものである。「標

準の経済学は……自然資源には価値を割り当てない傾向に在ったJ(1))と説かれている

が、自然に価値を割り当てないというかたちで経済学は自然保護を軽視してきたのであ

る。これに対して「環境経済学」は、逆に自然に価値を与えることを通して、有価値物

としてその保護を語りうる根拠を提示しようとするものである。しかし厳密に言うなら、

例えば石油や木材といったいわゆる(自然)資源はまさしく価値を割り当てられている。

新たに価値を割り当てるべきだとされるものは、これとの区別において「環境財」とも

呼ばれている。それは何をもって区別されるのか。直接的には「市場価格Jを有するか

否かによってであろう。本章はプリマックに即して一般的に使用されている語「経済的J

の意味の解明を目指すものであるが、第ーとして、この「市場価格を有する(ものに関

わる)J r有しない(ものに関わる)J 一短縮的には「市場的Jr非一市場的j ーとして

「経済的Jr非一経済的Jと区別されている可能性を指摘できる。

[32J しかしこれであれば、いわば市場外で自家使用されるものは「非一経済的」に分類

されることになる。また、公共財として供されているものもそうである。そこで第二の

可能性として、プリマックは「人々がそれに対して支払う用意の在るJ(1))か否かで両

者を区別することになる。そこでは、「経済的」は「支払う用意が在る」と同義であるこ

とになる。これはまた、 2)で「経済(的)分析Jと言われる場合の「経済的」とも意味

を等しくする。プリマックの認識でも、「環境経済学Jは、この経済的分析を、対象とし

て「環境Jにまで拡大し、それに対して人々が「し、くら支払う用意が在るか」というこ

とを通して、それに「価値の割り当てJを行なおうとするものである。

の利益ではなく)通常の利益に限定して語るなら、そして通常の用法もこれに即したもので

あるのだが、「利己主義Jが「利己主義Jであるのは「自己の担益」を求めるからではなく、

まさしく「自己の利益Jを求めるからである。英語の“egoisru"それ自身には「利益」とい

う意味は入っておらず、直訳するならそれはいわば「己一主義Jである。そこに、人間の行

動原理は「利益Jであるという(暗黙の)見方が重ねられることによって、(英語でも) r利
己主義」という意味になるのである。しかしながら、 一般的には、「利益」を求めることそ

のものが「利己主義」だと(誤って)観念されているケースもよく見られるところである。)
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[33J 環境経済学では全般に、経済学全体の現在の基本的方向性のなかで、いわば相関

主義的に、事物と主体との関係に即して、主体に対して「便益」を与えるものとして事

物一この側面から事物は「財(good)J と呼ばれることになるーに「価値Jが割り当

てられる。 したがって、広く位置づけるなら、いわゆる費用一便益分析というかたちで

環境の価値が分析されることにもなる。実際プリマックでも「便益」という語が用いら

れている (5))。しかし、そこで「便益」に付されている「経済的Jという形容は、その

限定の意味が不明である。後でまさしくポイントとして問題とする「存在価値Jを含め

て(全)r間接的価値Jが「盗蓋血便益j をもっとされていることになるのであるが、そ

の場合、非一経済的便益のクラスがゼロとなるわけだから、それは剰語的である。単純に

は削除すべきであろう。

[34J しかしまた彼は、上の第二の「それに対して支払う用意の在る」の意味で、(r便

益Jに「経済的」と「非一経済的j との二種が在るというのではなく) r便益」を「経済

的」 ζ、換言するなら「経済的J~玄主把握するという趣旨で「経済的j という形容を

付しているのかもしれない。 9)で「経済的パースベクティヴ」、 11)で「経済的基礎J、13)

で「経済的論証」と言われる場合は明らかにそうである。「環境問題解決Jは(利害を異

にする)人々の間での合意を前提とするとして、そのためには便益=価値の何らかの数

量的評価が不可欠である。プリマックは、それゆえに 2)で経済的アプローチを肯定視し

でもいるのである。

[35J しかしプリマックは同時に 9)-13)において、「環境経済学J総体の限界性を指摘

するかたちで経済的アプローチを批判してもいる。そしてそのなかで、「経済的Jに対し

て「倫理的」を対置することになっている。しかしながら、その「経済的Jの意味はこ

れも暖味である。また、 9)-13)において必ずしも同じ意味で、語っているわけでもなさそ

うである。発言 9)は文脈上、1)の前半部分に続けてなされており、したがって、そこで

の「経済的Jは当然「人々がそれに対して支払う用意の在るj と同義であり、そして、

この「支払う用意の在るJ対象として、従来無視されてきた環境財を含んで全ての財を

適切に評価すべきと説いているのだが、その同じ筒所で(したがって自己矛盾的という

ことになるのだが)いわば金銭的価値づけが「経済的Jとして限界が指摘されているの

である。そうであるとして、 10)以降においては、どのような意味で「経済的Jアプロー

チが批判されているのか。ほとんど推測するしかないが、いくつかの可能性を以下列挙

してみたい。

[36J r経済的Jの第二の用法においてプリマックは、「経済的」アプローチは環境財を

含めて全ての価値を貨幣換算するものだ、としていた。 したがって、プリマックがそう
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した貨幣換算的アプローチでは捉え切れない価値が存在すると考えていると見ることは

できない。批判がなされるとき、捉えることはできてもそうしたかたちで捉えることが

不適切な価値が在るとでも説かれているのであろう。(これとよく似た批判として、(そ

もそも)数量的に捉えることが不当となるような価値が存在するという主張を想定する

こともできる。)r環境倫理学者Jで「経済的アプローチ」に否定的な論者として Sagoff，M. 

が居るが、彼は TheEconomy of the Earth，Cambridge UP.， 1988で明確に、「我々が愛

している事物の尊厳(worth)は、それに対して我々が支払う用意のないことによってより

よく測定することができるJ(68)と説いている。これは cr尊厳Jという語の使用から見

て)カント的な手段的価値価値」と目的的価値 cr内在的価値J) = r尊厳」との区

別の試みであるとも言いうる。プリマックもそうした目的的価値を想定しているのかも

しれない。「存在価値Jはまさしくそういう価値である。しかしそうすると、プリマック

は自己矛盾的に「経済的アプローチJ(そのもの)の限界性を語っていることになる。経

済学は、主体の「便益Jから、そのいわば相関者として価値を考えるが、そうすると価

値は「便益J という目的の実現の手段であることとなり、目的的価値の存立の余地をも

たなくなるからである。(厳密に言うなら、「便益」という目的的価値が存在することに

はなるが、これはまた別の問題である。)目的的価値 cr内在的価値J) を「重要な価値J

とでも理解するなら一 「……にとって重要Jということで一 「便益Jとの有意的関

連性をもつことができ、したがって自己矛盾から免れうるが、それは他方、「内在的価値J

の厳密な規定を失うことを意味する。換言するなら、プリマックの議論展開は、用語の

暖味な使用によって可能となっているのである。そうであるとして、プリマックにおい

て、第三の可能性として、この「目的的価値関係的Jの反対の、「手段的価値関係的・志

向的Jとでもいった意味で「経済的」としづ語が使用されていると見ることができる。

[37J これはプリマックではほとんど可能性がないのであるが、一般的見解ではよく見

られるところなので挙げたいが第四のものとして、経済学は人間を飽盗盟欲望の主体と

して想定し、精神的なものを無視する傾向に在るという批判と共に、「物質(関係)的J

とでもいった意味でーしたがってプリマックが採用している価値分類では専ら「直接

的価値」を志向する、という意味で一「経済的」と語られるケースも在りうる。また、

7)では「自己同定J云々と語られているが、これに即して第五の可能性として、プリマ

ックにおいて、自己同定志向的な在り方の反対を意味するものとして「経済的」が考え

られていると見ることもできる。これは、上の Sagoffによる「金銭J(この場合、金銭

換算可能な「効用j を意味する)と「意味Jとの対比 (68)と重ねるなら9、「意味J志向

9 これは Sagoffが一部引用している (90)ところであるが、 Heller，T. C. ，“The Importance 

of Normative Decision-making" ，in: If'isconsin Law Review， 1976は次のように説いているc

「保全への要求の重要な要素は一それは市場価格のうちのどこにも示されていないが一
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的の反対の「金銭志向的Jとして「経済的Jが意味されているとも換言しうる。

四 「倫理的j をめぐって

[ 41] プリマックは「倫理的Jを、一方(10)，11) ，13)) では非一経済的そのものの意

味で用いると同時に、他方 (2)，9))では、その非一経済的という在り方企二三を指すも

のとして用いている。これは、最大限に好意的に見れば広・狭二義で「倫理的Jが用い

られていると言うことは可能であるが、しかし基本的には、用語法の暖味さと見るべき

である。しかしながら、「倫理的Jの規定は難題であって「倫理学」プロパーの課題のー

っとさえなっているところである。また、多義的用法は、単に言葉の暖味な使用である

だけでなく、現実の日常的用法にも反映されるかたちでそれぞれ実質的な意味をもって

様々な「倫理Jが在るからでもある o 倫理学の現時点までの議論を踏まえて誤りなく「倫

理的Jを規定しようとするなら、 R.M.へア等に従って“overriding"というかたちで

極めて形式的に規定するほかないであろう。これは、宜主企主人が最上のもの(したが

って他の何よりも優先されるべきもの)とみなす在り方を「倫理的」とするものである。

これに加えて、もう少し実質的に規定するのなら、功利主義的倫理学の概念枠組で(し

たがって規範倫理学的ということになるが)、自己利益追求的に対する「他者利益追求的J、

および一これは極端に「達人倫理J的であるので、通俗レヴェノレで、可能にすべく一「自

分の利益と他者の利益を公平に扱うこと Jと規定すべきだと我々は考えている。これは

「末iJ己主義Jを基準に、そうではない在り方として「倫理的Jを規定する点で日常的用

法とも一致するものである。我々は、「利他主義Jおよび「公平主義」をもって「倫理」

を規定するのが基本であると考える。因みに、この枠組で言えば「功利主義Jは「公平

主義Jと同義となる。

[ 42] しかし、 「倫理的」の日常的用法は多義的であって、上のものとは別の用法も在る。

そしてそれに対応するかたちで、プリマックにおいてもこれとは別義の用法もなされて

いる。それは基本的に、前章で確認した「経済的Jの諸用法に対応するかたちをとって

いる。第一に、「市場的J(という「経済的J) に対応するものとして「非一市場的Jとし

て「倫理的Jという語が使用されている可能性が在る。確かに、冒頭で述べた「経済主

義J批判には反一市場主義というニュアンスも含まれていると言っていい。市場経済の克

服を志向することが「倫理的Jとして観念されてもいる。

おそらく、その道具的効用からよりも、そのシンボリックな意味から引き出されるものであ

ろう。或る者にとって、セカンドハウスの開発を犠牲にするというかたちで幸福を大きく失

うことは、自然は利用されるからではなく存在し続けるがゆえに価値の源泉であるという規

範的立場に対して広く持たれているコミットメントから出てくるものである。J(405) 
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[ 43J 第二の「貨幣換算的j に対応して、「貨幣換算しなしリという在り方が「倫理的J

として観念されている可能性も在る。さらに、「貨幣換算しなしリことの根拠として価値

の内在性が在るが、第三として、「内在的価値と関わるJという在り方が「倫理的」と観

念されている可能性が在る。これについてプリマックは 10)で明確に、「経済的論証Jと

の対比において「自然の内在的価値の感覚Jを語っている。

[ 44J 第三については、「便益性」ということが、そして、それと「経済性」との関係が

「倫理Jに影響してくるところが、関わっている。「便益性」と相関的に価値を考えるな

ら価値は手段的なものとして規定されることになり、そしてこの手段性に対して目的性

=内在性が語られているのであった以上、「倫理的Jは併せて「便益追求的でなし、」とい

うことを意味することになる。しかし、「便益」概念は規定の困難なところである。広く

理解するならおよそ「便益追求的でなしリ場合は在りえないとも考えられる。であるか

らプリマックは限定して「盆査血便益」とも語り、そして、これに対して「非一経済的便

益の追求」のカテゴリーを立て、これをもって「倫理的Jとしているという可能性も在

るのである。しかしこれは、「経済学Jがすべてをまさしく「経済」として問うとするの

であるなら、そのうちに「倫理」を取り込むことになるという意味で自己矛盾を内包す

るものであった。先には、プリマックがこの経済学の行き方を(一方では)評価してい

るところから、その点で彼は自己矛盾的であると(とりあえず)処理したが、実は、こ

れは経済学の難題となっているところである。これは、先に「倫理的利己主義Jという

在り方を指摘したところとも関わって、同時に倫理学の動員を要請しつつ、経済学がも

っ最基底的な理論的問題'性である。別途、章を改めて議論したい。

[ 45J しかしまた、プリマックの発言 11)に着目するなら、「真理」相関的な便益として、

つまり「真理」を行っていることに伴う便益といったものとして、非一経済的便益が規定

されている可能性も在る。述語「真(なる)Jは、例えば「美味(しい)Jだけでなく「美

(しい)Jや「神聖(な)Jとも確かに異なった(論理的)身分をもっている。そして、

「美相関的Jや「神聖相関的jをもって非一経済的便益を規定する場合、逆に経済的便益

の規定がーたとえば物質相関的とでも限定的に規定するのでなければー困難となる

のに対して、その難点はクリアできるかもしれない。しかしながら、先に言及した発話

上のものと同じく、これも一種メタ的なものである。「美ししリや「神聖な」が一つの事

態であるのに対して、「真なるJは、事態であると言うとしても一定の事態に対していわ

ば追加的に成立している事態である。そういうものとして、「真であるからj ということ

は、その真とされたものの実質的内容から独立であるが、しかし他方、その独立性のゆ

えに、実質的内容として、例えば「殺人は真である」をも許容できる。したがって、結

果としてであるが、その「殺入Jに(r殺人であるがゆえにJではなく、まさに「それが
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真であるがゆえにJであるが)便益をもつことが「倫理的Jとされうる。「とんでもない、

人を殺さないということが真であるJと言うなら、結局、倫理性を内容とする「真理J

を行うことに便益をもつことを「倫理的Jとすることになり、準一循環的となる。

[ 46J プリマックは 11)で、「真理」ではなく、それに付された「広く抱かれた」の方を

強調しているのかもしれない。つまり、個人的なものではなく共通的なものに対しても

つ便益をもって「倫理的」としているという可能性も在る。これに対しては、同じくメ

タ的とは言いうるが、上とは別の種類のものであって、論理的な批判は不可能である。

しかしながら、それはほとんど全てのものをカヴァーできるものとして無内容であるか、

あるいは、「共同体主義Jと言っていいであろうが、一つの、共通性(そのもの)に便益

をもつことを説く特殊な倫理を(限定化的に)主張することを結果する。この後者の事

態は、後半の規範倫理学的考察の部分で検討したい。因みに 11)はまた、「高貴な本能J

を語っているが、ここからは恐らく、便益を高貴・低俗に区分する、ほとんどミルの「高

級な快・低級な快」に相当するものが想定されていると言っていいであろう。

[47J 11)はしかしまた、内容独立的に、 r[何であれ]価値システムに基礎をもっ」こと

を「倫理的」としているのかもしれない。この「価値システムJも「倫理Jであると呼

ぶことが可能である。そうすると広・狭二義の「倫理」が在ることになるが、これは例

えば J.L. Mackieが「狭義の道徳Jr広義の道徳Jとして論じているところである(加藤

尚武監訳『倫理学』哲書房， 1990参照)。この場合、広義の「倫理Jに基づくことをもっ

て「倫理的論証」が(したがって、その「論証Jの結論として出てきた行為が)まさし

く「倫理的」であるとすることになるが、しかしそれは循環を犯すことにはならない。

しかし逆に、そうした広義で「倫理」マある「価値システムJに「基礎Iを置くのでは

なく、端的にその「価値システムJが命じるままに(倫理的に)行為すればいいのでは

ないのかと言いうる。そうではないのであるからあくまで「基礎を置く Jなのであろう

が、そうすると、「価値システム」は、それ自身「倫理Jであるとしても、(環境問題解

決において)求められる「倫理Jとは相対的に別種類のものとなる。歴史(経過)的に

見るなら、環境問題は新しい問題であって、したがってそれに対応した「倫理」をまだ

もたないものである。そこで、どう「倫理Jを創っていくのかという課題が生じてくる

のだが、その際、いわばゼロから考えるのでなく、既存の「価値システムJに基づいて

考えよ、そしてそれが、ゼロから考えることに対して「倫理的」であるのだ、と説かれ

ている可能性が在る。我々はこれを、「宗教・哲学・文化の価値システム」と言われてい

るが、それを端的に広義で「文化(システム)Jと呼びつつ、「文化Jに基礎を置くこと

をもって「倫理的Jとする、(後述する意味がさらに二つ在るのでこの番号を振るが)第

六の意味での「倫理的」の用法がなされていると纏めておきたい。これに対応させて、
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「経済的Jにも第六のものとして「文化に基礎を置かなしリを意味する用法の存在を想

定しておきたい。実際、経済学は、経済システム要素としての主体 r経済人Jを、「文

化Jから独立的に専ら自分が(自律的に)選好するものを志向する者として想定してい

る、と言っていい。「文化に基礎を置くこと Jは上の「共同体主義Jのー特徴でもあるが、

経済学はこれに対して元来「自由主義=個人主義J的である。

[48J 共通性に依拠するプリマックの議論は、恐らく、それ自身さらに 12)，13) (およ

び 11)の最後の部分)に基づくものであろう 。 しかしながら、これはらは端的に偽であ

る。

[ 49J 第四に、「精神的なものを志向するJという意味で「倫理的Jという語が使用され

ている可能性が在る。そして第五として、「意味志向的Jの意で「倫理的」と語られてい

る可能性が在る。我々はこの二用法については規範倫理学的に問題となるところである

と考えているが、これについても後半で問題とする。

五 利他主義・存在価値、あるいは効用・選好・便益をめぐって

[51J 経済学、とりわけ環境経済学が直面している問題は、相互に関わるところをもっ

「利他主義 J r存在価値J の扱いである。議論の組み立て上、好便なので、

Brookshire，D. S./Eubanks， L. S./Sorg， C. F.の論稿 “Existence Values and Normative 

Economics: Impl ications for Valuing Water Resources" ，in: Water Resources Research， 

vol. 22，no. 11， 1986の主張のポイントとなる箇所の紹介から始めたい。彼らによるなら、

「便益ー費用分析から帰結する政策提言の規範的基礎は、次の三つの原理から成り立っ

ている。第一に、価値の基礎は、社会の個々のメンバーが行う主観的価値づけの集合で

あって、それ以外のものではない。社会にとっての経済的価値は、個々人の選好から生

ずるものであって、それら諸選好は外から来る所与とみなされなければならない。第二

に、分配上の変化についての望ましい政策は、潜在的なパレート改善として性格づけら

れる。……第三の原理が在るが……。便益一費用分析は、規範経済学的分析が社会の資

源の市場的分配が資源を効率的に分配することに失敗するであろうと提言するような状

況のなかで求められるものである。……便益一費用分析は、効率性倫理を表現するもの

とみなされることができる。J(1514) 

[52J r標準の経済学Jは「市場Jが資源の効率的な分配のシステムであるととの証示

を課題としているとして、それに対する「環境経済学Jは、「経済活動Jが「環境」の基
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盤の上でなされていることを射程に入れて見た場合、「市場Jはその効率性実現のシステ

ムでは必ずしもなく、ましてや「パレート改善的Jではなく、(あるいは更に、公平な資

源の分配を帰結するものでは到底なく、)その意味で「失敗Jせざるを得ない、そこに政

治的介入による矯正が必要となる、と説くものである。しかしながら、このことは直ち

には政治主義といったものを意味せず、いわゆる「外部経済の内部化」というかたちで、

政策的規制の下でのではあるが、効率性が基本的に市場システムで実現可能だというこ

とを排除しない。いずれにしても、その「効率性J(あるいはさらに「潜在的パレート改

善Jr公平J)状態の確定には、あるいは「社会的厚生関数J(厳密には:社会的厚生)の

決定には、「標準の経済学Jが採っているのと閉じ「経済的アプローチ」、厳密に換言す

るなら貨幣換算的アプローチを採ることになる。

[53] 環境経済学はこの点も「標準の経済学Jと同様に、「効用・選好・便益Jという枠

組を採用する 10。これらは、認識論的に主観的なものである。ベンサムの場合、便益は

専ら「快Jとして考えられているのだが、それは経験内部的なものではあ(り、その意

味でいわば存在論的に主観的であ)るが、(認識論的には)外部からも測定可能な客観量

とみなされている。しかし今日では、これは否定されている。そこで採用されるのは一

広く言えば「行動主義J的であると言えようがー各主体の「行動Jからその選好をい、

わゆる「顕示選好Jとして)確定するという方法である。これは端的に市場における売

買行動において顕示されるものである。しかるに、環境財は非一市場財である。そこで現

在の「環境経済学Jでは、各主体の(顕示されなし、)非一市場財に対する選好をも(し、わ

ゆる「表明選好J として)明示化するべく CVM等の各種の方法を開発・改良すること

に主眼が置かれている。

[54] そうであるとして問題は、この選好の確定のうちに在るのではない。問題はあく

まで、「選好」が「存在価値Jr利他主義Jと関わるところに在るのである。前者の方か

ら見ていきたいが、 8rookshire達は次のように論を進めている。「存在価値は次の二つ

の要素をもちうると論証される。(1)効用最大化的行動と整合的である経済的な要素、

(2) 規範的な便益一費用仮定と不整合な倫理的要素。J(1509) センのタームで言うなら、

第二のものは(支払への) rコミットメントJ(という倫理的なもの)であって、規範経

済学の(上に紹介した)原理に反するものとして退けられなければならない。そして実

は、(倫理学起源の) r内在的価値」という語はこの「コミットメント」に対応する倫理

的な意味合いをもつものなので「存在価値」の規定としては相応しくない。これに代え

10 ここで注記するが、「効率性j とは例えば一一般的にはこう了解されがちなのであるが

一 「利潤最大化的であること j といったことではない。あくまで、効用・便益/選好の(財

を所与とした場合の)最大量の実現/満足に関わるものである。
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てむしろ“inherent"という語でもって規定する方が相応しい(1514)。そして、そうい

うものとしての「存在価値Jは、行為者自身に便益を与えるものではないとしても、将

来の者も含めて他人が享受する便益には関わるものである。「もし、存在・保存への支払

意志のうちに経済的価値が存在するのなら、個人によって、自然の[例えば]水環境に

inherentであって効用ないしは満足を産むと知覚される何かが存在していなければな

らないJ(1515)として、「存在価値Jもあくまで便益と結び付けられるのである。そして

そういうものとして、経済的アプローチ内で社会的厚生関数決定のファクターとなるの

である。

[55J 我々は、この論の進め方には問題が含まれると考える。初歩的なポイントとして

まず確認するが、それは非一倫理的であるからではない。経済的アプローチはそれ自身は

非一倫理的であることを決して意味しない。逆に、人間諸個人の便益(の総量)を最大化

すべしと説く一つの倫理を基本原理とするものである。「反一選好的Jな行為を説くもの

としての倫理が考慮に入れられるべきでないとされているのである。そうだとして問題

なのは、あくまで「存在価値」が「便益」と関連づけられていることである。字義的に

厳密には「およそ(単に)存在していると知ることJには「便益とは関係がなく J とい

う合意が在る。プリマックの記述 6)では暖昧なのだが、これは現在では厳密に、主体関

係的には「それが単に存在しているよ主p{")ことに対して人々が支払う用意が在るところ

のものJを意味する。(したがってプリマックの 7) も間違いで、あって、「将来、自分が

(さらには別の者が)それを見て楽しむという見込みJが理由となっていてはならない

ものである。)彼らの議論は結局、「存在価値Jを、独自のカテゴリーとしては解消しつ

つ、言われるところの「オプション価値Jr遺贈価値Jに還元するものである。だから、

「…ー・知覚されるJとして「存在していることを知ることJと同義表現の「……」の部

分で、「効用ないしは満足を産むとJという(知の)限定化がなされてもいるのである。

後で説くように我々は、「存在価値J概念の解消はむしろ妥当であると考える。そうする

と、価値は、「便益Jとの関係で、「オプション価値」は「開明的利己主義J(の慎重版)、

「遺贈価値Jは「愛J 一これを我々は厳密に、他者の便益享受のみを求めるものと定

義するーの、それぞれ主体にとっての価値として纏められることになる。

[56J Brookshire等のこの行き方が一つの主要傾向で、あるとするなら、もう一つの主要

傾向として Mitchell， R. C. /Carson， R. T. ， Using surveys to value publ ic goods:the 

contingent valuation method， Resources for the Future， 1989 (これには環境経済評価

研究会訳 WCVMによる環境質の経済評価』山海社， 2001 として邦訳が在る)が採って

いる行き方が在る。彼らは、この点では同様「経済的アプローチ」を採用し、 Brookshire

等を、 「効率性倫理を人間の幸福に焦点を合せた管理倫理として記述する」だけであって、



88 

そのために rinherent価値Jを排除することになっていると批判しつつ (65)、Brookshire

等が「倫理的Jとして排除したものを独自の「便益Jをもつものとして取り込もうとす

る。こう語られる。「人々は、物質的報酬を期待することなしでも、他人を助けることか

ら効用[便益]を獲得する。Jr倫理的信念に基づいて選択を行うことは必然的に自己犠

牲[=負の便益]を含むと想定することは誤っている。それどころか、この種類の選択

を行う人々は、内面化された社会規範を充足することから効用[便益]を得ている。J(66) 

これと閉じ様に、「或る人々にとっては、原生をそれ自身のために保存するといったこと

は、一-…アメニティであって、それが提供されることは彼らの個人的幸福を真に改善す

るのである。J(66) 一見では、倫理的行為 crコミットメント J) に便益を認め、そして

その相関者として「存在価値Jを経済的アプローチで総価値計算に取り込むことに成功

しているように見える。しかしそれは、本来「便益Jから独立という「存在価値Jの原

義を変質することによってである。具体的には、「アメニテイ jの場合は自明にそうであ

るとして、第一も当然として第二でも結局、「良心Jの満足、あるいは社会性への欲求の

満足といったかたちで「便益Jが動機となっており、そういうものとして「それに対し

て支払う J対象の価値は厳密な意味での「存在価値Jではなくなっている。実際彼らは、

「内在的価値J概念をーしたがって、「存在価値Jの特質として「内在的価値J性を挙

げることを一この「便益Jに無関係であるものとして退けている (60)。

[57J 存在価値Jも「それに対して支払う用意Jを人々がもっところのものである。

であるがゆえに、経験的にCVMを用いて支払額が算出されてもいる。理論はこれをど

う扱うべきなのか。経済学の基本原理では、個人の行為は「選好」に基づくものと見る。

しかし、「存在価値Jに対して「支払う Jという行為は、「選好」には基づかないものだ

と言うこともできる。センは、上述のように「反一選好的」というカテゴリーを立て、同

時に「厚生主義Jの限界性をも述べている。これに対して上の二つの行き方は、共に、

変質化されたーしたがって厳密にはもはや「存在価値Jではない一 「存在価値」を

取り込んでいるのだが、そこに問題性を含むことになる。取り込んでいるというのは、

換言すればそこに「便益Jの存在を付加しているということであるが、 Brookshire等の

場合は、それが飽主主享受する便益であって、行為者がそうしたものを志向するという

ことは「利他主義」そのものであるという問題が生じている。いわば前一環境論的社会論

としては、「他者の利益を配慮することは結局、長期的には自己の利益になる」というこ

との証示が可能であり、非一利己的行為が結局、(開明的な)利己主義であることになる。

11 しかし、環境が問題となるときは、いわばスパンを長く取ることになりーしたがっ

11 これは余りにも単純化した言い方である。この問題は倫理学プロパーとしては「なぜ道

徳的であるべきかJという問題としてプラトン以来論じられているところであり、そこでは

もっと厳密な分析を前提とした議論がなされている。これについては、この問題を論じた諸
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て「将来世代」ということが語られる一、この構造は成立しない。ここのところは、

ベンサム的に「サンクションJを持ち込んで、利己的行為を差し控えるのでなければ罰と

いう損失を課せられることなるとすれば、人は、その損失の回避という利己的動機から

非一利己的行為を行いうることになる。しかし「サンクション」を前提することは、「経

済学」をいわば「政治=経済学Jへと枠組変更することになるであろう。この変更その

ものは構わないが、問題なのはその「政治j の可能性の根拠である。端的に利他主義を

説くのなら、その場合は「経済学Jをいわば「倫理=経済学」へと枠組変更することに

なる。これに対して Mitchell等は、倫理学のタームで言うなら「倫理的利己主義」を取

り込むかたちで「利己」概念を拡大するという方途を採用している。換言するなら、セ

ンが「反一選好的Jとするものを一実際センでも「倫理的選好」という言い回しがなさ

れていたが一選好概念を拡大してそのうちに取り込もうとしている。しかしこの場合

も、「経済学j の枠組は「倫理=経済学」へと変更されている。「経済学」が前提するの

はあくまで通常の意味での利己主義であるのに対して、そこではそれが「倫理的利己主

義Jを含むものに拡大されているからである。確かに、近代以前の社会においては一例

えば「贈与J(という財交換)を想起して欲しいがーそのような倫理=経済システムが

在ったと言っていいが、近代世界においてこれを語ることは社会の根本的な変革を要請

することになるであろう。しかしこの場合も、問題なのは、根本的変革として非現実的

となるということではない。問題なのは、そうした倫理=経済的なものとしての「倫理J

の可能性の根拠である。

[58] 社会的厚生関数を決定する場合、便益のいわゆる「二重計測Jを回避することが

求められる。しかるに「倫理的行為Jを取り込む場合、この「二重計測」の問題性が出

てくることになる。端的には「共感Jを伴う場合がそうである。これは、自分の行為に

よって他者に便益が与えられるとして、そのことに自分自身が便益をもっという在り方

である。自分の一つの行為において便益が他者のそれと自らのそれとで「二重Jにカウ

ントされることになる。(環境経済学ではこれは、いわゆる“warm(一)glow" として問題

とされてもいる。)だから、 8rookshire達の場合、「存在価値[配慮的行為]は、行為者

自身に便益を与えるものではなしリとされていた。また Mitchell等の場合は、「他人を

助ける行為Jr社会規範を充足する行為J 一 「存在価値J配慮的な行為もこれらのうち

に解消されているーは、「利他主義概念Jを表面的に解消するかたちで(端的に、 r[原

生保存の行為は]自己利害的で利己主義的な考慮によって動機づけられているJとも述

べられている (66))、その行為の対象側(他者)の状態を捨象して、専ら行為者のその行

為の際の状態に即してそこに「便益Jが想定されていた。しかしながらこれらは、一方

の側の「便益j を(理論的整合性のために)無視しただけあって、そうした行為によっ

拙稿を参照して頂きたい。
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て必然的にこの一方の側にも「便益Jが生じているのではなかろうか。「行為者自身に便

益を与えるものではなしリと言うのなら、その行為はでは何を動機とするのか。また「他

人を助ける行為」の場合、相手側に便益が生じないとするなら、それはそもそも「助け

る」行為とはならないのではなかろうか。

[59] しかし逆に、ここで「二重J性に着目して、利己主義的な社会状態(それを経済

学は前提としている)に対して倫理的な社会状態の方が「便益」の総額が大きくなると

してそれを有意化すべきであろうか。「共生」社会を説く主張は広く見られるところであ

るが、それはこの事態を一つの理論的根拠とすることが可能である。そうであるとして、

我々は環境社会をそうした「共生社会」として構想すべきであるのか。包括的に言うな

ら、そのことを含めて何らかの「倫理」が必要であるとして、どの意味での「倫理Jが

求められるのか、逆に「倫理」であればどれが動員されてもいいのか。我々はここに最

基底的な問題性が在ると見ている。そしてそれは「内在的価値」の問題性と深く関わる

ところである。 しかしながらこれは、むしろ規範倫理的問題であろう。次に、この問題

を含めて広く環境問題解決に関する規範倫理学的考察を加えたい。(未完)
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[61] 環境問題の解決に「倫理」が必要であるというのは我々としても異論のないとこ

ろである。しかしながら、それはどのような「倫理」であるのか。「標準の経済学」が想

定する社会は、「開明的な自己利益追求的人間」から成る社会である。ここにも一定の「倫

理Jが内在している。簡単に言うなら「利口Jの倫理である。短視的にその場その場で

ではなく長期的スパンで自己利益の最大化を、かっ(手段一)合理的に志向せよ、そのた

めには利己的振舞を抑制せよと説く「倫理Jである。そうしたものをそもそも「イ命理J

と呼ぶことに反対する人も在りえようが、 一今、「倫理Jと「道徳Jを同義で使用する

が一 「商道徳」と言う場合の「道徳」などは間違いなくそうした「倫理」である。例

えば「正直は最良の政策であるjとしづ格言にもこの「倫理J(の一端)が示されている。

「正直である」ことは言うまでもなく「倫理的Jであり、かつ、それは「最良の政策で

あるからJというかたちで自分の長期的利益をそもそも目的としたものである。一般的

に言えば、この「倫理Jは他者に対して「公平Jに振る舞うことを命ずるもの一私の

タームで言うなら「公平道徳J10 以下、本稿では言葉遣いを合せるために「公平倫理J

と表現するーであるが、人は、自己利益を動機としても「倫理的Jでありうるのであ

る。

[62] 環境が(意識としてではなく、客観的事態として)問題となる以前の、いわば前一

環境問題化社会においては、原理的にはこの「倫理」で十分であった。しかし、そうで

あれば、「社会Jは「市民社会J(=経済社会)として完結しえるはずであるが、現実に

I これは、安彦他編『なぜ悪いことをしてはいけないのか』所収拙稿で「道徳」の分類を提

示したものの用語でもある。「道徳Jの諸型について全般的にも本書を参照して頂きたい。
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は「政治社会Jcr国家J)が例外なく存在していた。これにはもちろん「支配Jといった

要因が事実としては関わっているが、今その要因を捨象するとしても恐らく「政治Jが

必要であろう 。それは、詳論は別稿を見て頂くとして、人々の問で「合理性Jが均一で

なし1からである。簡単に言って、自己利益追求において短視的で、あって、その短視性の

ゆえに目先の利益を求めて「公平」に反した行いをする者も存在しうる。これに対して

は、「処罰Jによってそうした行為を抑制するために「政治 r国家Jが必要である。

このように処罰(ベンサムで言えば「サンクションJ)を持ち込むとしても、現実の社会

に対してなおアンリアリスティックであろう 。 しかし、原理的には「社会Jはこれで完

結する。そして、さらに「合理性Jの点で人は基本的に「等ししリ(等しく合理的であっ

て長期的視点を採れる)と仮定できるなら、この「国家Jも不要であり、「公平倫理Jを

もった「市民社会Jで社会は完結することができる。2 r完結」ということは、例えば

レッセ・フェール主義、したがって原理的に経済学が説くところが「効率性J実現だけ

であるのに対して、さらに「公平J実現をも含むものとしてである。

[63J 先に見たように、社会は(その経済システムの基盤としての)環境の上に成り立

つ。いわば前一環境論的水準においては、経済活動がこの環境に与える負荷は「外部性」

として無視されてきていたし、また、それでもって社会に大きな支障を来たすことはな

かった。しかし、経済活動の水準の上昇に伴って、負荷がし、わば環境が消化しきれない

レヴェルに達し、結果として社会に支障を与え始めることになる。社会に支障を与える

ということは、諸個人に悪影響を与えるということである。その限りで各人は、この悪

影響を回避するという利己的動機から環境への負荷の停止ないしは軽減を行いうるとこ

ろであるとは言いうる。しかし、環境は「公共財Jとして存在する。そうした環境の保

護は、自らが行ってもその益がそのまま自らに及ぶという構造にはなっていない。換言

するなら、自分が行わなくても他の多くの者が保護を行うなら、そこからの益が自分に

も及ぶという構造になっている。したがって、(市場において利己的に振る舞うならそこ

から排除されるがゆえに、そこにおいては(短期的に一)利己的に振る舞うことへの(長

期的に一)利己的な動機づけからの抑止が働いているのと異なって、)利己的動機から環

境保護を結果することは不可能である。そこに、政治が介入して、公共的コストで環境

保護を行うか、いわゆる外部性の内部化として、各種環境保護の政治的規制の下で経済

活動を統制するかのいずれかが必要となる、と見なされている。

[64J では、このような政治介入は何によって保証されるのか。それは、増税か、自分

2 このことの最良の論証はD.ゴーシエ (Gauthier)によってなされているが、これを紹介・

検討したものとして拙稿「道徳と自己利害一 「なぜ道徳的であるべきかJに対する D.ゴ

ーシエの回答 - Jを参照して頂きたい。本節の rJ.lIJ稿」もこの拙稿を意味する。
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の経済活動の直接的コスト上昇かのいずれかを伴う 。人が利己的動機からこうした政治

介入に賛成することは考えにくい、環境保護はやはり各人がそれぞれ「倫理Jをもって

実行しなければならない、そうした人が増えることによってこそ環境保護は成果をあげ

ることができる、と説かれるかもしれない。ここで語られる「倫理j は一およそ(長

期的)自己利益を動機としえないものとして一我々の言う「公平倫理Jを越えたもの

である。以下、主要にはこの意味で「倫理Jという語を使用するとして、しかし我々は、

ここで安易に「倫理Jを持ち出すことには反対である。また、人は(r市民Jに対する)

「公民」として、政治においては別様の行動パターンを採る、それが環境保護的政治介

入を保証する、と安易に政治ないしは公共心に訴えることにも反対する。いま少し、利

己的動機から政治介入を可能にする機制を探るべきだと考える。そのポイントは、政治

を前提するなら、事態は先程の場合とは異なるというところに在る。少なくとも法治主

義(これは民主主義の最核心でもある)という現在の政治形態を前提とするなら、政治

は一般性ということを特徴とする。環境保護を行うにせよ、行わないにせよ、それは全

ての人々に一定の行動を一様に命じるものである。したがって、先の場合とは異なって

「ただ乗り Jは不可能なのであって、環境保護の(一人当たりの)費用(コスト)の上

昇と、保護を行わない場合の(一人当たりの)便益の減少との比較において、後者が前

者を上回る場合は、人は(便益を求める)利己的動機から保護的介入に賛成することに

なる。(ただし現実には、コスト負担、便益減少は必ずしも人によって均一でなく、精確

にはこのことも併せ考えなければならないのだが、その場合でもローノレズのように人が

risk-averseであると仮定する等、いくつかの環境保護的介入への賛成に有利な前提を

置くことができる。)

[65J この費用一便益の比較は、多くは経験的な問題であり、そしてその計算法の開発

は(環境)経済学の課題であるので、本稿では問わない。しかし、環境倫理学が引き受

けなければならない問題がなお存在すると我々は考える。現実の環境保護が不十分であ

るとして、それは、比較して環境保護が有利であることに人々が無知であるからなのか、

それとも実は環境保護が不利となるからなのか。こう問うなら、前節は前者であること

を前提としたものである。そうであれば原理的には解決は容易であって、知的啓蒙が課

題だということになる。 しかし後者である場合は、そうした知的啓蒙(だけ)では解決

に至らない。そしてその場合初めて、「倫理J(厳密には、「公平倫理Jを越えるレヴェル

での「倫理J)が、そしてその「倫理Jへの「教育Jが必要だということになる。

[66J 環境問題の困難なところは世代の問題が関わってくるところに在る。環境への負

荷・悪化ーその軽減 ・解消は現世代内で完結する問題ではない。負荷・悪化は(その時々

の)現世代の営為の結果であるが、その効果は(その時々の)次世代以降にも及ぶ。い
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わば現世代エゴイズムとして将来世代が考慮の外に置かれることも在りうるが、この世

代問問題をも考慮に入れる場合、将来世代の者の便益にも配慮するかたちで現世代はい

わば過剰に費用を支払うことが求められてくる。この過剰な費用を払ってもその額がな

お現世代がそれ自身で環境悪化から蒙る被害額を下回るという可能性が論理的には在る

が、現実的にはそれはおそらく在りえないであろう。この点を併せ考えるなら、「倫理J

が不必要であるという可能性はおそらく存在しないと言っていい o 同じことは、便益

享受者として人間以外のものをも対象とする場合にも言える。ただし、我々は規範倫理

的主張として、便益享受者を人間以外の生命体にまで拡大することには反対したい。い

わゆる人間中心主義を我々は採る。しかしこれは、(誤解しないで欲しいが)人が各種生

命体が保護されていることに(自己)便益をもっとして、その便益をも排除するもので

はない。なお、以下においても、我々は人間中心主義の立場から議論する。)ここからが、

本稿後半のいわば本番左なるが、では、その「倫理Jはどのようなものなのか。

七 「持続可能性」概念の明確化

[71] どのような「倫理Jが求められるべきなのか。四章で明らかにしたように「倫理J

には多様な内容が在る。どの意味での「倫理」が求められるべきなのか。この間いは、

環境保護の水準は何をもって「十分j とするかという、その「十分な水準」の確定と相

関的である。これについては「持続可能性Jとしづ回答が予想される。我々もこれとの

関係で、求められる「倫理」の確定ができると考える。しかし我々は、この概念の一こ

の語の一般的な使用においてはほとんどジャーゴンであるが一安易な使用には否定的

である。ほとんどの主張が「持続可能'性」をそれぞれ説いており(前掲 Turner他，訳

書， 30，55-62参照)、単に「持続可能性」を言うだけではそれらを全て含みうることにな

るからである o 換言するなら、ほとんど空虚な回答となる。 {PJO)持続かということが特

定されるのでなければならない。求められる「倫理Jもこの「何Jと相関的に特定され

てくるのである。

3 上記註で言及のゴーシエなどは、なお「公平倫理J(のみ)で考えようとしている。具体

的には、「将来世代Jといっても、一定の期間における親世代一子世代の共在のいわば連鎖

において存在してくる(であろう)ものであって、この一定期間における共在を手がかりに

している。我々としても例えば、親世代が子世代に環境負荷のつけを廻すなら、親世代が高

齢者となったとき年金給付の減額といったかたちでしっぺ返しを受ける、それを(長期的視

点で)予想して、利己的動機からそれを回避すベく現親世代として環境への負荷を低減する

ということも在りうる、とは言いうる ただし、この場合でも、子世代が親世代の環境保護

という「思」を「仇」で返さないということの子世代の側の利己的動機づけを保証する仕組

みが必要になってくるであろう。精確な議論が必要なのであるが、本稿ではこれは捨象して

考えている。
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[72] ほとんど論理的可能性でしかないが、人間の手による撹乱のない状態で自然の存

在が持続していくことが説かれることも在りうる。これは、人聞が自らの撹乱の後始末

を付けた上で地球から退場することである。しかしながらこれは、人間の自殺を意味す

る。しかも、一個人の自殺ではなく、(子孫を残さないということを含んで)人類の自殺

である。こうしたものを説く「倫理Jは在りえるであろうか。 しかも、もちろん単にそ

う説くこと自身に意味を見いだすというのではなく、その実行を命じるものとしてであ

る。確かに、論理的には在りえるし、「生命愛J といったものを仮定すれば(例えば

Wilson， E. O.の「バイオフィリアJ(W人間の本性について』ちくま学芸文庫， 1997)参照)

理論的にも完全に在りえないということはない。子供のために自己を犠牲にするという

ことは見られるところであって、その対象が人類以外の生命に(のみ)向けられること

も在りうるであろう 。これはもちろん、人間の不在の自然が各生命種にとって好都合で

あるとしてであるが、しかしそこで、(そうした)自然をパラダイスのようなものとして

観念してはならない。あるいは、自然の或る定常状態といったものを想定しではならな

い。(例えば、森林について「極相」といったことが語られることも在るが、生態学の現

在の水準はそれを否定している。)自然はもっと動的なものである。そしてそういうもの

として、種の絶えざる絶滅、発生ということを内在させている。しかし、地球史的に見

て、生命発生後、全生命種が絶滅したということは一 「アイス・ボール地球Jの仮説

を前提するなら、その危機は在ったがーない。そして今後も、数億年としづ範囲内で

言うなら、全生命種の絶滅ということは恐らくないであろう。或いはそれどころか、地

球史の事実で言えば、種は確実に増加してきた。(これは巨大隅石の衝突も含めてである。

それは、特定の種(例えば恐竜)の絶滅を結果したが、生命の進化という点ではむしろ

促進的であったと今日の進化生物学は報告している。)こうした状態を実現する、あるい

は、こうした状態に戻すために人類は退場すべきだと説く「倫理Jは、確かに在りうる

であろう 。しかしまた、それは一種ダーウィニズム的なものであって、 一 「社会ダー

ウィニズム」の場合はむしろ反「倫理J的な教説と一般的にはみなされている一いわ

ば通常の「倫理Jの拡大版としての「生命倫理」とは言い難い。この「生命倫理j は、

通常の倫理が人間諸個人の「人権J概念を核心としているとして、その「権利Jを人間

以外の生命個体にも対象拡大しようとするものであるからである。いわゆる「土地倫理J

の場合はそうした個体尊重主義を採っておらず、 .そうしたものであるなら、求められる

「倫理j の具体例で在りうる。 しかしまたこれは、厳密に言うなら、現実の生命の尊重

を説くものではなく、生命のいわば条件の尊重を説くものとして、生命尊重主義だとし

ても通常の語感からはかなり外れたものである。

[73] だが、こうした考え方は極端であって、全生命体の保護を語る場合であっても多

くは人類の存在の余地を与えて考えている。一定の範囲内であれば自然は人間による撹



96 

乱のいわば無化の力をももっているのであって、その範囲内であれば人類の存在も許さ

れるのかもしれない。いわゆる「ディープ・エコロジーJが説く「持続可能性」はこれ

である。ここでは、こうした無化の能力の範囲内に収めるべく地球における人類の比重

の縮減が説かれる。具体的には、人口の削減と経済活動の水準低下が説かれている。現

実性をもった「倫理Jとしてはこれがいわば再左派であって、 Turner等の分類では、全

体として 4タイプに分類され、そのうちの再左派としてこれが挙げられている。

[74J そのすぐ右に位置するのは、彼らのタームで言えば「共同体主義者」の「倫理J

である。これ (communali st)は(訳語は同じになるが)いわゆる communitarianとは別

であって、人類を含んで全生命が一つの「共同体」を成すという考え方を意味するもの

である。ここでは、いわば人類も一つの自然者とされ、あくまで一定の範囲内であるが、

その営為 r人為Jも一つの「自然Jである。そしてそういうものとして、生態系シス

テムの枠内に収まるものである。実際、例えば「里山J(自然)が肯定的に語られてもい

るが、里山ということは人工自然であるのだが、そこには(そうでないところと比べて)

豊かな生命種環境が在ると報告されている。「ディープ・エコロジー」との区別を明示す

るなら、とれが人間の営為が多少在るとしても(無化によって)全体的にはあたかもそ

れがないかのように自然が経過することを説くのに対して、「共同体主義Jは一定の範囲

内では人間の営為が(例えばネズミのそれと同様)それ自身自然であって、したがって

人間的営為の痕跡を残しつつ自然が自然として経過することを説くものである。では、

その「一定の範囲Jはどこで線引されるのか。多くは、前一産業(工業)社会もしくは一

実際、第二次世界大戦後、経済活動は飛躍的に増大しているが一第二次大戦以前、あ

るいは、日本で言えば「高度成長J以前が想定されている。ここでは「持続可能性」は、

そうした「生命共同体Jの持続可能性である。しかしながら、(先進国の)現在の水準か

ら言うなら、このレヴェノレの実現は人々の便益の大幅な低減を伴う。地球全体で言うな

ら最大の環境問題は(そこからの諸帰結を含んで)地球温暖化であろうが、これは、い

わゆる京都議定書の実行で解決できるものでは到底なく、 一南北聞の格差の解消を前

提とするなら一日本で言えば現在の何分のーレヴェルにまで C02排出量を削減するの

でなければならない。もちろん、 C02排出あるいはエネルギー消費が便益に正確に比例

するわけではないが、そうであるとしても便益の大幅な低減を要するであろう。

[75J これに対して、もう一つ右に位置するのは、現在の便益水準を保証することを基

本として、上の温暖化問題で言えば、1)技術的に C02排出が環境負荷になるべくならな

いようにクリーン・エネルギーへの転換を図ることなど-Turner等の用語で言うなら、

一般的に「経済活動が与える環境への影響が、経済成長と連動しなしリことを 「分離J

と言う (29)が、技術的にこの「分離」を追求することーを志向をする、 2)温暖化を環
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境の「悪化Jと端的に考えるのではなくいわば中立的に「変化Jと捉えつつ、その「変

化Jへの対応によっても便益の確保を考える(例えば、水位上昇に対して堤防で対応す

る)、基本的にこの二方向を採るものである (cf.30) 0 (因みに、この次の再右派に位置す

るのは、便益拡大=経済成長を基本原理として、しかしそれだけでなく、環境対策とし

て、それで十分対策となるとして或る種楽観的に「分離Jを追求するものである。 (cf.30) ) 

これ(あるいは、この両者)は、 一決して無「倫理Jというものではなく一便益の

追求を目指す、一般的なタームで言うなら「幸福主義」の「倫理」をもっ。もちろん、

専ら自分の便益を目指すならそれは非一「倫理Jであるが、それは「倫理Jとしては、そ

うした利己主義を規制しつつ便益の「公平J(世代問公平も含む)を目指すものである。

因みに、政治上の左派はこの「公平」を強く目指し、(それを、貧しい者の経済水準の向

上として実現しようとする)結果として環境対策に消極的となることも在る。その意味

では環境右派ではあるが、政治左派・右派と環境左派・右派とは重なるものでないこと

は知っておくべきである

[76] 環境問題をめぐる見解の相違は、大勢としては「共同体主義J対(右から二番目

の) r幸福主義J左の聞に在る。これは、「非一人間中心主義J(の穏健版)対「人間中心

主義J(の「グリーンJ版)とにほぼ重なる。そうであるとして、主張の明確さという点

では後者の方が優れている。それは、守るべき環境水準が人類(全体)の便益の維持と

して明示されているからである。それは、一方では可能な限りで便益を追求するが、他

方、それが(長い視点で見れば)自然の悪化を招来し、結局便益の低減が予想されると

きは(直接的)便益の追求に制限をかける。いずれにしても、長期的な視点での便益の

最大化として基準が明確である。これに対して、「共同体主義Jは必ずしもそうでない。

やや比晴的に言うなら、人間もまた自然(の一部)であるとして、どの範囲での営みが

「自然Jであるのかの線引が不可欠であるにも拘らず、その線引がイメージ的なものに

留まるからである。これは重要な問題であって、最終二章で「倫理Jの側面から考察す

る。

[77] r倫理Jの実行という点から見ても、人間中心主義の場合、開明的利己主義+将

来世代への「愛J として、換言するなら、全人類単位での便益の最大化として動機が明

確なのに対して、「共同体主義」の場合、何が動機なのか不明である。もちろん、この言

い方に合わせて(全)人類を含めて全生命体の便益の最大化と語られる可能性も在る。

4 東ヨーロッパ旧共産圏における環境悪化が一時期盛んに語られたが、それは間違った共産

主義の結果であったというより、共産主義そのものの結果で、あったと見た方が妥当であろう。

そしてそれは、共産主義が(少なくとも意図としては) r公平Jを求めて貧しい者の経済水

準の向上を志向したからである。レーニンの「共産主義とは電化であるJという有名な言は、

この「経済水準の向上Jの志向を端的に語ったものであろう。
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しかし、全生命体とはーまとめに換言すれば「自然J(全体)であって、「自然」は動的

なものであって特定種の絶えざる絶滅をも、したがって人類の絶滅をも含みうるもので

あるのだが、「共同体主義jはそれを念頭に置いていない。それはあくまで人類の生存を

前提とすることを意味し、その分「自然jを逸脱することになる。そのように見るなら、

この立場は結局「人間中心主義Jと同じであることになり、ただニュアンスの差(それ

は大きいものではあろうが)が存在しているにすぎない、と言えるかもしれない。しか

し、問題は「動機」である。ニュアンスの差が在るにすぎないとしても、その「差Jは、

「動機Jとしては異なったものが在ることを予想させる。

[78J しかし他方、ニュアンスの差が在るとして、それは環境の事実の認識の相違に基

づくのかもしれない。「共同体主義Jの方から言うなら、「人間中心主義」は環境の現状

に対する危機感が甘いということであるのかもしれない。事実を危機感をもって正しく

見つめるなら、相当な(便益低下の)覚悟が要るということなのかもしれない。恐らく、

これが大きなファクターであるのではあろうが、しかしこれだけであるなら、やはり「人

間中心主義j のーヴァージョン(危機意識版)である。「人間中心主義j とは担彊0)立場

であることを保証しない。別種であると言うのであれば、そこに在る「倫理Jの動機は

し、かなるものであるのか。ここで、あくまで(人類を含む)全生命体の便益の最大化を

言うのなら、それは逆に、或る定常的な安定した自然が在るのであって、人類の営為が

或る水準内に留まるなら、その人類を含んで多くの生命種があたかも合目的的に共存的

に存続していけると見てへその上で主張しているのかもしれない。しかし、これは非一

科学的であって、この方が環境を事実として認識していないとも言いうる。あるいは、

科学的であるというのはいわば第二義であって、したがって、その科学が便益の最大化

を予想するところを行うというのも第二義であって、何か別のものが一種ロマン主義的

に志向されているのかもしれない。その場合、何が動機となっているのか。ここに我々

は、「便益Jとは別のものが動機となっているのではないのか、という可能性を見るので

ある。

5 いわゆる「共生」の論もそう見ている。「共生」とは各生命種が相E依存=相互援助の関

係に在るという事態を言うが、各生命体が「共生Jの関係に在るというのは余りに目的論的

な見方であって、科学としては無理な見解であろう。「共生」というのは、実は各生命種が

(種)利己主義的に相互利用しているという状態が室主主当主「共生Jであるかのように (als

ob)見えるということでしかない。ここでついでに言うが、「自然と親しもう」といったスロ

ーガンの下に「人間もこの共生の輪に加わろう Jといったことが一特に「教育Jの現場で

一広く唱えられているが、これは、後述する(豊かな自然を享受する) r精神的便益J心の

育成であるのならそれでいいが、科学への動機づけとしては問題を含むものである。(おそ

らくこの結果であろうが、自然科学者のなかにも、自らの専門的営為においては「科学」的

であっても、それを啓蒙的に語る段になると極端に「非一科学的」となるケースがよく見受

けられる。)科学の営みは、本来もっと知的な好奇心が動機であるはずである。
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八 どのような「倫理Jが必要なのか(一)

[81] 本稿が「再左派Jとして位置づけた考え方は、地球生命系に含まれる個々の種、

およびその全体の状態がし 1かなるものであれ、自然がそれ自身で自然に経過することを

善とするものであった。これは、自然の経過が生命の消滅を論理的に含む限りでは「生

命倫理」から逸脱することになるが、一種の(例えばガイア仮説のような)目的論とし

て生命持続のメカニズムを内包するという仮定の上では「生命倫理Jとなる。その際、

この「ガイアjが(さらに)、個体数を有意化しつつ各生命個体の笠差を内在化している

と仮定するか否かで、それ自身二タイプに区別できる。個体の繁栄を説くものは便益主

義タイプである九この場合、各生命体を便益の主体として想定し、そういうものとして

の生命体繁栄の系として地球生命系の維持を説くものとなる。他方、必ずしも個体の繁

栄を説かないものは、非一便益主義である。「生物多様性Jとして重の数企乏を有意化す

るものもそうである。いずれも、人類は(非自然者として)不在である方がいいので、

人類からするなら完全な利他主義となる。しかし、第二タイプのものは厳密には生命愛

を動機とするかたちでは存在しえない。厳密に言うなら、それは各生命体ではなく、各

生命体の条件としての地球生命環境(そのもの)が上位に置かれているからである。デ

ィープ・エコロジーにも、この便益主義と非一便益主義との二タイプが在りうる。両人間

中心主義は、共に、人間便益主義であり、種レヴェノレでは(人類)利己主義である。こ

こでは動機は、(個人的)利己主義+(人類)愛として明瞭である。これらに対して、「共

同体主義j の「倫理Jは、二タイプへの分類が微妙である。これは、人聞が存在し続け

ることを前提とした上で全生命が一つの共同体を成すことを説く「倫理Jであるのだが、

(自然における人間の不在よりも)人間が存在していた方が全生命体の便益が増大する

ということを最初からいわばポイントとしていなし 1からである。これは、 「人間中心主義J

への一 「生命倫理j rディープ・エコロジーJとは異なって一端的なアンティ・テー

ゼではなく、むしろ人間の在り方として「生命の共同Jを説くものであるからであろう。

したがって、この「共同体Jにおいて結果として全生命体の便益が最大になることが在

るとしても、それが目的として置かれているのではない。そういうものとしてこれは、

端的に非一便益主義タイプに分類する方が適切かもしれない。

[82J 先に、現実には人間中心主義と、この「共同体主義Jとの対立が基本軸であると

述べたが、以下、この「共同体主義j 倫理の問題性の明示化として議論を進めていきた

い。非一便益主義タイプとして確認したかぎりで、この「倫理Jの動機は(利己主義でな

6 個体数の増加が便益の総量の増加と相関するとここでは単純に仮定しておく。「平均的功

利主義Jというカテゴリーを持ち込んで、各個体の平均的便益水準ということをも有意化す

るなら事はそう単純には扱えないが、本稿での議論にとっては、この単純化は差し支えない

と考える。
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いのは当然として実は)r愛jではありえない。では、何が動機となっているのか。こう

したタイプの倫理は幅広く説かれているところである。プリマックにおいてもそうであ

る。先に確認したように([43J) r倫理的jには「内在的価値と関わるJという(第三の)

用法も在り、平たく言って「大事なものをまさに大事にすることが倫理だ」という意識

も一般には在る。動機として言うなら、この「大事なものを大事にするJという動機が

働いていると見ることが可能であるかもしれない。しかし、我々は「内在的価値Jの存

在を疑問視する。「内在的価値」だと語られているものは、究極的には実は、その者が自

分が「価値」だと考えるその価値が対象に投影されたものだと我々は考える。「価値Jは、

「内在性Jを放棄するかたちで全ム主(自己目的的)価値よ主主ニ盃ものとして実際は語

られているのである。したがって我々は、環境問題の場面でそもそも「存在価値」とい

うカテゴリーを導入することに反対したい。「存在価値Jが語られていても実質的には変

質化されて異なったものとして語らざるをえなくなっている。しかしながら、その場合、

非一便益主義において本当には何が動機となっているのか。我々は同様先に、行為の結果

として行為者自身に実現される便益を含んで、およそ結果kしての便益ではなく、行為

そのものにおける便益を動機とする行為が在ることを確認した。つまり、環境に対する

なんらかの保護の行為が、その行為の結果一つまり保護(の実現)であるがーをも

たらすためにではなく、保護を行うことそのものを目的としてなされる、そしてそれは

そとに便益が在るからである、という可能性を確認した。前節では「非一便益主義」とい

うタイプとして分類したが、そこでの「便益主義J とは異なるが一つの便益主義がここ

でも成立しているのではなかろうか。人は、 -多く「経済主義だJと語りつつ一便

益主義を安易に批判するが、広義で見た場合、そもそも非一便益主義というのは在りえな

いとも考えられる。 [45J節では別の方向から「真理J志向的な行為を問題として、「真理J

志向に便益が成立していることの困難'1":主を言った。そうした真理志向における便益なら、

そもそも便益に分類しなくていい可能性も在るかもしれないが、それはそもそも困難で

あった。厳密に言うなら、それとは別のものとして一換言するなら、「端的に真理とし

て価値であるゆえにj という価値志向ではなく、阜企豆価値観の実行という一つの自己

実現状態としてーまさしく便益としてしか理解不可能なものが動機として存在してい

ると見た方が妥当である。その便益は、論理必然的に当の行為者自身におけるものであ

って、したがって、それを動機とすることは利己主義である。いわゆる利己主義とは別

であるとしても一つの利己主義であることには変わりない。しかし、 Mitchell等に従う

なら、これも「倫理」である。環境保護を結果するのであるのなら、それが、そうする

ことにおける自分の満足を動機とするものだとしても、「倫理Jだとは言いうる。

[83J Mi tchell等では、この「満足」として良心の満足、社会性への欲求の満足といっ

たものが想定されていた。だが、そうした「満足Jを動機とすることを「倫理Jだとす
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ることには異論も在る。 Mitchell等は「社会規範の充足Jとも語っているが、カントに

即して次のように言いうる。カントは r(単なる)格律Jと(客観的な) r (道徳)法則J

とを区別しているが、語られる「社会規範」はそれだけでは「格律Jでしかない。それ

がさらに「法則J となるためには「客観性」の条件を満たすことが必要である。しかる

に、それが「共同体主義Jでは不明である。 (生命体の)便益の最大化は「客観性条件J

に相当するものだが、「共同体主義Jはそれを退けている。その限りで、いくら生金規範

と言われていても、それは「単なる格律Jである。そして、「単なる格律Jに従うことは

カント的意味では「道徳性J(=倫理)とはならない。それゆえ多様な「倫理J概念が持

ち出されることにもなるのである。 7 このことはプリマックで確認したところである。

[84J 先 ([76J)に rr自然Jの線引が不明である」と批判したが、それは、第六義の「文

化に基礎を置くことJと実は相関的である、と我々は見ている。森林(生態)学の平川

浩文は 2000年 12月 16日関東生態学会公開シンポジウム講演「歴史的価値としての生物

多様性の保全Jで次のように説いている。 rr生態学的に正ししリ自然の姿など存在しな

い。 /r自然のあるべき姿」に関する主張はすべて人間の価値観によるものである。/

生物多様性保全は「自然のあるべき姿Jに関する主張の一つであり、この主張は歴史的

価値観に基づいている。Jすなわち、(科学的に見た場合)客観的に正しい「自然Jの姿

といったものは存在せず、人々の歴史的、すなわち歴史的経過のなかでそのときどきに、

その意味で偶然的に形成された「価値観」が「正しさ」の基準を与えているに過ぎない

のである。ここで言われた「自然のあるべき姿Jは我々が言う「自然Jである。そして

それが、「歴史的価値観Jに相関的なものであるのだが、それをプリマックの言い方で言

うと「宗教・哲学・文化の価値システムJ、要約して「文化Jということになるのである。

[85J Sagoffの場合、「文化に基礎を置くことJは明確に、さらに還元されるかたちで

「金銭Jすなわち「便益」の反対の「意味Jの事柄として語られている。しかもその「意

味」は、いわば客観的意味で、はなく、人間(各人)の「意味」である。上でも挙げた Heller

から「彼自身の存在の意味Jというフレーズを含む一節が引用されている (90)。自然の

保護は、 一自然が客観的にもつ「意味Jに即してなされるというのではなくーその

「保護」の行為を通して人が自らの「人生」に「意味Jを与えるためになされるのであ

7 ここで倫理学プロパーの方から予想される反論に急いで回答しておく。一般に「功利主義

対 (カント的)義務論Jという対立軸が想定されているが、功利主義=便益(幸福)主義

と了解するとして、カントの議論に依拠して「便益の最大化という客観性条件」を語ること

はおかしいのではないか、と言われるかもしれない。しかし、当のカントにも r[言うまで

もなく自分のではなく人類全体の]幸福を追求することは義務である」という趣旨の発言が

在る。しかもそれは、 一 「幸福Jは「徳」に内在しない、という(ストア派批判の)言か

ら見るなら一いわゆる「幸福J(r傾向性の満足J) とは異なった精神的幸福(r浄福J) と

いったものでもない。
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る。前掲書『なぜ悪いことをしてはいけないのか』で我々は、こうしたタイプの倫理を

「自己価値実現道徳」と術語化したが、環境問題解決という場面においては、そうした

道徳倫理J(四章の分類では第五義での「倫理J)は、適切に「倫理Jとは言い難い

と我々は考える。しかるに一般的には、むしろ便益志向型倫理に対してその方が「真に

倫理的だ」としてこのタイプの意味志向的「倫理」の方がいわば幅をきかしている。一

つの問題的事態である。 8

[86] 全生命体の便益の最大化に繋がらないとしても、或る特定の生命(体)状態が(特

定的に)有価値であるなら事態は異なってくる。そうした一定の状態に「内在的価値J

が在るのなら、自然の保護も、生命体の便益の最大化から独立に、それ自身としてなさ

れなければならない。自然保護に人が自分の人生の意味を付与しているとしても、その

場合は事態が異なってくるであろう。しかしながら、我々は「内在的価値」の存在を疑

問視した。人が「内在的価値」であるとするものは実はその人の価値観一平川のター

ムで言えば「歴史的価値観jーのいわば投影の結果であると我々は見ているのである。

であるから、事実そうであるように、人によって「内在的価値J(をもっとされるもの)

が異なってもいるのである。端的にはプリマックが「カリスマ的動物J と呼ぶものを見

る場合、そのことは明瞭である。人は、例えばパンダ(を含む自然状態)がそれ自身保

護されるべきだと説くが、それはその人のパンタe愛好という価値観から出てくるものに

過ぎない。だから、別の人が「し、や、ライオンだ。 Jrイルカだ。Jr日本猿だ。j ……と語

ることにもなる。 9 先 ([76]) に「自然の線引の暖味さJを指摘したが、それは、この

自己意味化的価値観が「自然Jに投影されているからでもある。

[87] こうしたカリスマ的動物の特定に問主観性が成立していることは、論理的には否

定できない。しかし、事実としてはそうではない。成立するとしても、それは、まさし

く各「文化J固有の、その「文化Jの範囲内での問主観性に過ぎない。近代国家が一い

わゆる「国民国家」左して一「文化Jの共有性を一つの基盤に成り立っているとして、

それは事実上「国家j レヴェルでの問主観性である。 Sagoffは、この「国家J(r国民J)

性を有意化して、先の「意味Jを「国民J性と重ねている。環境保護も「国民」として

s 拙稿「二つの「合理性j概念-]. McDowell的「道徳的実在論Jの批判的検討 -Jは、

このことを倫理学プロパーの議論として展開したものでもある。一般には、「価値観Jに基

づいて自らの人生を有意味化することが「倫理Jとして観念されているが、実はそれは一そ
れこそが「倫理Jであるとされる限りでは一端的に間違いである。いわば価値=意味関係

化的誤謬とでも言いうる誤りである。

9 愛好」も一つの「愛Jであるとは言いうるが、それは本稿で我々が言う「愛」とは別で

ある。後者は換言するなら「博愛」で、あって専一的に他者の便益のみを目的とするものであ

る。これに対して「愛好」の場合、自分における便益が有意化されており、その便益内容の

相違が愛好の対象の選別を結果しているのである。
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こそ行うべきであると説いている。前掲書の結語部分でこう説かれている。 r[社会的・

環境的統制の]法律は、便益と費用とを差引勘定することによって資源を効率的に配分

する、あるいは消費者余剰を最大化することではなく、安全な社会やクリーンな環境と

いった規範的目標に向かつて進むことをアメリカ人たちに要求する。それをアメリカ人

たちは、一つの国民として切望するのである。これらの法律は、アメリカ人たちが自分

自身を一つの国民として知覚することを表出しているのである。J(224)因みに Sagoff

は、これとの関連で、反一経済主義的に、環境保護を「政治Jの問題であるとも説いてい

る。10

[88J こうした立場は、いわば倫理一般としては、(この場合は政治哲学的意味での)r共

同体主義J的倫理として一応、ー「倫理Jでありうる。しかし、「塁塁倫理」としては問

題をもつものだと我々は考える。悪く言うならそれは、「環境倫理Jだと言うとしても環

境をいわば主LIこする「環境倫理」である。環境問題の解決そのものが目指されている

のではなく、そうすることにおける(国民としての)自己意味化一それは、同じくプ

リマックが語っている「自己同定jとも換言できるーが実際の目標であるからである。

我々は、こうした「倫理Jでもって環境問題の解決に当たることには懐疑的である。

Mi tchell等の場合、こうした第五義での「倫理Jに、「満足Jとしていわば別種の「便

益Jが明瞭に想定されていた。彼らの場合、経済学理論の枠内でそうしていたのだが、

この別種の便益は倫理学一般としても主題となるところである。我々も、こうした「便

益」がまさしく「便益Jであることは認める。決して「にせの便益」といったものでは

ない。だが、それは、環境問題解決にとっては(場合によっては阻害的でもあるが)中

立的である。いわば、環境保護を喜んで(便益をもって)行おうと、いやいや行おうと、

当の環境保護という点では全く同じであるからである。そうした便益は(単に)付加的

なものとしていわば減価しなければならないと主張したい。 11 前半部末で挙げた「共生」

10 こうした政治的国民主義は、いわば「主義主張」としてだけでなく、日常的にも見られ

るところである。一つだけ例示するなら、「外来種j問題について(r外国産種j問題として)

「旦杢旦固有種を守ることが生態系の維持に繋がるJと発言されるときなどがそうである。
自然は、したがって生態系はまさしく「自然Jであって f国家j という人為的なものとは独

立であるはずだが、そうであるにもかかわらず政治的なものが重ねられて意識されてしまっ

ているのである。さらに言うなら、(非一欧米圏においては)近代国家システムはまさしく「外

来」のものであって、そこには「外来」の諸制度が一変形されてではあるが、そうである

としても「外来」のものが、かっ多く(いわゆる「伝統の発明」のかたちで)日本固有の「伝

統Jだとして一導入されているのだが、あたかもこれと相関的に、長い時間スパンで見る

ならまさしく「外来」のものが「日本の固有種」として語られてもいる。例えば京都(近郊)

における(孟宗)竹がそうである。

11 前掲書所収の拙稿では、(r効用Jという同意味の言葉を用いて)これを「第二次効用J

としてカテゴライズした。これはまた、カントで言うなら、彼が「好意・同情Jについて、

道徳的行為にそれが伴っていて(“mit") も構わないが、それが道徳的行為の動機であるこ

と(“aus")を峻拒したところとも平行的であろう。
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志向型倫理は(他者の便益享受を自らの便益とするというかたちで)便益志向型の一種

ではあるが、その場合の自らの便益も環境問題解決という点では中立的で、あって、この

タイプの倫理も環境問題解決において有意的で、あってはならないであろう。

九 どのような「倫理j が必要なのか(二)

[91J これに対して、プリマックの言う「倫理j の第四義 r精神的なものを志向する

こと」は別様に扱う必要が在る。「精神的なものJに伴う「便益J(Mitchell等が挙げる

「アメニティ」も一例である)は上のものとは一一体として語られことも多いのだが

一一応、別のものである。我々としても、「精神的なもの」は、それ自体としては肯定

的なものであると考える。そうであるとしてこれは、環境問題解決において経済主義が

物質主義として批判されるときまさしく「倫理j として説かれるところでもある。環境

の保護を我々は専ら各生命体の物質的便益享受の観点から語ってきたのだが、環境保護

の目標はそれに尽きるものではなく、自然が例えば美しくあることも取り込んで問題と

すべきなのではなかろうか。一般的にもこう説かれている。

[92J r美」はそれ自身で一内在的価値として一価値であるというのではなく、そ

こから得られる一つの享受(したがって別種の便益)のゆえに価値である。一般的にも

そのように観念されていると言えるし、だから(環境価値の標準の分類法では)司盟価

値」の一種類としてカテゴライズされてもいるのである。そうであるとして我々は、こ

うした便益の存在そのものは否定しない。それが人の幸福の重要な構成要素であること

も否定しない。そして、そうした便益の主張であるなら、それは我々からしても十分、

ー「倫理J として認めうるところである。しかし問題は、そうした便益の追求が果たし

て環境保護という枠内に収まり切るかということである。環境を「美」の観点から見た

場合「風景」と言えるが、その風景の保護と環境の保護とは場面によっては対立する。

詳しくは安彦他編『風景の哲学』ナカニシヤ出版， 2002所収拙稿を見て頂きたいが、こ

の対立は明らかに存在するところである。

[93J この対立は、明確に人間中心主義に立っときは原理的には消滅する。例えば森林

のいわば生物環境質と美的質とが矛盾するとして、人がそれぞれに対してもつ便益を比

較衡量してその総計の最大値を出すことが可能である。非一人間中心主義的に他の生命体

をも考慮に入れる場合、それら生命体は一擬人化的に人間に似たものとでもするので

なければ一美を享受することのないもので、あって、そこに美の享受の便益を算入する

なら、そうした享受主体としての人間を不当に有意化することになり、非一人間中心主義



105 

としては不整合となる。結局、(物質的便益に対して)美的便益を有意化して非一人間中

心主義を説くことは無理である。美的便益を有意化するのなら、明確に人間中心主義に

定位する他ない。そしてその場合は、対立は原理的には解決可能なのである。しかしな

がら、それはあくまで原理的にはそう言えるということであって、現実にはここに大き

な問題が在る。

[94J それは、「美J、あるいは一般的に「精神的なものJが主張されるとき、それが比

較衡量を拒否するいわば絶対的な質として説かれる傾向が強いからである。ベンサムに

対してミルは、快を量的にだけ問うのでは怠く、その「質」をも問題とすべしとして、

低級な快に対して高級な快を有意化したが、語られる「精神的なもの」はこれに対応す

る。しかしミルは両種の快について、必ずしも量的な比較衡量ではないが、一つの比較

衡量の方途を提案していた。しかしながら、一般に「精神的なものJが主張されるとき

は、まさしく比較衡量を越えたものとして説かれている。そして、プリマックに即して

分類した第二の意味で([43J)、そのように比較衡量しないことこそが「倫理的Jだとも

されている。しかしこれは、一つの独断主義の表明である。絶対的なものが根拠なしに

主張されているものとして明らかにそうである。

[95J したがって、或るものが絶対的であるというのは「知Jではなく r(単なる)信(念)J 

(思念)である。プリマックはこれを「真理Jだとも言っているが([12J-11))、それは

「根拠づけられた=正当化されたJ(知である)という意味ではなく、むしろ「信念」と

でもいったものとして語られている。その思いがし、かに強いものであっても、そのこと

は「真理J性とは無縁である。あるいは、先に指摘したように、「広く抱かれているJを

根拠としている可能性も在るが、その場合は、 一 「真理」に関する「合意説」を説い

ているのでもあるなら話は別であるが、その可能性はほとんどなく一一つの特定の価

値観の前提を認めることである。言うとするなら、それは(政治哲学的意味での)r共同

体主義jの価値観である。つまり、「……が価値が在るので、それを保護すべきだ」と説

かれるとき、共同体内でそれを構成するものであるがゆえに価値が在る、というかたち

で同時に「共同体主義を採用すべきであるJとでもいったことが含意されているのであ

る。あるいはまた、「文化の価値システムのなかに基礎をもっJといったことも語られて

いるが([12J-10))、それは監査(J) rシステム」であるゆえ、その場合、一つの保守主義

一これは政治的なものではなく、いわば知覚上の保守主義12 であるーが含意される

ことになる。

[96J こうした「共同体主義Jr保守主義」の合意が伴われる場合、環境保護という結論

12 この概念については、拙稿 rrヴアーチャル/リアノレJという問題Jを参照して頂きたい。
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の点では同じであるとしても、「個人主義Jr革新主義」を採る場合、賛成が障賭される

ことになる。我々の認識では、環境問題解決で人々の合意が形成されることを妨げてい

る最大要因はここに在る。近年「環境プラグマテイズムJという行き方が説かれるよう

になってきており、そこでは「立場の相違を越えてー・…Jといったことが語られている

が、我々はそれには反対である。余分な合意をもって主張がなされているゆえに合意形

成が困難となっているのである。合意は共通の地盤を必要とする。それは、精神的な便

益をも一つの便益として、そうでない便益(物質的便益)と、まさしく便益として同等

であると認めることである。この原則、それは「民主主義的原則」と言ってもいいが、

換言するなら環境問題解決には、この原則の徹底が必要なのである。13 純(メタ)倫理

学的に言うならこのことは、価値観に基づく主張をする際、(その「価値観」そのものの)

根拠づけに「主義Jを持ち出さないということである。「精神的なもの」は一実は「物

質的なもの」の主張の場合でもそうでありうるのだが一多く、この「主義j 主張と一

体化的である。そして、いわば「主義Jの満足が一種「精神的満足Jとして語られるこ

とも在るのだが、これはむしろ第五義での「倫理Jに伴う「満足Jである。「精神的満足J

は、これとは独立に「精神的満足J三金主企としてカワン卜されるのでなければならな

いのである。

[97] ただし、「民主主義Jが現世代中心主義となりがちであるとは言いうるところであ

る。そうであるがゆえに、(環境倫理の意味での) r共同体主義Jは一この現世代中心

主義という意味合いで人間中心主義を理解し、それに対して一非一人間中心主義を説い

ているのかもしれない。そしてそれは、将来世代のために多大な自己犠牲=物質的便益

削減を伴うゆえに、いわばそれを補償するものとして精神的便益を強調しているのかも

しれない。(物質的には貧しくとも精神的には豊かに、として。)もちろん人間中心主義

は原理的には決して現世代中心主義でなく、将来世代を含んで全人類の便益の最大化を

説くものであり、その可能性の根拠として「愛」をも強調するものである。将来世代へ

の配慮の必要が相当であるときは、結論としては「共同体主義Jが説くのと同水準のレ

ヴェルで、現世代の犠牲をも説きうる。だが、人間はそれほど立派なものでなく、「愛Jと

して端的な利他主義は困難なものでもあるへその欠をいわば精神主義的利己主義とし

て「共同体主義Jがーまさしく利己主義としてー現実性をもって埋めうるというこ

とかもしれない。しかしながら、そうであるとして(も)、精神主義には独善性が伴いが

13 例えばデ、ンマークの環境学習では民主主義の学習が不可欠とされているが、それはこの

ゆえでもある。

14 ただしこれについても、先の「親世代一子世代の連鎖Jという視点から、将来世代(全

般)への「愛」が「博愛Jとして"高級"なものであるのに対して、孫子への愛(という、
いわば遺伝子レヴェルで、の利己主義)という"低級"な愛であるものにも、かなり依拠でき

るということは付言しておきたい。
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ちである。 したがって、精神的利己主義に「愛Jを補完する機能が在るとしてそれをも

動員するとして、それは一定の統制のもとでなければならない。それは、精神的便益を

も(物質的便益に比較してそれ自身「高級な」あるいは「正ししリものだとするのでは

なく)あくまで便益一般として考慮しつつ15 便益の最大の確保を原理として明確に設

定することである。そうするのでなければ、そこに一種の転倒として、精神的なものの

保 護が一 「精神的なものJといっても「物質的な基体Jの上に在るのであって、その

「基体」の確保というかたちで、環境配慮の枠をはみ出して一逆に環境に負荷をかけ

ることを容認してしまうことにもなりかねなし件。例えば、伝統の維持のためには多少

15 便益一般としてJということは例えばこういうことである。捕鯨問題ないしは鯨保護

問題について、捕鯨国である日本から、「捕鯨は我が国の伝統文化である(から-一…)0 Jと

語られることも在るが、「便益一般Jの主張として折り合いの土俵に乗せるのであるなら、ー

「鯨は必要な食糧資源である。」というのが物質的便益の主張であるとして一 「鯨は習慣

の食材である。鯨食がなくなるのは(心理的に)寂しい。Jとでも主張する方が好ましいと

いうことである。この点から、イヌイットの捕鯨が「伝統」として例外扱いされていること

も問題であると言いうる。「多文化主義J(の或る潮流(たとえば C.Taylor)) にとっては、

まさしく「伝統Jとして語るべきだということになろうが、「伝統」の言説は合意形成にと

っては障害として作用する。反対側の「鯨は聖書に出てくる[伝統の]特別の動物であるか

ら捕鯨反対である。Jという主張も同様である。(一般的には、「伝統の」は純粋に記述語で

はなく、一定の評価性をもった言葉であり、合意形成の場ではそうした記述=評価(一体)

語の使用は好ましくない、とも言いうる。唐突なアナロジーであるが、例えば「先の戦争J

について、「太平洋戦争Jで指示する者と、「大東亜戦争Jで指示する者との間では、その言

葉の使用そのものによって合意が困難となるといったことを想起してみて欲しい。)r便益一

般としてJということはまた、場合によっては、「文化としてではなく」ということをも含

意する。物質的なものに対する精神的なものが「文化Jを意味することも在るが、両方を含

んで何らかのものに特別の意味が付されて観念されるときに「文化Jと呼ばれることも在る。

例えば「自然と茎盆Jと言われる場合は前者である。「芸術Jがその一例である。これに対

して、対象としては閉じものを指示するときであっても例えば「文化勲章」と言う場合は、

(さらに)一つの、強い評価性をもっ特別の意味が付されている。上の「捕鯨」に関わるも

の等、(物質)生活に関わるものであっても、そこに「特別の意味」が付与されるときは「文

化Jとして観念されうる。ここで「文化としてではなく Jというのは後者の意味においてで

ある。「伝統性」は、この「特別の意味」の一つである。因みに、筆者は日本倫理学会 1999
年度大会シンポジウムで「反文化・主義Jと「反・文化主義Jとの区別を語ったが (W倫理

学年報~ 49集所収「シンポジウム報告J参照)、ここで言う「文化」の主張に反対するもの

は後者に属する。

16 ここから言うなら、「精神的なものJはいわば盤笠ζ 「精神的なもの」として物質的基体

性が一完全には不可能であろうが一限りなくゼロに近いことが望ましい。しかしそれは、

恐らく「豊かさ」を犠牲にするものでもあろう。そうしたものが(なお)利己主義として可

能であるとするなら、それは、自己の(言うまでもなく美の享受といったものも含めて)便

益の減少そのものに一逆説的だが一便益をもっという在り方であろう。この場合、「精

神的便益Jは我々が前章で問題とした、「倫理Jの第五義に伴う「便益」に限りなく接近す

るものとなる。この点から見るなら、実はカントでも論は単純でない。カントの問題系その

ものとして言うなら「尊敬の感情Jの問題が関わってくるのであるが、これはそうしたもの

の一例と見ることも可能ではある。それは、通常の「人間性Jから見るなら非一人間的なも

のとして一種倒錯的なものでもある。そういうものとして、シラーがカントを「厳粛主義J

だとして批判したところと重なってくる。しかし、「倒錯」であるというのは、あくまで一

丁度マゾヒストが苦痛に快楽を感じるようにー (逆説的に)便益の喪失に便益をもつから

である。(したがって、この「便益Jは、物質的便益と区別される「精神的便益」とも主主

ζ別種のものである。)ガ ントの場合、「尊敬の感情Jにおいてこの便益性は有意化されてい
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の環境負荷はやむをえないというかたちで17 18。

[98J この辺で結論としたいが、我々が析出した「倫理的Jの諸用法について、その大

部分のものの使用を禁止すべしーただし記述的使用は構わない。厳密には規範的使用

であるーということである。認められる用法は我々が核心として取りだした「公平的J

および「愛の」と同義の意味におけるもののみである。これは功利主義的発想、(し、わば

一元的便益公平主義)に基づくものである。ここで「功利主義j と言うのは、いわば精

神的功利性をも説くものとしてである。ムアの「理想的功利主義」を持出さなくても、

すでにミルのものが一実はベンサムのものも一これを説いている。しかるに、これ

に対して一般的には、「経済主義J的だとして、厳密に言うなら、三章で確認した、第四

ないとも了解できる。その意味で、他者の便益を志向するとしてもそのことに便益をもたな

い(と本稿で定義した限りにおける、「博愛Jとし、う意味での) r愛」と近いとも言いうる。

また、同様「基体性」の側面から見る場合、「宗教」は、「来世Jにおける幸福(便益享受)

を説きつつ、それと引き換えに「現世Jにおける幸福の断念を説くものとして、環境保護に

適合的であると言えるかもしれない。しかしそれは、その徹底として、例えば寺院を建てる

ことを拒否する、ましてや(環境負荷の高し、)金属製の像の鋳造は峻拒するものでなければ

ならない。その意味で反ー文化的なものである。これの具体例を求めるなら「原理主義」が

近似的なものであろうが、これも非一人間的なものである。ただし、例えば苦行そのものに

便益をもっという場合は倒錯的であるが、「来世」の幸福を願うかぎりでは倒錯的ではない。

例えば「解脱」として、その要件としての便益の断念が実行される場合であっても、(r現世J

における)精神的苦痛からの解放が求められているときは、それも非一倒錯的であろう。

17 モデル・ケースを一つ挙げる。都市部においては鉄道はほぼ電化されているが、これに

対して「懐かしいJ(伝統である)として蒸気機関車の運行が喜ばれたりする。しかも、蒸

気機関車を愛好することは一つの「倫理Jであるかのようにさえ語られることも在る。しか

し、蒸気機関車は言うまでもなく石炭という化石燃料を動力源とするものであって、しかも

自動車については、環境対策として、ガソリン(化石燃料)エンジン車に対して電気自動車

が求められているところである。伝統的なものが「環境に優ししリと語られたりするが、正

確には、そうした伝統的なものを含む(社会総体としての)伝統的生活様式ーごの場合の

「伝統的」はむしろ「前一近/現代的Jの意味であって、例えば「伝統を守れ」と語られる

ときの意味とは微妙に異なるーがその低消費レヴェルのゆえに「環境に優ししリのであっ

て、その個々の要素(伝統物)がそうなのでは必ずしもない。(これとの関連で、特に初等

教育における「環境教育Jについて次のことを述べておきたい。例えば「農薬の害Jを単純

化的に取り上げて伝統農法だということで「無農薬」ということを安易に語ってはならない。

(ましてや、そのことが原因で農薬使用農家の子弟に対する「いじめ」を誘発するようなこ

とが在ってはならない。)それを回避するためには、農業(全般)一産業一社会という大き

な視点を宜主主導入することが不可欠である。換言するなら、農薬使用一無使用の費用一便

益分析(ただし、「精神的なものJをも射程に入れた広義での)の視点も必要だということ

である。残念ながら、最近の(短兵急な) r総合学習Jでは、こうした"単発的"テーマ学

習が目立っている。)因みにこのことは一再確認するがー愛好者達が蒸気機関車運行か

ら得る(精神的)便益を考慮の外に置くことを意味しない。

18 r自然愛好Jの問題としては次のケースを示しておきたい。例えば室内に閉じ篭ってコ

ンビュータ・ゲームにのめりこむ一彼の場合は専ら「読書Jであるが「彼にとって自然は

無縁であった」と語られるサルトルのような一若者に対して、終末はキャンピングに出か

ける人の生活には、確かに精神的に豊かな質が在ると言うことは可能である。しかし、この

ことは環境の保護ということとは相対的に独立である。であるがゆえに(逆に)、キャンプ

地まで出かけていくマイ・カーのガソリン消費が問題とされないということにもなるのであ

る。
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義での「物質(関係)的」、第五義での「反ー意味志向的J、第六義での「文化に基礎を置

かない」の意味に加えて、第二義の「貨幣換算的Jの意味をも付加して「経済主義J的

だとして、それに反対することこそが「倫理的」だと観念されている。つまり、「環境倫

理Jの主張において、環境問題の解決に求められるものが最初から排除されているので

ある。プリマックで言うなら、 2)では認められたいわば「方法としての「経済主義JJが

暖味な「倫理Jの主張によって自己否定されてしまっているのである。これでは「倫理J

は空転することになるはずである九

19 このことと、(日本における)倫理の「建前」化との間には相関性が在る。この「建前」

化に日本の「倫理教育Jの欠陥の一つが在ると我々は見ているが、これについては、それを

道徳の「日曜道徳」化(特定の時にだけ(免罪符的に)道徳的であること) 一 「週日 J、

つまり社会総体の問題としては「倫理Jを考えないこと、象徴的に言うなら、(経済ι盟主

主倫理としてではなく)経済に関する倫理として「倫理」を考えないことーとして批判し

た(部分を含む)拙稿([02]註で挙げたもの)を参照して頂きたい。
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景観紛争解決法の構築一一つの倫理学的考察

安彦一恵(滋賀大学)

1. はじめに

或る事柄をめぐって意見対立がある場合、合理的手法として費用便益分析がよく用い

られるが、景観をめぐっては、そうした手法は経済主義的だとして退けられて、端的に

「よき景観をJと説かれることが多い。たしかに、景観の 「よさJ(そのもの)について

は意見が一致していて、開発的な経済的効率性の主張に対して、その一致した「よさJ

の主張が対置されている場合もある。しかし、等しく景観の「よさJを求めているが、

その 「よさJの内容が異なっていて、そこに「よさJをめぐる意見対立が結果している

ケースも多く見られる。その場合、単に「よさJを説くだけでは当然、解決にならない。

しかるに、このケースにおいてはーほとんどの場合がそうだと言って過言でないがー

それぞれ「よさ」を主張する者は、異なった(内容の)rよさ」の主張に対しては「間違

った見解だ」として退けて、あくまでも自説の正しさを説く。だが、その多くは自らの

美感が直観的に断言されるに留まっている。その意味で独断のぶつかり合いがあるだけ

である。この事態に対して我々は、景観の「よさJに関わる意見対立の事態に対しても

合理的解決法の構築を主張したい。それは同時に、当の独断的主張が出てくる“原因"

の解明と、それへの対処方法の提示とを併せて行なうものでなければならない。これに

ついては、特に独断性の程度の強し、伝統主義的景観観に焦点を併せて分析する。牢

2. どのようなかたちで主観的なものが f正ししリとして主張されるのか

現在の倫理学では、「よさJ(価値)は主観的であるというのが多数派の見解である。

論を省くためにいま単純化して述べるが、かつては、「よさJも、重さや長さなどと同じ

ように、対象自身の属性として実在的なものと考えられていた。それが近代になると大

勢としては、実在的な「第一性質」に対して、色などは主観に(も)依存する主観的な

ものとして「第二性質」とされ、そして「よさJは、さらに主観的なものとして「第三

性質j とされるようになる。 [04aJ これが価値理論的にはなかば学問的常識であるのだ

が、しかし日常的には、「よさ」について自分と異なった意見に対するとき、それは対象

の「よさJを見損なった誤った意見であるとして退けられることがしばしば生じる。た
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とえば、

琵琶湖畔で、ヤシの木の植樹をめぐって景観論争が起きている。(記事)

A 1 : rちょっと不自然」

B 1 : r南国風でステキJ

(W朝日新聞J(大阪版) 1992年 6月 27日付夕刊)

京都・鴨川「パリ風歩道橋Jをめぐって(読者投稿)

A2 :r過去の遺産を傷つける権利はなしリ。

B 2 : r古都の印象を損なうものではなJい。

(W朝日新聞J(大阪版) 1997年 10月25日付)

といったかたちで意見対立が生じているのだが、特にAの側から Bに対して、「間違った

意見だJとして非難が浴びせられている。そしてその場合、 B側の意見は景観の「よさj

を犠牲にして開発を進めようとする「為にする議論だJとも、しばしば語られている。

では、なぜ、学問的には主観的とされるものについて正・誤が主張されているのか。

相手の相違する意見を誤りだとする場合であっても、その相手が、「よしリと感じていな

いものを「よしリと偽って主張しているとは見ていない。相手もまた「よしリと感じて

いることは認めている。それゆえ、景観の「よさ」は、たとえば食べ物の「美味しさJ

で例えられうるものである。食べ物についてもたしかに、美味しい・不味いという感じ

方=味覚の相違がある。 しかし、その美味しい・不味いという感覚そのものには間違い

はない。美味しいと感じているがそれは錯覚であって本当は不味いのである、というこ

とはない。その意味で、感覚は絶対的なものである。だが景観の場合、その感覚につい

て、自らのものと異なるとき、それは誤りだとされているのである。

何がその根拠となっているのか。そこに、趣味の良さ・悪さとでもいったものがある

のかもしれない。「そのようなものをょいと感じるのは悪趣味だJというかたちで、(良

い・悪いの感覚そのものではなく)そうした感覚の趣味の良さ・悪さとして、景観の「よ

さ」の主張の正しさが想定されているのかもしれない。悪しき趣味に基づくときその「よ

しリという感覚は誤ったものとなるのだ、と考えられているのかもしれない。

実際、倫理学においても今日では、さすがに第一性質として価値の実在性を説いて、

実在する「よさJを捉えているものが正しい主張であり、捉え損なっているのが間違っ

た主張であるとするものはほとんどなく、多くは、趣味という枠組みに即して、良き趣

味においては正しく良し悪しが感覚されるのだと説かれている。一つの文化の事柄とし

て考えるなら、感覚がし、わば純生物学・生理学的に形成されるといったことはありえず、

必ずなんらかの趣味形成と並行して良し悪しの感覚が形成されるのだ、と想定され、そし

て、その感覚の枠組みとなる趣味については良し・悪しの別があるのだと説かれる。[99J
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しかしながら我々は、そのようないわば洗練された価値実在論に対しては、事実とし

て趣味そのものが複数であって、そこにどの趣味が正しいとできるのかという問題が成

立する、と考える。これは、今日の実在論も結局、価値の相対性を認めざるをえない、

というかたちで表れている [99J。我々は、趣味を持ち出しても事態は当初と同じとなる

と考える [04aJ。学問のレヴェノレではそうであるのだが、おそらく通常は意識されていな

いであろうが、日常的には結局ここで、特定の趣味(そのもの)の正しさといったもの

が独断的に想定されてもいる。その独断のもとで、自らの意見が事実を正しく捉えてい

るのだとも主張されるのである。「伝統のJといった形容と共に一定の景観の「よさ」が

主張されるときはそうである。

3. 問題性としての「伝統J

実際、 Alでは「白砂浜には[ヤシではなく]松であるJ、A2では「鴨川には[パリ

ではなく]京風のものを」というかたちで、それぞれ(歴史的)r伝統」が前提となって

いる。そしてそこでは、「イ云統」に忠実な感覚こそが人の自然であるとも説かれている。

だが、近年の理論的な「イ云統J論においては、「伝統Jというのは創造(発明)された

ものであるというのが基本常識である。字義通りには「伝統Jとは「伝えられているも

の・伝えられていること」として一つの客観的事実'性で、あるが、「イ云統を守れJrこれが

我が国の伝統だ」などと語られるときは、そう語る時点から遡及的に、一つの(伝える

ことの)流れが創造=仮構されているに過ぎない。事実に即したものであっても、そこ

では選択的に特定のもの(だけ)が「伝統」とされ一肯定的なものとして選択されて

くるもの(だけ)を指示する言葉として「文化」が用いられる場合もある一、そして

多くは文字通り事実とは異なった流れが「伝統Jとして想定されている。 [97J

このような「伝統J主義は、基本的に特殊近代の事態である。そこには近代国民国家

形成という強く政治的な課題性も原因としてあるが、しかしそれは、必ずしも為政者に

よる政策的なものだけであるのではなく、その当の(近代的)r国民j 自身の心性にも原

因がある。それは、端的に言うなら、「意味J志向性である。「国民」とは自らの生を有

「意味」化するという特質をもった人間のことである。[02J r伝統J主義とは、この有

「意味J化の志向を(たとえばアイデンティティの確認というかたちで)満たすものと

して出現してくる事態なのである。そして、この有「意味J化ということであれば、小

説の主人公に同一化して自分の人生に「意味Jを与えるときがそうであるように、想定

される「伝統Jは必ずしも事実でなくて構わないのである。京都で言うなら、たとえば

平安京のイメージとして竹林景観が「伝統Jとされるときがそうである。嵯峨野のもの

などで有名な孟宗竹はたかだが 200年前からのものである。
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「イ云統j とは過去からの伝統であるが、したがって伝統主義は、同様に過去を有意化

する保守主義とは別カテゴリーのものである。ここで言う「保守主義JはたとえばH.

セシノレが言う知覚上の保守主義のことであるが、それは変化しないことを好む心性のこ

とである [OlJ。少年のときの景観に大人になって(久しぶりに)出会うとき、「懐かししリ

というかたちで「よさ」が感じられたりするが、それはこの保守的心性に基づくもので

ある。少しく分析的に言うなら、懐かしさの根拠は現在の景観知覚と過去の景観知覚の

記憶との近似性にある。これに対して、単純化して言うなら、そこからの「伝統Jとし

て意識されている(想定された)過去は記憶の事柄ではない。我々のタームでいうなら、

それは「観念J[01，04aJである。

しかし事柄は複雑で、あって、この「観念J 一私見によるなら、これ自身近代特有の

存在様態であるのだが[02Jーは、一つの壁盤記憶性をもっ。であるから、たとえば初

めて(古都)京都を訪れて(も)、その(イメージとしての)観念的京都と実際の京都と

の近似性によって、そこで懐かしさを感じるといったこともありえる[o2Lr伝統」的景

観を評価することの自然性が説かれることの根拠もここにある。

このことは逆に見るなら、実際の京都が観念、上の伝統的京都と近似していなくてはな

らない、ということである。意見A2では、その観念上の京都と髄師するものとして「パ

リ風Jが否定されるのである。我々は、このような美感を「歴史主義的美感Jとして概

念化したが、 B2はこれに対する「モダニズム的美感Jの意見である。そこでは、「観念J

から独立に見たままの京都に即して、その亙4主主主 u印象J) としては「パリ風J(と呼

ばれる形状)のものでも別に違和感がないと語られている。ちなみにAlも歴史主義的

美感のものだが、実はB1もそうである。前者がその過去主義的ヴァージョンであると

するなら後者はそのいわば未来主義的ヴァージョンであって、(日本から見て「未来Jと

も言いうる)r南国Jの「観念Jが琵琶湖にイメージ的に重ねられている。 B2は、この

後者とも一混同されがちなのだが一別である。我々は、景観の「よさJをめぐる基

本対立は、この歴史主義的美感とモダニズム的美感の間にあると見ている。 [02，04aJ

4. 対立の合理的解決

景観の「よさ」をめぐる対立の解決について我々が提案したい方法は、基本的には単

純なものである。一言でいうなら、民主主義を原則として、関係者すべての意見を等し

い比重で尊重し、そこに相違する意見の聞の調整を図ることである。「よさ」の主観性の

確認は、これに対して一つの根拠づけを与えるものである。

3.では伝統主義あるいは歴史主義的美感についていわば脱構築的に批判的に見てき

たが、民主主義からするなら、これにも等しい権利が与えられるべきである。しかしな
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がら、伝統主義はこの解決方法にとって阻害的である。それは、「伝統Jを単なる趣味と

してではなく一つの正当性をもつものとして主張するからである。その正当性の主張が、

意見の調整を図ることと不整合なのである。この不整合を解消するために、伝統主義に

も一つの単なる趣味へといわば減価してもらうのでなければならない。換言するなら、

「伝統Jも規範ではなく 一つの好き嫌いの事柄とされるのでなければならない。[02，04aJ 

伝統主義が伴う「観念Jは、 一つの抽象者であって、たとえば(伝統の古都)京都と

いう「観念」だけでは(具体)像(Bild)を結ばない。これに対して実際の景観は一つの

像である。したがって、先の、実際の京都左京都という「観念Jとの近似は、厳密には、

その「観念Jによっていわば統制されるのではあるがなんらかのものを機縁に成立して

くる第三のものkの近似である。であるから、たとえ等しく古都・京都という「観念J

をもっていても、実際の景観については相互に見解が分かれてくることもある。或る人

は、中世・近世の神社 ・仏閣が「よしリ、別の或る人は幕末に新撰組が走り廻った先斗町

辺りが「よしリ、また別の或る人は、明治以降の近代都市・京都の遺産(たとえば南禅寺

境内の水路閣)が「よい」、と(相互対立性を含みつつ)意見が分かれてくるといったこ

とも結構生じている。同じく伝統主義の枠内にあっても、各人の好みが作動してこざる

をえなし、からである。これは、観光案内書で知って、その後実際にその地を訪れて「な

にか物足りないJと感じたりするときと同じ機制である。旅に出ての「伝統の亘藍翠J

といったことも、この、「観念Jから亙三とへの限定化に因るものであろう。単に「観念J

的な「伝統を守るか変革か」というレヴェルでは、そうした意見の分化は生じないとこ

ろである。その場合、具体的景観に対する判断がなされるとき、伝統主義はいわば機会

論的に一種主意主義として発現することになる。端的にはどのような景観を創出するか

という場合に、この好みを引き出すため、模擬的にであってもシミュレーションによっ

て景観を像的(bildhaft)に提示することが有効である。

実は伝統主義は多くの人において「建前Jなのだが、その建前的主張を関与させない

で、人の実際の(本音の)趣味を忠実に意見表明させるためにも、シミュレーションは

有効である。伝統主義が建前として説かれる場合、端的には政治的に、同一の伝統を支

持することによって人々の(国民的)統一性が確保される、と考えられている場合もあ

る。しかしこれは、景観の「よさJ としづ美的事柄を政治的目的の手段とすることであ

り、それは美としては貧しいものである。美は本質的に自己目的であるからである。建

前を排除することは、この点からも求められるところである。

このように建前的部分を排除してその人の実際の感性だけを前面化させる場合、多く

の部分においてそれは(前述の)保守主義と重なってくることになる、と我々は見てい

る。 しかし、それでも、純粋伝統主義の残余は存在するであろう 。では次に、それをも

含んで、、様々な美感に起因する意見の対立はどう調整されるべきなのか。我々はここで、

費用便益分析的手法の導入を提案したい。これは、通常は経済的開発の是非について用
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いられるものであるが、我々はこれを修正・拡大するかたちで「景観J問題にも適用す

べきであると説きたい。実際、費用便益分析と同じ発想内にある CVMが環境問題には

すでに適用されているが、こうしたものを景観問題にも適用すべきであると考えている

のである。

しかし、そのためには、「便益J概念の検討が必要である。それは、「効用性J概念と

も同義のものであって、本来は決していわゆる経蓋血便益に限定されるものではない。

そこには、端的には精神的なもの一伝統主義が求める有「意味」性もここに包摂可能

である一、「景観Jの場合は美の享受といった便益をも含みうるものである。「景観j

について人がそれぞれそこから得る(であろう)美的享受の、端的に量ということは不

可能であるとしても、それへの選好(の順序)を確定し、それをデータとして人々の意

向を等しく考慮することを、景観紛争解決の方法として提示したい、と我々は考えるの

である。 [03，04]

しかしながらこのことは、厳密に言うなら、民主主義に加えて「自由主義Jをも採用

することを意味する。いま「選好Jで言うとして、民主主義だけであるなら、「正しい選

好」というものを前提して、その上でその正しい選好の充足を全員において等しく配慮

するということも可能である。これに対して自由主義は、選好そのものの次元で正誤を

語ることを退ける [04aLU伝統」の正当性をなお主張するのであれば、この「自由主義J

に相当する次元で、その“主義"を前面化するのでなければならない。その端的な候補

として「共同体主義Jがあるが、“自然性"が語られるだけで、自らがし、かなる“主義"

に立脚しているのかを問わないという傾向が5齢、。)自由主義の前提の上で民主主義的で

あるとは、各人のそれぞれの直接的選好に同じ比重を与えてその調整を図るということ

である。先の食べ物そのもので言うなら、人々も、正しいものを全員で(平等に)食べ

るべきだ、とは考えていない。技術的に一度の食事には同じメニューしか供しえないの

であれば、好まれる食事内容の比率に応じてどの内容にするかの回数を決めるのが妥当

だと考えるであろう 。景観をめぐって意見対立がある場合も、そのようなかたちで調整

すべきだ、と我々は考えるのである [04a]。

中本稿では、テーマについてもっぱらテーゼ的に述べ、論証の部分はかなり省略してい

る。その欠を補うものとして、以下何箇所かで、本文中の[ ]に挿入するかたちで、出

版年の数字(下 2桁)で拙稿への参照を行なう。

96 ， 01 ， 03 ， 04 は webpage(http://www.sue.shiga-u.ac.jp/~abiko/) でも公開している。
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